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第第    １１  号号  議議  案案  

  

令令    和和  ３３  年年  度度  

  

事事  業業  報報  告告  承承  認認  のの  件件  
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令令和和３３年年度度事事業業報報告告  

ⅠⅠ    温温暖暖化化防防止止・・地地域域活活性性化化にに貢貢献献すするる木木材材利利用用のの推推進進  

平成２７年８月に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジ

ェンダ」におけるＳＤＧs（持続可能な開発目標）が、経済、社会の大きな共通目標

となるとともに、政府の「2050 年二酸化炭素実質排出量ゼロ」の達成には、再生産

可能で、製造過程での二酸化炭素排出が極めて少ない木材の利用についてか

つてないほどの関心が寄せられている。 

このように木材、国産材の利用に大きな追い風が吹く中、非住宅、中高層建築

等今まであまり使われてこなかった分野での木造化、木質化を進めるための積極

的な普及活動を行うとともに、品質、性能の確かな国産材の安定供給体制の確立

に向けて取組を行った。 

  

１１  ウウッッドドフファァーースストト社社会会実実現現にに向向けけててのの運運動動のの展展開開  

（１）  平成 26 年 10 月に「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用に

向けて全国森林組合連合会と共同で行った「ウッドファースト社会の実現に向

けての行動宣言」から引続き、日本林業協会、日本林業経営者協会、全国素

材生産業協同組合連合会、全日本木材市場連盟も加えた６団体で非住宅分

野、民間建築物への木材利用を進めるための法制度の創設などに取組んでき

たが、令和３年６月に「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」

が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材

の利用の促進に関する法律（都市(まち）の木造化推進法）」として制定され、公

共建築物のみならず民間の建築物においても木造化、木質化が政府をあげて

推進されることとなった。 

また、都市(まち）の木造化推進法においては、川上、川下の関係者が協定

を結び、木材の安定供給・安定需要の確保に努めることとされており、令和４年

３月に全木連は農林水産大臣と第１号の協定を結び、農林水産省、林野庁と

安定供給体制の確立、木材利用のさらなる普及に向けた活動で連携し、活動

を強化することとした。 

（２） 木材利用が地球温暖化防止対策、地方創生に果たす役割について、広く 

国民に理解を求め木材利用拡大に対する支援の輪を広げるため、農林水産

省、国土交通省をはじめとする関係省庁、地方自治体などに対して、木材利用

を優先する社会実現への取組を働き掛けた。 

  

２２  消消費費者者、、需需要要者者へへのの普普及及活活動動    

（（１１））  木木材材利利用用拡拡大大へへのの普普及及活活動動  

ア  新型コロナウイルス感染症の拡大により、展示会等が中止、延期になる中、



― 4 ―
 

本年度については、ジャパンホームショー（11 月）、建築・建材展（３月）など

の展示会に参加するとともに、木づかい推進月間での各種シンポジウム、フ

ェアなどに参加協力し、合法伐採木材、ＪＡＳ材を含め、幅広い国産材の利用

拡大のための普及活動を実施した。 

イ  全木連ＨＰ等において、木材の特質や住宅・街づくり等における木材利用

などに関する各種知識・情報の提供、普及啓発に取り組んだ。 

ウ  建築関係団体、消費者・需要者などと幅広く連携を図るとともに木材 PR ポ

スター、リーフレットの作成配布、マスコミへの PRなどにより、効果的な木材利

用の普及に努めた。 

エ  令和３年度当初から深刻化した輸入材の入荷不足、価格高騰等に関して、

会員、住宅関連団体等との情報交換を行い、林野庁の需給情報連絡協議会

等の場で共有した。 

（（２２））  木木材材利利用用にに関関すするる教教育育活活動動等等のの推推進進  

小・中・高校生の木材利用普及のため、「高校生ものづくりコンテスト関東大会

（８月）」、「全国中学生創造ものづくり教育フェア（１月）」に資材提供・協力を行

ったほか、日本木材青壮年団体連合会主催の「全国児童・生徒木工工作コンク

ール」、各種展示会における木製遊具等の展示など「木育」活動の推進に積極

的に取り組んだ。 

 

３３  地地球球温温暖暖化化防防止止対対策策ととししててのの木木材材利利用用  

（（１１））  地地球球温温暖暖化化対対策策へへのの対対応応ととししててのの木木材材利利用用のの推推進進  

京都議定書の第一約束期間において、温暖化ガス削減目標達成のために森

林吸収源が重要な役割を果たしてきたことを評価し、2020 年以降の温室効果ガ

ス削減のための国際的枠組みである「パリ協定」の中で、木材利用を通じた森林

整備の一層の推進及び伐採木材の二酸化炭素固定に対する評価（ＨＷＰ）が適

切に位置づけられたことに伴い、必要な財源が確保されるよう関係機関等への

働きかけを行った。 

また、建築物に使用された際の木材の環境性能が正しく評価されるよう LCA

調査手法の検討、建築・金融関係者等による各種委員会等への委員の派遣を

行い、木材供給側からの情報提供を行った。 

（（２２））  違違法法伐伐採採対対策策のの推推進進等等  

ア 林野庁ガイドラインに基づく、合法性等の証明された木材・木材製品の利用

普及のため、認定事業者の拡大に努めた。令和４年３月段階での認定団体数

は 149、認定事業体数は 12,069 となった。認定事業者の拡大に加えて、証明

された木材・木材製品の信頼性確保のための研修会、セミナーを実施し、供給

体制の整備に努めた。 

また、国産材の供給増加、特に主伐の増加が著しいことから、素材生産事業

者の伐採届の確認など、合法証明の信頼性の確保に向けて、認定団体の事
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普及のため、認定事業者の拡大に努めた。令和４年３月段階での認定団体数
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業者認定・フォローアップ、認定事業者の合法木材の証明に当たって必要な

分別管理、書類管理等の手続き、実施体制等の適切な運用について情報提

供を行った。 

イ 違法伐採対策に関する輸出国、輸入国側の動きについて、海外の関係者と

の情報交換を行うとともに、環境ＮＧＯ等との意見交換を実施した。 

ウ 平成２８年５月に成立し、平成 29 年５月から施行された「合法伐採木材等の

流通及び利用の促進に関する法律（クリーンウッド法）」についての認定団体、

認定事業者等へのセミナー、ワークショップ、研修会等を開催するとともに、令

和３年９月から開催されたクリーンウッド法施行後５年目の見直しを行うための

検討会に委員を派遣し、木材関連事業者における合法性確認の実情、課題

等について提言を行い、「中間とりまとめ」の策定に貢献した。 

（（３３））  木木質質ババイイオオママスス利利用用等等のの促促進進  

化石燃料の削減への貢献や未利用材・林地残材等の有効なカスケード活用

推進のため.木質バイオマスの発電利用については、関係団体と連携し、林野

庁の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に即した

事業者認定や適切な供給体制の構築などの推進に取り組んだ。 

 

 

ⅡⅡ  住住宅宅、、街街づづくくりりへへのの総総合合的的なな木木材材利利用用のの取取組組  

住宅、公共・商工業施設、身の回りの日常用品等への木材・国産材の利用促

進活動を積極的に推進するとともに、これらに関する施策・税制などの充実強化

に取り組んだ。 

 

１１  木木材材利利用用のの提提案案活活動動  

（１） 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束がみられない、輸入材及び住宅

関連資機材の入荷が不安定な中で、人工乾燥材を含む国産材の安定供給体

制の確保に向けて、令和３年８月に森林・林業・木材産業関係施策に関する要

望書を林野庁に提出した。 

  

２２  木木造造住住宅宅へへのの木木材材・・地地域域材材利利用用  

（１） 地域型住宅グリーン化事業、サステナブル建築物等先導事業、木造住宅施

工技術体制整備事業などの地域材利用の木造住宅づくり対策に対し委員会へ

の参加など積極的な対応を行った。 

（２） 非住宅、都市の中での木材利用促進へ向けた建築関係諸制度の動きに対し

て情報収集・提供、会議等への参加などの取組を行った。 

（３） 令和２年度補正予算「木材製品の消費拡大対策事業」のうち、「ＪＡＳ構

造材利用促進事業」、令和３年度（令和２年度）当初予算「ＪＡＳ構造材活
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用事業者拡大事業及びＪＡＳ構造材実証支援事業」、「都市の木造化に向け

た木質耐火部材等の利用促進事業」、「Ａ材丸太を原材料とする構造材等の

普及啓発事業」の実施団体として、各地域の木材関係団体が建築施工事業

者等と連携した非住宅分野、ＪＡＳ材、Ａ材活用等に的を絞った木材需要

拡大対策の取組についての支援体制の構築を行った。 

（４） 地域の木材関連事業者や工務店等の連携による地域型住宅グリーン化、顔

の見える木材での家づくりに関して情報の収集、提供等の活動を行った。 

（５） 国産材の利用拡大を図るため、「森林（もり）を活かす都市（まち）の木造化推

進協議会」、「国産材マーク」、（一社）国産材を活用し日本の森林を守る運動推

進協議会、（一社）木材表示推進協議会、（一社）木になる紙ネットワーク等との

連携を強化し、各種活動を展開した。 

 

３３  公公共共建建築築物物・・商商工工業業施施設設へへのの木木材材利利用用促促進進  

（１） 「森林を活かす都市の木造化推進協議会」を設立し、民間建築物を含む大都

市での抜本的な木造化、木質化推進の活動を開始した。 

（２） 平成 30 年４月 12 日に発足した全国２０の政令指定都市の議員等による「政

令指定都市木材利用促進議員連盟」の都市での木材利用拡大の動きに協力し、

国産材供給の動き、今後、木材利用拡大の鍵となる都市における具体的な木材

利用に関する情報の提供等を行った。 

（３） 「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」に基づく市町村方針

策定の拡大に各県木連とともに取り組んだ。 

（４） 木材利用拡大のための都道府県条例の策定に向けての都道府県木連の活

動に協力し、令和３年度末までに 25 県で策定された。 

（５） 木材利用推進中央協議会と連携し、建築事例の普及、情報提供等に取り組

んだ。令和４年２月８日木材利用推進中央協議会主催の新しい木材利用事例

発表会を後援し、都市ビル等への木材利用促進に関しての最新情報の共有を

図った。 

 

 

ⅢⅢ  木木材材産産業業のの成成長長産産業業化化にに向向けけたた産産業業構構造造のの確確立立  

１１  木木材材産産業業のの経経営営安安定定化化のの取取りり組組みみ  

（（１１））  経経営営のの安安定定化化対対策策  

木材産業の経営安定・振興のため、融資・保証制度、税制の積極的な有効

活用の推進と制度充実に取り組んだ。 

ア  設備・運転資金の円滑な確保のための、日本政策金融公庫の林業・木材

関係資金、木材産業等高度化推進資金、セ－フティネット保証等中小企業

及び農林漁業関連信用保証制度、地域材利用促進のための緊急利子助成
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者等と連携した非住宅分野、ＪＡＳ材、Ａ材活用等に的を絞った木材需要

拡大対策の取組についての支援体制の構築を行った。 

（４） 地域の木材関連事業者や工務店等の連携による地域型住宅グリーン化、顔

の見える木材での家づくりに関して情報の収集、提供等の活動を行った。 

（５） 国産材の利用拡大を図るため、「森林（もり）を活かす都市（まち）の木造化推

進協議会」、「国産材マーク」、（一社）国産材を活用し日本の森林を守る運動推

進協議会、（一社）木材表示推進協議会、（一社）木になる紙ネットワーク等との

連携を強化し、各種活動を展開した。 

 

３３  公公共共建建築築物物・・商商工工業業施施設設へへのの木木材材利利用用促促進進  

（１） 「森林を活かす都市の木造化推進協議会」を設立し、民間建築物を含む大都

市での抜本的な木造化、木質化推進の活動を開始した。 

（２） 平成 30 年４月 12 日に発足した全国２０の政令指定都市の議員等による「政

令指定都市木材利用促進議員連盟」の都市での木材利用拡大の動きに協力し、

国産材供給の動き、今後、木材利用拡大の鍵となる都市における具体的な木材

利用に関する情報の提供等を行った。 

（３） 「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」に基づく市町村方針

策定の拡大に各県木連とともに取り組んだ。 

（４） 木材利用拡大のための都道府県条例の策定に向けての都道府県木連の活

動に協力し、令和３年度末までに 25 県で策定された。 

（５） 木材利用推進中央協議会と連携し、建築事例の普及、情報提供等に取り組

んだ。令和４年２月８日木材利用推進中央協議会主催の新しい木材利用事例

発表会を後援し、都市ビル等への木材利用促進に関しての最新情報の共有を

図った。 

 

 

ⅢⅢ  木木材材産産業業のの成成長長産産業業化化にに向向けけたた産産業業構構造造のの確確立立  

１１  木木材材産産業業のの経経営営安安定定化化のの取取りり組組みみ  

（（１１））  経経営営のの安安定定化化対対策策  

木材産業の経営安定・振興のため、融資・保証制度、税制の積極的な有効

活用の推進と制度充実に取り組んだ。 

ア  設備・運転資金の円滑な確保のための、日本政策金融公庫の林業・木材

関係資金、木材産業等高度化推進資金、セ－フティネット保証等中小企業

及び農林漁業関連信用保証制度、地域材利用促進のための緊急利子助成

 

制度などの有効活用と制度充実を図るため、関係機関との情報交換等を実

施した。 

 イ  経営革新等中小企業対策、事業再生・ものづくりなどの支援対策の有効活

用のため、関係機関による会議等への積極的な参加を行い、情報収集等に

努めた。 

（（２２））  雇雇用用対対策策等等  

ア  雇用調整助成金、雇用創出に係る関係事業、企業経営に係る諸制度や環

境、厚生労働等諸制度・施策にかかる普及推進に取り組んだ。 

イ 令和２年度に創設した「外国人技能実習部会」の会員数は増加し、正

会員52社、賛助会員21社となった。 

また、厚生労働省等による技能実習評価試験実施機関の認定に向け

た取組を進めた。  

（（３３））  労労働働安安全全対対策策等等  

厚生労働省、林業・木材製造業労働災害防止協会との連携を図りながら、木

材・木製品製造業のゼロ災・労働安全の確保活動に積極的に取り組むとともに、

木材産業退職金共済制度の重要性にかんがみ、引き続き都道府県木連を通じ

加入促進に取り組んだ。 

また、林材業ゼロ災推進中央協議会木材・木製品製造業部会の事務局と

して、ブロックゼロ災推進会議に出席し、情報提供を行うとともに、作業

安全のための規範の普及を行った。 

（（４４））  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへのの対対応応  

令和元年１月に中国で発生し、アジア、米国、欧州で爆発的な感染拡大

が起きている新型コロナウイルス感染症については、令和３年度において

も感染の収束がみられず、引き続き、セーフティネット５号保証、農林漁

業信用基金の制度適用等について関係機関に働きかけを行うとともに、需

給情報連絡協議会等の場を通じて、情報共有に努めた。  

 

２２  効効率率的的なな加加工工・・流流通通体体制制のの確確立立  

木材の需要構造の変化に的確に対応できる効率的な加工・流通体制の確立

の促進に取り組んだ。 

（（１１））  中中小小工工場場のの有有機機的的連連携携とと原原料料転転換換  

中小製材工場等が有機的に連携して行う品質管理、乾燥材等品質性能の確

かな製品づくり、丸太輸入環境の変化に対応して国産丸太への原料転換な

どを推進した。 

（（２２））  高高度度なな木木材材加加工工・・流流通通構構造造のの確確立立  

ア  地域木材産業の実情を踏まえつつ、機械施設の高度化等による効率的な

木材の加工・流通体制の構築、木材製品の高付加価値化への取組、特に品

質の安定した乾燥材生産・供給の拡大に取り組んだ。 
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イ  木材産業関連助成・交付金、林業・木材産業改善資金、日本政策金融公

庫の林業・木材関係資金、木材産業等高度化推進資金、地域材利用促進の

ための緊急利子助成制度、素材生産・木材加工等機械施設のリース・利子助

成制度などの有効活用に取り組んだ。 

（（３３））  地地域域材材丸丸太太のの安安定定供供給給・・確確保保体体制制へへのの取取組組  

ア  原木の安定供給・確保体制の構築のため、①需給動向に応じて弾力的に

供給できる計画伐採体制、関係者間の広域的な情報交換等、②施業の集約

化や路網・高性能機械の整備による低コスト生産システムの展開や高度技能

担い手の確保の推進、③ストックヤード・輸送の大型化等による流通の効率

化・コスト低減の推進などについて、全素協、全森連、全市連等と連携して推

進した。 

     イ  素材生産の規模拡大、生産性向上等のために必要な機械施設整備に係

る助成・交付金、リース・融資等制度、さらに運転資金関係制度の有効活用に

取り組んだ。  

（（４４））  技技術術・・製製品品開開発発へへのの取取組組  

ア  効率的で原木の大径化にも対応する製材加工システム、一層の効率的な

乾燥技術など木材加工機械等の技術開発促進と産・学・官の連携体制強化

を関係機関等に働きかけた。 

イ  木造住宅の振興のための工法、性能、維持管理に関する技術開発、消費

者・需要者ニーズに即応した内装材、壁材、リフォーム・耐震改修用部材、木

製フェンス等部材・利用技術開発を森林総合研究所等の機関に対して働き

かけた。 

ウ  中高層の建築物の木造化・木質化促進のため、CLT など部材、工法等の

開発などを進める機関との情報交換のため各種会議、セミナー等へ積極的

に参加し、情報収集に努めた。 

エ  林野庁補助事業を活用し、都道府県公設林試の研究員等による人工乾燥

技術に関する試験調査事業を継続するとともに、（公財）日本住宅・木材技術

センターと協力して、SD15、SD20 の構造材の接合部強度についての試験を

行った。 

オ  令和３年６月に閣議決定された「森林・林業基本計画」の中でも「木材製品

におけるＪＡＳ（日本農林規格）認証取得は不可欠であるが、その格付率は、

特に製材分野で低位にある。」とされたＪＡＳ機械等級区分製材の認証の拡大、

格付け率の向上に向けて、令和４年２月に製材 JAS規格の見直しに関する検

討会を創設し、令和４年７月までに林野庁、FAMIC等への提言を取りまとめる

こととした。  

（（５５））  木木材材貿貿易易・・海海外外ととのの交交流流  

ア  国産材の海外への輸出促進 

日本木材輸出振興協会等と連携して、付加価値の高い国産材製品の輸
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イ  木材産業関連助成・交付金、林業・木材産業改善資金、日本政策金融公

庫の林業・木材関係資金、木材産業等高度化推進資金、地域材利用促進の

ための緊急利子助成制度、素材生産・木材加工等機械施設のリース・利子助

成制度などの有効活用に取り組んだ。 

（（３３））  地地域域材材丸丸太太のの安安定定供供給給・・確確保保体体制制へへのの取取組組  

ア  原木の安定供給・確保体制の構築のため、①需給動向に応じて弾力的に

供給できる計画伐採体制、関係者間の広域的な情報交換等、②施業の集約

化や路網・高性能機械の整備による低コスト生産システムの展開や高度技能

担い手の確保の推進、③ストックヤード・輸送の大型化等による流通の効率

化・コスト低減の推進などについて、全素協、全森連、全市連等と連携して推

進した。 

     イ  素材生産の規模拡大、生産性向上等のために必要な機械施設整備に係

る助成・交付金、リース・融資等制度、さらに運転資金関係制度の有効活用に

取り組んだ。  

（（４４））  技技術術・・製製品品開開発発へへのの取取組組  

ア  効率的で原木の大径化にも対応する製材加工システム、一層の効率的な

乾燥技術など木材加工機械等の技術開発促進と産・学・官の連携体制強化

を関係機関等に働きかけた。 

イ  木造住宅の振興のための工法、性能、維持管理に関する技術開発、消費

者・需要者ニーズに即応した内装材、壁材、リフォーム・耐震改修用部材、木

製フェンス等部材・利用技術開発を森林総合研究所等の機関に対して働き

かけた。 

ウ  中高層の建築物の木造化・木質化促進のため、CLT など部材、工法等の

開発などを進める機関との情報交換のため各種会議、セミナー等へ積極的

に参加し、情報収集に努めた。 

エ  林野庁補助事業を活用し、都道府県公設林試の研究員等による人工乾燥

技術に関する試験調査事業を継続するとともに、（公財）日本住宅・木材技術

センターと協力して、SD15、SD20 の構造材の接合部強度についての試験を

行った。 

オ  令和３年６月に閣議決定された「森林・林業基本計画」の中でも「木材製品

におけるＪＡＳ（日本農林規格）認証取得は不可欠であるが、その格付率は、

特に製材分野で低位にある。」とされたＪＡＳ機械等級区分製材の認証の拡大、

格付け率の向上に向けて、令和４年２月に製材 JAS規格の見直しに関する検

討会を創設し、令和４年７月までに林野庁、FAMIC等への提言を取りまとめる

こととした。  

（（５５））  木木材材貿貿易易・・海海外外ととのの交交流流  

ア  国産材の海外への輸出促進 

日本木材輸出振興協会等と連携して、付加価値の高い国産材製品の輸

 

出拡大に向けての対策を検討するための委員会への参加、林野庁と製品

等付加価値の高い品目の輸出拡大に取り組む会員団体の意見交換会へ

の参加を行った。 

イ  木材貿易問題への対応 

（ア） 関係団体等との連携の下に、平成 30 年 12 月 30 日に発効した環太平 

洋１１か国によるＴＰＰ１１、平成 31 年２月１日に発効した日欧 EPA、令和

元年１月１日に発効した日米貿易協定等木材貿易を巡る国際情勢が大き

く変化する中、国内対策の充実にむけて要望の取りまとめ、要請活動など

の取組を実施した。 

（イ） 令和３年第１四半期から顕在化した輸入材の入荷の減少、価格高騰に

対応するため、情報収集、共有に努めるほか、令和４年３月にはロシアのウ

クライナ侵攻に伴う各種の措置に関する情報収集、共有に努めた。 

（ウ） インドネシア、米国の木材関係団体等との我が国の木材需給状況、違

法伐採対策等に関する意見交換等海外木材関係団体との連携を引続き

実施した。 

  

３３  東東日日本本大大震震災災、、熊熊本本地地震震のの復復興興・・復復旧旧とと木木材材需需給給安安定定のの取取組組  

     木材関連被災事業者の再建・事業振興のための機械施設整備、運転資金確

保等支援対策、原発事故関連の被災事業者の再建、放射能汚染に関連する木

材製品、バーク等の適切な処理対策などに引き続き取り組んだ。 

 

 

ⅣⅣ  安安全全・・安安心心のの木木材材利利用用・・供供給給のの推推進進  

１１  品品質質のの確確かかなな木木材材製製品品、、認認証証木木材材等等のの普普及及    

非住宅、中高層建築への木材利用を推進する中、品質性能の明確な木材

製品や産地等の証明のある木材・国産材使用への関心の高まりに対応して、

JAS 製材品の利用・供給、製材品のホルムアルデヒド放散量等級表示並びに

産地認証材・合法伐採木材の供給体制整備を引き続き促進した。 

（（１１））  ＪＪＡＡＳＳ制制度度、、ＪＪＡＡＳＳ製製品品のの利利用用・・供供給給のの促促進進  

一般消費者・需要者、建築関係者並びに木材の加工・流通事業者に対して、

全市連、全買連と共同して JAS 製材品普及推進展示会を引続き開催するとと

もに、林野庁補助事業も活用しながら、ホームページ、木材利用イベント、マス

コミ等を通じて「信頼できるＪＡＳ製材品」の利用普及と供給促進に取り組んだ。 

（（２２）） 製製材材品品ののホホルルムムアアルルデデヒヒドド放放散散等等級級表表示示のの登登録録制制度度のの適適切切なな実実施施  

シックハウス対策として不可欠な木材製品ホルムアルデヒド放散等級表示に

ついて、JAS 制度では基準化されていない木材製品に係る表示登録制度を引

続き実施した。  
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((３３))  合合法法証証明明木木材材・・都都道道府府県県産産認認証証材材のの利利用用、、供供給給拡拡大大のの取取組組及及びびククリリーーンンウウッッ

ドド法法へへのの対対応応  

ア  林野庁ガイドラインに基づく合法証明木材の証明チェーンの着実な実行

のため、合法木材供給認定事業者の拡大と木材を利用する側の事業者、一

般消費者等の理解促進に努めた。 

イ  都道府県産材認証制度、木材表示制度の一層の充実推進に取り組んだ。 
ウ  クリーンウッド法に関するセミナー、クリーンウッド法に基づく木材関連事業

者の登録に関する中央協議会の開催、都道府県単位での協議会開催の支

援を行うとともに相談会等を開催し、川下の住宅産業事業者も含めた木材関

連事業者の理解を深めるとともに、合法伐採木材の適切な確認のための取

組についてのアンケート調査、情報提供を実施した。 

  

２２  木木材材のの健健康康・・安安全全対対策策  

       木木材材のの健健康康性性能能のの普普及及  

ア  木材が含んでいるテルペン類等の健康面への効用など、木材が優れた資

材であることの普及に引続き取り組んだ。 

イ  アセトアルデヒドやT－VOCの規制等の動きについては木材利用促進に支

障がないよう引続き適切な対応に努めた。 

 

 

ⅤⅤ  組組織織活活動動のの活活性性化化等等  

１１  全全国国木木材材産産業業振振興興大大会会のの開開催催  

第 55 回全国木材産業振興大会については、10 月 14 日に北海道（札幌

市）において北海道木連等の協力のもとに、全国から約 300名が参加して

開催した。  

  

２２  各各種種委委員員会会活活動動  

（（１１））  制制度度・・施施策策のの提提言言等等  

令和３年８月 12日に総務委員会を書面で開催し、第 56回全国木材産業

振興大会の開催を決定するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を

含めて、森林・木材産業振興のための諸活動について情報交換を行った。  

（（２２））  関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

木材利用推進、木材産業振興のため、森林・林業・木材、建築、中小企業・消

費者の関係団体等との連携強化並びに、木材サミット、JAPIC、住木センター、

木材総合情報センター、木材加工技術協会、木活協、SGEC、建築学会、土木

学会などの理事等を務めるとともに、これらの団体主催の会議・勉強会に積極的

に参加した。 
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((３３))  合合法法証証明明木木材材・・都都道道府府県県産産認認証証材材のの利利用用、、供供給給拡拡大大のの取取組組及及びびククリリーーンンウウッッ

ドド法法へへのの対対応応  

ア  林野庁ガイドラインに基づく合法証明木材の証明チェーンの着実な実行

のため、合法木材供給認定事業者の拡大と木材を利用する側の事業者、一

般消費者等の理解促進に努めた。 

イ  都道府県産材認証制度、木材表示制度の一層の充実推進に取り組んだ。 
ウ  クリーンウッド法に関するセミナー、クリーンウッド法に基づく木材関連事業

者の登録に関する中央協議会の開催、都道府県単位での協議会開催の支

援を行うとともに相談会等を開催し、川下の住宅産業事業者も含めた木材関

連事業者の理解を深めるとともに、合法伐採木材の適切な確認のための取

組についてのアンケート調査、情報提供を実施した。 

  

２２  木木材材のの健健康康・・安安全全対対策策  

       木木材材のの健健康康性性能能のの普普及及  

ア  木材が含んでいるテルペン類等の健康面への効用など、木材が優れた資

材であることの普及に引続き取り組んだ。 

イ  アセトアルデヒドやT－VOCの規制等の動きについては木材利用促進に支

障がないよう引続き適切な対応に努めた。 

 

 

ⅤⅤ  組組織織活活動動のの活活性性化化等等  

１１  全全国国木木材材産産業業振振興興大大会会のの開開催催  

第 55 回全国木材産業振興大会については、10 月 14 日に北海道（札幌

市）において北海道木連等の協力のもとに、全国から約 300名が参加して

開催した。  

  

２２  各各種種委委員員会会活活動動  

（（１１））  制制度度・・施施策策のの提提言言等等  

令和３年８月 12日に総務委員会を書面で開催し、第 56回全国木材産業

振興大会の開催を決定するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を

含めて、森林・木材産業振興のための諸活動について情報交換を行った。  

（（２２））  関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

木材利用推進、木材産業振興のため、森林・林業・木材、建築、中小企業・消

費者の関係団体等との連携強化並びに、木材サミット、JAPIC、住木センター、

木材総合情報センター、木材加工技術協会、木活協、SGEC、建築学会、土木

学会などの理事等を務めるとともに、これらの団体主催の会議・勉強会に積極的

に参加した。 

 

（（３３））  活活動動のの活活性性化化ののたためめのの広広報報活活動動、、施施策策情情報報提提供供等等のの取取組組  

ア  一般消費者・建築関係者などに木材・木材利用に関する様々な情報を提

供するため全木連ホームページの拡充改善に取り組んだ。 

イ  全木連時報を通じて、会員間の各種情報の共有化に努めた。 

（（４４））  各各種種委委員員会会のの開開催催  

令和４年３月に木材ＰＲ委員会を開催し、令和４年度における木材利用普及

事業の取組方向、木材ＰＲポスターの企画方針について決定した。 

 

３３  都都道道府府県県木木連連、、支支部部、、関関係係団団体体等等のの会会議議、、諸諸活活動動へへのの参参加加  

新型コロナウイルス感染症による制約がある中で、都道府県木（協）連総会、

支部会議、ブロックにおける行政との連絡会議等に参加するとともに、関係団体

の事業活動への参加・協力に積極的に取り組んだ。 

 

４４  事事務務局局事事務務のの効効率率化化のの取取組組  

インターネットバンキングの効率的効果的な運用、各種補助事業の執行

に向けた職員の適正配置、web 会議システムの導入など、事務の効率化に

引続き努めた。 
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月月 日日 主主　　要要　　行行　　事事

44 22 第第１１回回全全国国事事務務局局長長会会議議（（ＷＷＥＥＢＢ））

2277 全全木木連連・・全全木木協協連連・・木木退退共共第第１１回回理理事事会会（（書書面面））

55 1122 全全木木連連・・全全木木協協連連・・木木退退共共・・全全木木政政連連通通常常総総会会（（永永田田町町ビビルル））

1144 外外国国人人技技能能実実習習部部会会通通常常総総会会（（書書面面））

2211 全全木木連連・・全全木木協協連連・・木木退退共共第第２２回回理理事事会会（（書書面面））

66 11 第第２２回回全全国国事事務務局局長長会会議議（（ＷＷＥＥＢＢ））

3300 第第４４９９回回　　JJAASS展展実実行行委委員員会会（（書書面面））

77 3300 第第１１回回ＣＣＷＷ事事業業運運営営委委員員会会（（商商工工会会館館））

88 44 木木材材利利用用推推進進中中央央協協議議会会理理事事会会（（書書面面））

44 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進審審査査会会　　（（東東京京都都　　東東京京木木材材市市場場㈱㈱））

55 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進展展示示会会　　（（東東京京都都　　東東京京木木材材市市場場㈱㈱））

1122 木木材材利利用用推推進進中中央央協協議議会会通通常常総総会会（（書書面面））

1177 全全木木連連総総務務委委員員会会・・全全木木協協連連表表彰彰選選考考委委員員合合同同委委員員会会（（書書面面））

99 11 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進審審査査会会　　（（岡岡山山県県　　㈱㈱津津山山綜綜合合木木材材市市場場））

22 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進展展示示会会    （（岡岡山山県県　　㈱㈱津津山山綜綜合合木木材材市市場場））

77 ＣＣＷＷ登登録録推推進進セセミミナナーー（（高高知知県県））

1166 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進審審査査会会　　（（愛愛知知県県　　㈱㈱東東海海木木材材相相互互市市場場　　大大口口市市場場））

1177 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進展展示示会会　　（（愛愛知知県県　　㈱㈱東東海海木木材材相相互互市市場場　　大大口口市市場場））

1177 外外国国人人技技能能実実習習部部会会臨臨時時総総会会（（書書面面））

1100 88
「「脱脱炭炭素素社社会会のの実実現現にに資資すするる等等ののたためめのの建建築築物物等等ににおおけけるる木木材材のの利利用用のの促促進進にに関関すするる法法律律」」
施施行行記記念念講講演演会会・・シシンンポポジジウウムム（（朝朝日日ホホーールル））

77～～88 非非住住宅宅木木造造建建築築フフェェアア（（東東京京ビビッッググササイイトト））

77～～1100 木木工工機機械械展展ウウッッドドワワンンダダーーラランンドド（（ポポーートトメメッッセセななごごやや））

1144 第第５５５５回回全全国国木木材材産産業業振振興興大大会会（（札札幌幌市市　　かかででるる22..44））

1166 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進審審査査会会　　（（埼埼玉玉県県　　丸丸宇宇木木材材市市売売㈱㈱北北浜浜市市場場））

1177 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進展展示示会会　　（（埼埼玉玉県県　　丸丸宇宇木木材材市市売売㈱㈱北北浜浜市市場場））

2299 木木材材利利用用推推進進「「全全国国会会議議」」（（木木材材会会館館））

1111 22 第第１１回回合合法法伐伐採採木木材材利利用用促促進進全全国国協協議議会会（（日日比比谷谷国国際際ビビルル））

1100 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進審審査査会会　　（（熊熊本本県県　　肥肥後後木木材材（（株株））））

1111 ＪＪＡＡＳＳ製製材材品品普普及及推推進進展展示示会会　　（（熊熊本本県県　　肥肥後後木木材材（（株株））））

1177～～1199 ジジャャパパンンホホーームムシショョーー２２００２２１１　　（（東東京京ビビッッググササイイトト））

1188 全全木木連連・・全全木木協協連連・・木木退退共共正正副副会会長長会会議議、、臨臨時時総総会会、、第第３３回回理理事事会会（（木木材材会会館館））

※※
ＣＣＷＷ法法登登録録推推進進セセミミナナーー・・相相談談会会（（55：：広広島島県県、、88：：全全市市連連、、香香川川県県、、1100：：滋滋賀賀県県、、2255,,2266：：群群馬馬県県、、3300：：兵兵庫庫
県県））

※※ ＣＣＷＷ地地方方協協議議会会（（2255::石石川川県県））

※※ ＣＣＷＷ普普及及啓啓発発セセミミナナーー（（2255：：石石川川県県））

1122 2277 第第２２回回ＣＣＷＷ事事業業運運営営委委員員会会　　（（永永田田町町ビビルル））

※※ ＣＣＷＷ法法登登録録推推進進セセミミナナーー・・相相談談会会　　（（1144：：全全買買連連、、青青森森県県、、2222：：長長野野県県））

※※ ＣＣＷＷ地地方方協協議議会会（（22::栃栃木木県県、、33：：三三重重県県、、７７：：福福井井県県、、京京都都府府、、2200：：鹿鹿児児島島県県））

※※ ＣＣＷＷ普普及及啓啓発発セセミミナナーー（（22::栃栃木木県県、、77：：福福井井県県、、2200：：鹿鹿児児島島県県））

（（参参考考））令令和和３３年年度度全全木木連連主主要要行行事事一一覧覧表表
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11 ※※ ＣＣＷＷ法法登登録録推推進進セセミミナナーー・・相相談談会会　　（（77：：千千葉葉県県、、2255::岩岩手手県県））

※※ ＣＣＷＷ地地方方協協議議会会（（1111：：岐岐阜阜県県、、1177：：熊熊本本県県））

※※ ＣＣＷＷ普普及及啓啓発発セセミミナナーー（（1111：：岐岐阜阜県県、、1177：：熊熊本本県県））

22 1166 第第１１３３回回「「新新たたなな木木材材利利用用事事例例発発表表会会」」（（WWEEBB））

※※ ＣＣＷＷ法法登登録録推推進進相相談談会会・・セセミミナナーー（（1100：：新新潟潟県県））

※※ ＣＣＷＷ地地方方協協議議会会（（44：：富富山山県県、、1177：：山山梨梨県県））

※※ ＣＣＷＷ普普及及啓啓発発セセミミナナーー（（44：：富富山山県県））

33 11～～44 建建築築建建材材展展２２００２２２２（（東東京京ビビッッググササイイトト））

22 第第３３回回ＣＣＷＷ事事業業運運営営委委員員会会　　（（永永田田町町ビビルル））

77 第第２２回回合合法法伐伐採採木木材材利利用用促促進進全全国国協協議議会会（（日日比比谷谷国国際際ビビルル））

1166 全全木木連連・・全全木木協協連連・・木木退退共共第第４４回回理理事事会会、、全全木木政政連連常常任任委委員員会会（（木木材材会会館館））

1177 全全国国事事務務局局長長会会議議、、木木材材ＰＰＲＲ委委員員会会（（木木材材会会館館））

※※ ＣＣＷＷ登登録録推推進進セセミミナナーー（（22：：日日合合連連））
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事事業業報報告告参参考考資資料料  

 

資料１ 令和３年度補正予算及び令和４年度当初予算      

    （木材産業・住宅関係） 

資料２ 令和４年度の税制改正事項              

資料３ 活動関連資料 

１．全木連と農林水産省による建築物木材利用促進協定の締結 

２．森林（もり）を活かす都市（まち）の木造化推進協議会の活動   

３．外国人技能実習制度の取組の概要 

４．国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会の活動            

５．第１３回「新たな木材利用事例発表会」の概要                 

６．令和３年度木材利用推進「全国会議」の概要                     

７．合法木材供給の現状とクリーンウッド法                      

８．公共建築物等木材利用促進法に基づく市町村方針の策定状況      

９．木材利用促進条例の策定状況                  

10．都道府県、市町村における地域材利用住宅への助成制度の概要 

11．第４９回（令和３年度）ＪＡＳ製材品普及推進展示会の審査・ 

展示会年月日 及び会場、受賞者一覧  

12．令和３年度末 製材等ＪＡＳ認証工場一覧表         

13．新設住宅着工戸数、木材価格等                
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資料 1 

木材産業関係令和３年度補正予算及び令和４年度当初予算 
（木材産業・住宅関係） 

≪林野庁予算≫ 
令和３年度補正予算、令和４年度当初予算 
 

 
＊２枚 

 
 
 

 

木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策＜一部公共＞

＜対策のポイント＞
木材製品の国際競争力の強化や新たな農林水産物の輸出目標の達成に向け、加工施設の大規模化・高効率化等を支援します。また、これらの加工施設
へ原木を低コストで安定的に供給するとともに、森林資源の安定確保や森林吸収源対策の取組の加速化を図るため、路網整備、高性能林業機械の導入、
搬出間伐、再造林、エリートツリー等の苗木の生産施設整備等の取組を支援します。加えて、木材製品の消費拡大や新技術の実証とともに、木材製品等の
輸出拡大に向けた取組等を支援します。さらに、今般の木材不足・価格高騰（いわゆるウッドショック）への緊急的な対応に資する取組を支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万㎥［令和元年度］→42百万㎥［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．木材産業国際競争力強化対策 等＜一部公共＞ 44,202百万円
① 木材産業の輸出促進・体質強化対策

木材製品の国際競争力の強化や輸出拡大に向けた加工施設の大規模化・高
効率化、他品目転換、高付加価値化等を支援します。加えて、いわゆるウッドショッ
クへの緊急的な対応として、ボトルネックとなっている乾燥施設の能力向上等の施
設整備を支援します。
② 原木の低コスト安定供給対策 等＜一部公共＞

大径材を含む原木を加工施設へ低コスト・安定的に供給するとともに、森林資源
の安定確保や森林吸収源対策の取組の加速化を図るため、路網整備、高性能林
業機械の導入、搬出間伐、再造林、エリートツリー等の苗木の生産施設整備等を
支援します。

２．木材製品等の輸出支援対策 等 500百万円
輸出も含めた販売力強化のための人材育成、輸出先国のニーズ・規格等に対応

した製品開発や性能検査・実証、輸出先国への重点プロモーション活動等を支援し
ます。このほか、国内におけるクリーンウッド法に基づく合法性確認の定着実態調査や
流通木材の合法性確認システムの構築に向けた調査等を実施します。

３．木材製品の消費拡大対策 等 4,802百万円
非住宅分野等の外構部も含めた木造化・木質化等を推進するとともに、いわゆる

ウッドショックへの緊急的な対応として、国産の製品等への転換促進を支援します。
伐採等の自動化・遠隔操作技術、異分野技術の導入・実証等を支援します。

［お問い合わせ先］は次頁参照

【令和３年度補正予算額 49,482百万円】
【令和３年度補正予算額（デジタル庁計上） 22百万円】

•路網整備、高性能林業機械導入、搬出間伐等
•原木の再生産を可能とするための再造林等
•エリートツリー等の苗木の生産施設整備

• 大規模・高効率化や低コスト化、他品目転
換に向けた木材加工流通施設の整備

• 輸出に資する高度加工処理施設の整備

木材産業の輸出促進・体質強化対策 原木の低コスト安定供給対策 等
＜一部公共＞

木材製品の消費拡大対策
• JAS構造材の普及・実証、設計・施工上の工夫等
を通じた国産の製品等への転換促進

• CLT建築等の実証や木質建築部材の技術開発等

• 外構部への木材の実証的利用の推進

•輸出も含めた販売力強化のための経営者層の育成、労働安全衛生対策の強化
•伐採等の自動化・遠隔操作技術、異分野技術の導入・実証
•低コスト造林技術の研修や優良事例の普及

• 輸出先国のニーズや規格・基準に対応した製品・技
術開発や性能検査・実証

• 木材製品や特用林産物の輸出先国への重点プロ
モーション活動等

• 国内の合法性確認の定着実態調査、合法性確認
システムの構築に向けた調査等

川上との安定供給に係る協定締結等に取り組む工場等に対して重点的に支援

林業経営体・林業労働力強化対策、林業分野における新技術推進対策

木材製品等の輸出支援対策 等

（１の事業の一部）
＜事業の流れ＞

都道府県 木材関連業者等
定額（1/2以内等）等 定額（1/2以内等）等

※国有林においては、直轄で実施補助
（国研）森林研究・整備機構 （１の事業の一部）

国 民間団体等 民間団体等
定額等又は委託 定額、1/2以内等

（２、３の事業）

有機的
に連携

木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策

体質強化計画

• 今般の木材不足・価格高騰への対応
に資する製品供給力増大施設の整備

供給力増大計画

原木安定供給
に寄与

木材産業国際競争力・製品供給力強化緊急対策＜一部公共＞
［お問い合わせ先一覧］
事業 林野庁担当課 電話番号
１．木材産業国際競争力強化対策 等のうち、

①木材産業の輸出促
進・体質強化対策

木材加工流通施設の整備 木材産業課 03－6744－2290

②原木の低コスト安定
供給対策

路網整備、間伐材生産、造林、コンテナ苗生産基盤施設等の整備 整備課 03－6744－2303

高性能林業機械等の整備 経営課 03－3502－8055
２．木材製品等の輸出支援対策 等のうち、

林業経営体・林業労
働力強化対策

林業経営に関する研修、労働安全衛生装備・装置の導入・研修等 経営課 03－3502－8048

木材製品等の輸出支
援対策

輸出先国のニーズや規格・基準に対応した製品・技術開発や性能検査・実
証

木材産業課 03－6744－2295

木材製品の海外販路構築に向けた重点プロモーション活動、輸出先国の市
場規模・規格規制等調査等

木材利用課 03－6744－2299

特用林産物の輸出促進に向けた輸出先国調査、販売促進活動 経営課 03－3502－8048
合法性確認の定着実態調査、合法性確認システムの構築に向けた調査等 木材利用課 03－6744－2496

３．木材製品の消費拡大対策 等のうち、
木材製品の消費拡大
対策

CLT建築実証事業、CLT等木質建築部材技術開発・普及事業、JAS構
造材実証・転換実証支援事業

木材産業課 03－6744－2294

非住宅及び住宅の外構部の木質化 木材利用課 03－6744－2626
林業分野における新
技術推進対策

伐採等の自動化・遠隔操作技術の導入・実証、異分野技術の導入・実証 研究指導課 03－3501－5025

低コスト造林モデルの普及促進 整備課 03－3502－8065
（全般について） 計画課 03－6744－2082

＜令和 3年度　林野関係補正予算について：林野庁 (maff.go.jp) ＞
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森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策 【令和４年度予算概算決定額 11,563（12,239）百万円】
【令和４年度予算概算決定額（デジタル庁計上） 93（74）百万円】

（令和３年度補正予算額 49,482百万円の内数、デジタル庁計上22百万円）
＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルを見据えた森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現するため、「新しい林業」経営モデルの構築、路網の整備、間伐や再造林、木
材加工流通施設の整備、「林業イノベーション」の推進、都市部における木材利用の強化、輸出を含む新たな需要の創出、国民運動の展開等、川上から
川下までの取組を総合的に支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3 ［令和２年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）

＜事業の全体像＞

意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する融資の充実・円滑化
林業・木材産業金融対策

持続的林業確立対策
林業成長産業化地域創出モデル事業

地域の活性化に取り組むモデル的な地域を優先的に支援

木材産業等競争力強化対策

意欲と能力のある林業経営者との連携を前提に行う木材加工
流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施
設、木造公共建築物の整備

林業・木材産業成長産業化促進対策

・路網の整備・機能強化
・主伐・再造林の一貫施業
・コンテナ苗生産基盤施設の整備

・搬出間伐
・高性能林業機械の導入
・マーケティング力の強化 等

技術開発方針の企画

産学官のプラットフォームにおける
異分野技術等の導入

戦略的技術開発・実証
・林業機械の自動化、木質系新素材等の
戦略的案件の開発・実証
・森林資源情報等のオープン化

開発技術の実装
・レーザ計測等による森林資源のデジタル化
・エリートツリー等の採種穂園の整備
・低コスト造林技術の活用推進
・ICT等を活用する高度技術者育成 等

新技術を活用した「林業イノベーション」の推進
林業イノベーション推進総合対策

・都市部における木材利用の強化
・製材やCLT等の建築物への利用環境整備
・引き続き不透明な木材需給動向に対応するための
需給情報の共有、建築用木材の安定的・効率的
な供給体制の強化

・非住宅建築物への木材の利用効果の実証
・地域の輸出体制づくり、企業間連携による輸出
の促進
・国別・地域別の合法伐採木材関係情報の提供 等

木材の安定供給・利用拡大
木材需要の創出・輸出力強化対策建築用木材供給・利用強化対策

・伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換する「新しい林業」経営
モデルの構築
・森林プランナーの育成による経営力向上
・研修等を通じた労働安全の強化対策 等

「新しい林業」に向けた林業経営育成対策
経営力の向上及び労働安全対策の強化

川上から川下まで連携した取組を総合的に支援

・国民の幅広い参画による植樹等の森林
づくりの推進
・多様な分野で森林空間を活用する
「森林サービス産業」の創出・推進
・官民連携による木材利用拡大の機運
醸成 等

カーボンニュートラル実現に向けた
国民運動展開対策

国民参加の森林づくりや木材利用の促進

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち
林業・木材産業成長産業化促進対策 【令和４年度予算概算決定額 7,510（8,185）百万円】

（令和３年度補正予算額 49,482百万円の内数）
＜対策のポイント＞
長期にわたる持続的な林業経営を確立しつつ、カーボンニュートラルの実現にも貢献するため、搬出間伐、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整備・

機能強化、高性能林業機械の導入、コンテナ苗生産基盤施設、木材加工流通施設や木造公共建築物の整備等、川上から川下までの取組を総合的に推
進します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和２年度］→42百万m3 ［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．持続的林業確立対策

意欲と能力のある林業経営者を育成し、持続的な林業経営を確立するため、
出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化、路網の整備・機能強化、
高性能林業機械の導入、搬出間伐、主伐時の全木集材と再造林の一貫作業、
再造林の推進に資するコンテナ苗生産基盤施設の整備、森林境界の明確化、
自伐林家等への支援等を推進します。

２．木材産業等競争力強化対策
木材産業等の競争力強化を図るため、意欲と能力のある林業経営者との連携

を前提に行う、輸入木材不足への対応として国産材の供給力強化に資する木材
加工流通施設、木質バイオマス利用促進施設、特用林産振興施設、木造公共
建築物等の整備を支援します。

３．林業成長産業化地域創出モデル事業
地域の川上から川下までの関係者が連携して、木材の安定供給や木材加工

流通施設の整備等を進め、森林資源の循環利用や地域の活性化に取り組むモ
デル的な地域を優先的に支援し、優良事例の横展開等を図ります。

＜事業の流れ＞

国
民間団体等

都道府県 林業経営体等
定額（1/2、1/3以内等）等

委託

（１、２の事業、３の事業の一部）

（３の事業の一部）

定額（1/2、1/3以内等）等

※ 国有林においては、直轄で実施

連携
川 中

製材業者、
合板業者等

連携
川 下
木材
需要者

川 上

森林組合、素材生産業者、自伐林家等
意欲と能力のある林業経営者

川上から川下までの連携により木材の安定供給や流通コストの削減を図り、
生産流通構造改革を推進

持続的林業確立対策
間伐材生産（搬出間伐の推進）
資源高度利用型施業
・主伐時の全木集材、それと一貫して行う再造林の実施
路網の整備・機能強化
高性能林業機械等の導入（購入、リース）
コンテナ苗生産基盤施設等の整備
マーケティング力ある林業担い手の育成
・出荷ロットの大規模化等によるマーケティング力の強化
森林整備地域活動支援対策
・施業の集約化に向けた境界の明確化
自立的経営活動推進
・山村地域活性化の担い手となる自伐林家等への支援
山村地域の防災・減災対策
森林資源保全対策（鳥獣害、病害虫対策等）

木材産業等競争力強化対策
木材加工流通施設等の整備
・需要者ニーズに対応した木材製品の安定的・効率的
な供給体制を構築（改正木材利用促進法に基づく協
定締結事業者や急な需要動向の変化に対応しうる供
給力強化を図る施設整備を優先的に支援）
木質バイオマス利用促進施設の整備
・地域連携の下で熱利用又は熱電併給に取り組む
「地域内エコシステム」を重点的に支援
特用林産振興施設等の整備
・地域経済で重要な役割を果たすきのこのほだ場など特
用林産物の生産基盤等の整備を支援
木造公共建築物等の整備
・製材やCLT等の活用など木材利用のモデル性が高い
施設の木造化・木質化を重点的に支援（改正木材
利用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援）

林業成長産業化地域創出モデル事業

事業構想（都道府県が作成する５年間の取組方針）

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2300）
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森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち
木材需要の創出・輸出力強化対策 【令和４年度予算概算決定額 442（506）百万円】

（令和３年度補正予算額 49,482百万円の内数、デジタル庁計上22百万円）
＜対策のポイント＞
非住宅建築物等の木造化・木質化、木質バイオマスのエネルギー利用、木材製品の輸出の推進等による木材需要の拡大を支援するとともに、国別・地域

別の合法伐採木材関係情報の提供等を行います。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和２年度］→42百万m3［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．非住宅建築物等木材利用促進事業 ９6（ー）百万円
非住宅建築物の木質化による利用者の生産性向上等木の効果を実証する取

組※、地域への専門家派遣等による技術的支援※等の取組を支援します。
※ 改正木材利用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援

２．「地域内エコシステム」推進事業 210（240）百万円
木質バイオマスの熱利用を行う「地域内エコシステム」の構築に向け、地域におけ

る合意形成、技術開発、技術面での相談・サポート等の取組を支援します。
３．木材製品輸出拡大実行戦略推進事業 75（ー）百万円

産地協議会の設置や運営などによる地域による体制づくり、企業間の連携による
モデル的な輸出の取組、海外で設計・施工を行う技術者の育成を支援します。

４．「クリーンウッド」普及促進事業 39（51）百万円
木材関連事業者の登録を推進するため、幅広い関係者へのクリーンウッドの普

及啓発の取組への支援をします。また、国別・地域別の合法伐採木材関係情報を提
供します。

５．広葉樹を活用した成長産業化支援対策事業 22（22）百万円
特用林産物に関する情報の収集・分析・提供、国産特用林産物の競争力の強

化に向けた実証、需要拡大と担い手確保を一体的に行う取組等を支援します。

［お問い合わせ先］（１～４の事業）林野庁木材利用課（03-6744-2120）
（５の事業） 経営課 （03-3502-8059）

国 民間団体等
定額、委託

＜事業の流れ＞

【【地地域域協協議議会会】】
事事業業のの理理解解・・合合意意形形成成

主主体体意意識識づづくくりり

川川上上：：燃燃料料供供給給

川川中中：：燃燃料料製製造造
川川下下：：エエネネルルギギーー利利用用

「地域内エコシステム」の構築のため
の川上、川中、川下の連携を推進

高付加価値
きのこ等の生産・
加工・流通に係
る実証等を推進

輸出産地形成に向けた地域の合意形成
のための産地協議会を育成

輸出事業計画策定

輸出先国製品・部材

産地協議会

現地のニーズ情報
施工者の手配等

非住宅建築物の木質化の
ための実証等を支援

「クリーンウッド・ナビ」に
おいて合法伐採木材
関係情報を提供

情報提供サイト
「クリーンウッド・ナビ」

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．都市の木材利用促進総合対策事業 376（330）百万円

都市部における建築用木材（木質耐火部材等を含む）の利用実証において、改正木材
利用促進法に基づく協定締結者を優先的に支援します。また、大径材活用も踏まえた地域
材による設計合理化等の技術開発・普及や強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術
の開発・大学等と連携した普及を支援します。さらに、川上から川下までが連携した顔の見える
木材を使用した構造材、内装材、家具・建具等の普及啓発や、製材工場等の品目のバリエー
ションの充実に資する取組を支援します。

２．CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業 775（721）百万円
CLT製造企業との連携構築のためのモデル的な建築実証メニューを追加し、CLTを用いた

先駆的な建築物の設計・建築や街づくり等への実証を支援します。また、CLT等の土木分野へ
の利用や設計の容易化、製材やCLT等の品質確保等に関する技術開発や設計者の育成
等を支援します。さらに、BIMを活用した設計、施工手法等の標準化に向けて、設計や資材
調達における課題の抽出等を行います。

３．建築用木材供給強化促進事業 106（ー）百万円
引き続き注視が必要な木材需給動向に対応するため、川上から川下の事業者による需給

情報等を共有する連絡協議会を中央・全国７地区で開催します。また、建築用木材の安定
的・効率的な供給体制を強化するため、川上から川下までの生産・流通における地域ごとの多
様な課題を解決していくための独自の取組を支援します。

また、作業安全推進運動の全国的な展開、木材加工施設等導入の利子助成・リース、
森林認証材の普及啓発等の取組を支援します。

【令和４年度予算概算決定額 1,257（1,251）百万円】
（令和３年度補正予算額 49,482百万円の内数）

＜対策のポイント＞
都市部における木材利用の強化等を図るため、建築用木材の利用の実証への支援や大径材活用に向けた技術開発等への支援、 製材やCLT（直交集

成板）・LVL（単板積層材）等の建築物への利用環境整備への支援を行います。あわせて、川上から川下までの需給情報の共有を図るとともに、地域ごと
の生産・流通における課題を解決するための独自の取組を支援し、建築用木材の安定的・効率的な供給体制を強化します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3［令和２年度］→42百万m3［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］林野庁木材産業課（03-3502-8062）
マーケットインによる安定供給体制強化促進

部材のデータ収集建築用木材の開発

都市の木造化に向けた取組 顔の見える木材を使用した構造材・家具等の普及啓発

ＣＬＴ

LVL被覆
1時間耐火柱

CLTを活用した街づくりの実証

川上

川下

川中地域における建築用木材
供給体制強化に向けた取組を支援

中小工務店等

国産材供給工場等

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち
建築用木材供給・利用強化対策

※ BIM(Building Information Modeling)…コンピュータ上で
部材の仕様等の様々な属性情報を併せ持つ３次元の建築物の
モデルを構築するシステム

＜事業の流れ＞

国 民間団体等
民間団体等

民間団体等

委託

定額

定額

事業費の定額、2/3、1/2、3/10、1/10

国
民間団体等

（２、３の事業の一部） （１の事業、２、３の事業の一部）
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森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち
林業・木材産業金融対策 【令和４年度予算概算決定額 729（1,020）百万円】

＜対策のポイント＞
森林・林業・木材産業によるグリーン成長及び森林の公益的機能の発揮を実現するため、意欲と能力のある経営者等が行う設備投資等に対する融資の充
実・円滑化等を図り、木材の安定供給体制の構築等を支援します。

＜政策目標＞
国産材の供給・利用量の増加（31百万m3 ［令和２年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．林業施設整備等利子助成事業 289（389）百万円
○ 森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定を受けられる林業経営者や自
然災害の被害を受けた林業経営者等が（株）日本政策金融公庫等から資金を
借り入れる場合又は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者が２の事業を
活用して償還負担の軽減を目的とした資金を民間金融機関から借換えを行う場合、
最大２％・最長10年間（借換えの場合は５年間）の利子助成を行います。

２．林業信用保証事業 440（631）百万円
○ （独）農林漁業信用基金に対して以下の経費（新型コロナウイルス感染症対策
分を含む）を支援し、林業者等に対する融資の円滑化等を図ります。

＜事業の流れ＞

国
（独）農林漁業信用基金

全国木材協同組合連合会
林業者等

定額 利子助成

債務保証等交付
（定額）

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］林野庁企画課（03-3502-8037）

 信用基金の財務基盤や保証料率の維持等を図るために必要な経費
 重大な災害からの復旧、木安法に基づく計画の実施、事業承継・創業等に債務
保証を利用する場合、債務保証に係る保証料を実質免除するために必要な経費

 経営合理化等に必要な運転資金の低利融資制度の実施に必要な経費
 林業経営者に対する経営改善発達に係る助言等の実施に必要な経費

金融機関等

貸付

利払い

都道府県
原資貸付

原資供給

林業・木材産業金融対策

交付金

原資貸付

原資供給

貸付貸付

保証
出資
・

保証料

経
営
改
善
発
達
支
援

都道府県

全国木材協同
組合連合会

補助金

林野庁

利子助成金
支払

貸付
（実質無利子）

林業者等

債務保証 運転資金の低利融資

林業施設整備等
利子助成事業 林業信用保証事業

金融機関（（株）日本政策金融公庫）

（独）農林漁業信用基金

令和 4年度　林野庁予算概算要求の概要：林野庁 (maff.go.jp)
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 ≪国土交通省予算≫ 
 

 
 
  ＊全部で５枚 
 
 
 

 
  

•地域型住宅の規格・仕様
•資材の供給・加工・利用
•積算、施工方法
•維持管理方法
•その他、グループの取組

共通ルールの設定

関関連連事事業業者者のの
連連携携体体制制のの構構築築

建築士
事務所

建材流通
事業者

プレカット
事業者

中小
工務店

原木
供給者

製材
事業者

140万円/戸 (125万円/戸)

地域型住宅グリーン化事業

グループの構築

地
域
型
住
宅
の
整
備

設備の高効率化

劣化対策

耐震性

維持管理・更新の容易性

外皮の
高断熱化

補助対象（住宅）のイメージ

認定長期優良住宅で補助対象となるもの

①地域材等加算
・主要構造材（柱・梁・桁・土台）の過半に地域材を使用する場合、20万円/戸を限度に補助額を加算
・地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合、20万円/戸を限度に補助額を加算
②三世代同居/若者・子育て世帯加算（以下のいずれか）
・玄関・キッチン・浴室又はトイレのうちいずれか２つ以上を複数箇所設置する場合、30万円/戸を限度に補助額を加算
・40歳未満の世帯又は18歳未満の子を有する世帯の場合、30万円/戸を限度に補助額を加算
③バリアフリー加算
・バリアフリー対策を講じる場合、30万円/戸を限度に補助額を加算

【加算措置】 ※複数の加算措置に対応する場合は、上限を40万円/戸とする

認定長期優良住宅注３、注４

認定低炭素住宅注３、注４

ZEH・Nearly ZEH注４
※ 認定長期優良住宅とする場合、10万円/戸補助限度額を引き上げ
※ Nearly ZEHは寒冷地、低日射地域、多雪地域に限る

ZEH Oriented注４

ZEH・Nearly ZEH、認定低炭素住宅、ZEH Orientedで
補助対象となるもの

140万円/戸 (125万円/戸)

90万円/戸

90万円/戸 (75万円/戸)
※ ZEH Orientedは都市部狭小地又は多雪地域により太陽光発電装置

の設置ができない場合に限る

令和４年度当初予算：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（200億円）の内数

【補助対象注１、補助限度額注２】

住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業

注１ 土砂災害特別警戒区域は補助対象外
注２ 括弧内の補助限度額は４戸以上の施工経験を有する事業者の場合
注３ 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅についての新たな認定基準が施行されるまでの間は、当該住宅に関する令和３年度の補助要件、

補助対象限度額を引き続き適用可能とする
注４ ZEH等の配分にあたっては、構造計算の実施又は耐震等級２水準以上の耐震性を確認するものを優先する

安定的な木材確保に資する先導的な取組の検討
等を行おうとする事業者に対する支援
（令和３年度補正予算における拡充事項）

【補助対象、補助率、補助限度額】
・体制整備等に係る費用 定額 1000万円
・システム開発に係る費用 1/2 1000万円

安定的な木材確保

地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、資材供給、設計、施工などの連
携体制により、地域材を用いて省エネ性能等に優れた木造住宅（ZEH等）の整備等に対して支援を行う。
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＜令和 4年度　住宅局関係予算概要＞
http://www.mlit.go.jp/page/content/001460106.pdf (mlit.go.jp)
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資料２ 
 
〇令和４年度 林野庁税制改正事項 
  

 

 

  令和３年12月 

  林 野 庁 

 

 

 

 

 

 

[林野庁要望事項] 

○ 山林所得に係る森林計画特別控除（収入金額の20％控除等）の適用期限を２年

延長する。（所得税） 

 

○ 農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置（適格合併の要件緩和）につい

て、適用対象から出資を有しない組合のみで行う合併を除外した上、その適用期

限を３年延長する。（法人税） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して行う特別貸付け

に係る消費貸借に関する契約書の非課税措置の適用期限を１年延長する。（印紙

税） 

 

 

[林野庁関係事項] 

○ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸

出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した場合

には、５年間30％（建物等については35％）の割増償却ができる措置を講ずる。

（所得税・法人税） 

 

○ みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負荷

低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取得等

をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の32％

（建物等については16％）の特別償却ができる措置等を講ずる。（所得税・法人

税）  

 

○ バイオ燃料製造事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る課税標準の

特例措置（３年間、課税標準の1/2控除等）について、木質固形燃料製造設備の適

用対象を中小事業者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、その適

用期限を２年延長する。（固定資産税） 

令和４年度 林野庁税制改正事項 
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資料２ 
 
〇令和４年度 林野庁税制改正事項 
  

 

 

  令和３年12月 

  林 野 庁 

 

 

 

 

 

 

[林野庁要望事項] 

○ 山林所得に係る森林計画特別控除（収入金額の20％控除等）の適用期限を２年

延長する。（所得税） 

 

○ 農業協同組合等の合併に係る課税の特例措置（適格合併の要件緩和）につい

て、適用対象から出資を有しない組合のみで行う合併を除外した上、その適用期

限を３年延長する。（法人税） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた事業者に対して行う特別貸付け

に係る消費貸借に関する契約書の非課税措置の適用期限を１年延長する。（印紙

税） 

 

 

[林野庁関係事項] 

○ 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸

出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した場合

には、５年間30％（建物等については35％）の割増償却ができる措置を講ずる。

（所得税・法人税） 

 

○ みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負荷

低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取得等

をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の32％

（建物等については16％）の特別償却ができる措置等を講ずる。（所得税・法人

税）  

 

○ バイオ燃料製造事業者が取得した一定のバイオ燃料製造設備に係る課税標準の

特例措置（３年間、課税標準の1/2控除等）について、木質固形燃料製造設備の適

用対象を中小事業者等及び農業協同組合等が取得するものに限定した上、その適

用期限を２年延長する。（固定資産税） 

令和４年度 林野庁税制改正事項 〇令和 3年度国土交通省税制改正事項（住宅局関係） 
 
 

ZEH

ZEH

ZEH

＜令和 4年度　国土交通省税制改正概要＞
http://www.mlit.go.jp/page/content/001445195.pdf
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資料３ 

活動関連資料 

１．全木連と農林水産省による建築物木材利用促進協定の締結 

木材利用の拡大により 2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、
令和 3 年 6月に「公共建築物等木材利用促進法」を一部改正し、「脱炭素社会の実現に資す
る等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、10 月に施行
された。そのポイントは、①脱炭素社会の実現を法の目的に位置づけ、法律の対象を公共建
築物から建築物一般に拡大、②木材利用促進の日（10 月 8日）と木材利用促進月間（10
月）の法定化、③農林水産大臣を本部長とする木材利用促進本部（総務大臣、文科大臣、経
産大臣、国交大臣、環境大臣等の関係大臣で構成）を設置し、国自らが行動することを明確
にしたこと、そして、④建築物木材利用促進協定制度の創設である。 
この協定は、建築主等の事業者と国又は地方公共団体が協定を結び、建築物への木材利用

の促進に協働・連携して取り組むことを目的としており、既に、建築主等と地方公共団体と
の間で５件、建築主等と国との間で５件の協定が締結されている。メリットとしては、ホー
ムページでの公表やメディア等に取り上げられること等により、当該事業者の社会的認知度
が向上し、ＥＳＧ投資等の資金獲得や国・地方公共団体による支援を受けられる可能性が高
まることが期待できる。 
全木連は、令和 4年３月９日に農林水産省の第１号となる「木材利用拡大に向けた環境整

備に関する建築物木材利用促進協定」を農林水産省と締結しており、概要は以下のとおりで
ある。 
○木材利用の促進に関する構想 
・木材の安定供給体制の構築に向けた取組等を行うことで、建築物への木材利用を促進し、
「伐って、使って、植えて、育てる」という循環利用の定着に寄与し、2050 年カーボンニ
ュートラルの実現や山村の活性化等に貢献する。 
○構想の達成に向けた取組の内容 
・都市等における木造化・木質化を推進するために必要となるＪＡＳ製品等の普及拡大。 
・合法伐採木材等の普及促進、木材の合法性証明のための取組の強化等。 
○国による支援 
・建築用木材に関する技術開発やＪＡＳ規格の基準等の合理化に関する情報共有及びその他
必要な情報の提供等。 
（参考） 
令和3年度 建築物における木材利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめの概要  
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/attach/pdf/220401-3.pdf 
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資料３ 

活動関連資料 

１．全木連と農林水産省による建築物木材利用促進協定の締結 

木材利用の拡大により 2050年カーボンニュートラルの実現に貢献すること等を目的に、
令和 3 年 6月に「公共建築物等木材利用促進法」を一部改正し、「脱炭素社会の実現に資す
る等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定され、10 月に施行
された。そのポイントは、①脱炭素社会の実現を法の目的に位置づけ、法律の対象を公共建
築物から建築物一般に拡大、②木材利用促進の日（10 月 8日）と木材利用促進月間（10
月）の法定化、③農林水産大臣を本部長とする木材利用促進本部（総務大臣、文科大臣、経
産大臣、国交大臣、環境大臣等の関係大臣で構成）を設置し、国自らが行動することを明確
にしたこと、そして、④建築物木材利用促進協定制度の創設である。 
この協定は、建築主等の事業者と国又は地方公共団体が協定を結び、建築物への木材利用

の促進に協働・連携して取り組むことを目的としており、既に、建築主等と地方公共団体と
の間で５件、建築主等と国との間で５件の協定が締結されている。メリットとしては、ホー
ムページでの公表やメディア等に取り上げられること等により、当該事業者の社会的認知度
が向上し、ＥＳＧ投資等の資金獲得や国・地方公共団体による支援を受けられる可能性が高
まることが期待できる。 
全木連は、令和 4年３月９日に農林水産省の第１号となる「木材利用拡大に向けた環境整

備に関する建築物木材利用促進協定」を農林水産省と締結しており、概要は以下のとおりで
ある。 
○木材利用の促進に関する構想 
・木材の安定供給体制の構築に向けた取組等を行うことで、建築物への木材利用を促進し、
「伐って、使って、植えて、育てる」という循環利用の定着に寄与し、2050 年カーボンニ
ュートラルの実現や山村の活性化等に貢献する。 
○構想の達成に向けた取組の内容 
・都市等における木造化・木質化を推進するために必要となるＪＡＳ製品等の普及拡大。 
・合法伐採木材等の普及促進、木材の合法性証明のための取組の強化等。 
○国による支援 
・建築用木材に関する技術開発やＪＡＳ規格の基準等の合理化に関する情報共有及びその他
必要な情報の提供等。 
（参考） 
令和3年度 建築物における木材利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめの概要  
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/attach/pdf/220401-3.pdf 

⽊材利⽤拡⼤に向けた環境整備に関する建築物⽊材利⽤促進協定

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における⽊材の利⽤の促進に関する法律第
15 条第１項に基づき、⼀般社団法⼈全国⽊材組合連合会（以下「甲」という。）、農林⽔産省
（以下「⼄」という。）は、⽊材利⽤拡⼤に向けた環境整備に関する建築物⽊材利⽤促進協定
を締結する。

１．⽬的
この協定は、甲の「建築物における⽊材の利⽤の促進に関する構想」について、甲及び⼄が
連携・協⼒することにより、甲による取組を促進し、構想の達成に寄与することを⽬的とす
る。

２．建築物⽊材利⽤促進構想（甲による⽊材の利⽤の促進に関する構想）
（１）構想の内容
甲は、需要者への⽊材利⽤拡⼤の意義など⽊材利⽤に関する普及活動、JAS 等品質・性能

の確かな⽊材製品や合法性の確認された⽊材など安全・安⼼な⽊材の供給及び利⽤の推進、
⽊材産業における安定的な供給体制の構築に向けた取組を⾏うことにより、都市部をはじめ
として建築物への⽊材利⽤を促進し、もって「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源
の循環利⽤の定着に寄与し、2050 年カーボンニュートラルの実現や⼭村の活性化等に貢献
する。

（２）構想の達成に向けた取組の内容
・甲は、⽊材の安定供給体制を構築するため、⽊材産業の経営安定化、効率的な加⼯・流通体
制の確⽴等を進めるための制度の普及、労働安全対策等の情報提供・共有等に取り組む。
・甲は、都市等における⽊造化・⽊質化を推進するために必要となる JAS 製品等の普及拡⼤
に取り組む。
・甲は、合法伐採⽊材等の普及促進、⽊材の合法性証明のための取組の強化に取り組む。
・甲は、⼄と連携し、設計・施⼯事業者等に対する⽊材供給に関する情報発信を⾏う。
・甲は、⼄と連携し、⽊材利⽤の意義等に関する普及活動を推進する。
・甲は、⼄と連携し、建築物での⽊材利⽤の優良事例に関する情報発信を⾏う。
・甲は、都道府県⽊材組合連合会等の会員組織（以下「都道府県⽊連等」という。以下同じ。）
に対し、地⽅公共団体との建築物⽊材利⽤促進協定の締結を働きかける。

（別添）
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３．甲の構想を達成するための⼄による⽀援 
⼄は、甲の構想の達成に向けて、都市等における⽊造化・⽊質化を促進するため、建築⽤

⽊材に関する技術開発やＪＡＳ規格の基準等の合理化に関する情報共有及びその他必要な情
報の提供を⾏うとともに、甲の取組の周知・広報に関する協⼒等を⾏う。また、地⽅公共団
体に対し、都道府県⽊連等との建築物⽊材利⽤促進協定の締結等、都道府県⽊連等による建
築物における⽊材利⽤促進の取組との連携を促す。 
 
４．構想の対象区域 

全国 
 
５．本協定の有効期間 

本協定の有効期間は、締結の⽇から、令和７年３⽉末までとする。 
  
６．その他 
（１）実施状況の報告 

甲は、⼄が求めた場合、構想の達成に向けた取組の実施状況の報告に協⼒するものとする。 

（２）協定の変更及び協議 
甲及び⼄は、この協定の内容を変更する必要が⽣じた場合、⼜はこの協定に定められてい

ない事項について連携・協⼒する必要が⽣じた場合、速やかに協議し、これを解決するもの
とする。 

（３）協定の解除 
甲及び⼄は、相⼿⽅がこの協定で定めた取組を実施しない場合、⼜はこの協定で定めた内

容を履⾏しない場合、この協定を解除することができるものとする。 
  

この協定を証するため、本協定書を２通作成し、甲⼄が押印の上、各⾃その⼀通を保管す
る。 
 

令和４年３⽉９⽇ 
 

甲 ⼀般社団法⼈  
全国⽊材組合連合会 会⻑ 鈴⽊ 和雄  

 
 
 

⼄ 農林⽔産⼤⾂           ⾦⼦ 原⼆郎  
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  ２２．．森森林林（（ももりり））をを活活かかすす都都市市（（ままちち））のの木木造造化化推推進進協協議議会会のの活活動動  

我が国の森林資源は利用期に達しており、森林の健全性の維持及び地球温暖化防止、
地方創生、国土強靭化等の観点から、その活用は国家的な課題となっている。 
そのような中、自由民主党の国会議員による「森林を活かす都市の木造化推進議員連

盟（会長：吉野正芳衆議院議員）」が令和元年 4 月に結成され、これまで木材があまり
使われてこなかった都市の木造・木質化への取組が加速化されてきた。 
森林・林業・木材産業界、建設業界等においても「議員連盟」と同様の趣旨により

づき、令和元年 5月に「森林を活かす都市の木造化推進協議会（前田直登：(一社)日本
林業協会会長）」を設立し、「議員連盟」と連携して都市の木造化の実現に取り組んでお
り、令和 2 年 6 月に「木材利用の促進のための法律の拡充に関する要望書」を議連に
提出した。 
その結果、令和 3年 6 月に「公共建築物等木材利用促進法」が改正され、「脱炭素社

会の実現に資する等のための建築物等の木材の利用の促進に関する法律」が新たに制
定され、10 月に施行された。 
令和３年度の活動実績は以下のとおりである。 
なお、協議会会員は、団体、企業、地方公共団体、学識経験者など計 137 名となって

いる。（令和４年２月末現在） 
 

（１）令和３年度における活動報告 
ア 木材の利用促進に関する活動 
① 議員連盟令和３年第２回総会で要望（5 月 12 日：自民党本部） 

吉野正芳会長の挨拶、金子恭之法案検討ＷＴ座長から、「法案検討ＷＴにおける議
論の経過について」、鈴木憲和法案検討ＷＴ事務局長、笠松珠美衆議院法制局第四部
第一課長から、「法案条文（案）について」の説明がそれぞれなされ、次いで意見交換
が行われ、条文（案）が了承された後、前田会長、木村副会長から御礼並びに改正法
案の成立に向けた要望が行われた。 

  
② 議員連盟令和 3 年第 3 回総会でのヒアリング（6月 14 日：自民党本部） 

吉野正芳会長、金子恭之幹事長の挨拶、前田直登協議会会長から法案成立について
の御礼の挨拶に続いて、「最近の輸入木材不足による木材価格の高騰等」を議題にし
て、眞城英一林野庁木材産業課長、石坂聡国土交通省住宅生産課長から木材流通、住
宅への影響等の状況について説明の後、大野年司（一社）ＪＢＮ・全国工務店協会会
長、越海興一（一社）日本木造住宅産業協会専務理事、髙橋健二全国建設労働組合総
連合住宅対策部長、鈴木和雄（一社）全国木材組合連合会会長、佐川広興国産材製材
協会会長、肱黒直次全国森林組合連合会代表理事専務の関係 6 団体からのヒアリング
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が行われ、活発な質疑、意見交換が行われた。 
 

③ 議員連盟と協議会による座談会の開催（令和 4 年 1 月 12 日：衆議院第 1 議員会
館・第 1面談室） 
「森林を活かす都市の木造化を目指して」と題した座談会が、議連から吉野正芳会

長、金子恭之総務大臣・幹事長、盛山正仁 WT 座長代理（司会）、鈴木憲和 WT
事務局長、協議会から前田直登会長〈（一社）日本林業協会会長〉、木村一義副会長
〈（一社）日本木造耐火建築協会会長〉、熊谷匡史副会長〈㈱日本政策投資銀行常務
執行役員〉、本郷浩二理事〈（一社）全国木材組合連合会副会長〉、中崎和久理事〈全
国森林組合連合会会長〉、越海興一（一社）日本木造住宅産業協会専務理事、和田正
光（一社）JBN・全国工務店協会筆頭副会長、津元賴光監事〈（一社）日本治山治水
協会専務理事〉が出席して開催された。座談会の内容を取りまとめた上で、「森林を
活かす都市の木造化推進法」の解説本として発行される予定である。 

 
④ 金子恭之総務大臣による説明会（1 月 27 日：吉野正芳衆議院議員会館事務所） 

議連役員等並びに協議会事務局長に対し、「庁舎等の公共建築物等における木材利
用の促進について（令和 4 年 1 月 21 日付け総行政第 14 号）」に関する説明が金子
恭之総務大臣（議連幹事長）から行われ、協議会会員にも周知するよう指示があっ
た。前述の座談会の際の話を受けて総務大臣から各都道府県知事及び政令指定都市
の長宛に木材利用促進の通知がなされたものであり、協議会としては会員宛てに、
知事、各市町村長、各議会等に対する一層の働きかけを行う際に活用するよう周知
を図った。 
なお、総務省においては、1 月 24 日に、地方公共団体、地域金融機関及び商工会

議所等の担当者を対象とした「地域経済好循環拡大推進会議」を開催し、上記総務大
臣通知の趣旨に等について紹介された（参考１）。 

 
⑤ 議員連盟令和 4 年第 1 回総会で要望（3 月 23 日：自民党本部） 

吉野正芳会長、金子恭之総務大臣・議連幹事長の挨拶の後、前田直登協議会前会長、
島田泰助新会長からの挨拶があり、続いて、林野庁、国土交通省、環境省から令和 4年
度都市木造化関連予算、木材利用施策の状況等についての説明及び島田協議会会長か
らの「森林（もり）を活かし都市（まち）の木造化を推進するための方策に関する要望」
が行われた（参考２）。 

 
イ 法律説明会及び施行記念講演会・シンポジウムの開催 
① 協議会主催による「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」説明会の開催（7月 14 日：自民党本部） 
吉野正芳議連会長、小島敏文議連事務局長、天羽隆林野庁長官、淡野博久国交省住
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が行われ、活発な質疑、意見交換が行われた。 
 

③ 議員連盟と協議会による座談会の開催（令和 4 年 1 月 12 日：衆議院第 1 議員会
館・第 1面談室） 
「森林を活かす都市の木造化を目指して」と題した座談会が、議連から吉野正芳会

長、金子恭之総務大臣・幹事長、盛山正仁 WT 座長代理（司会）、鈴木憲和 WT
事務局長、協議会から前田直登会長〈（一社）日本林業協会会長〉、木村一義副会長
〈（一社）日本木造耐火建築協会会長〉、熊谷匡史副会長〈㈱日本政策投資銀行常務
執行役員〉、本郷浩二理事〈（一社）全国木材組合連合会副会長〉、中崎和久理事〈全
国森林組合連合会会長〉、越海興一（一社）日本木造住宅産業協会専務理事、和田正
光（一社）JBN・全国工務店協会筆頭副会長、津元賴光監事〈（一社）日本治山治水
協会専務理事〉が出席して開催された。座談会の内容を取りまとめた上で、「森林を
活かす都市の木造化推進法」の解説本として発行される予定である。 

 
④ 金子恭之総務大臣による説明会（1 月 27 日：吉野正芳衆議院議員会館事務所） 

議連役員等並びに協議会事務局長に対し、「庁舎等の公共建築物等における木材利
用の促進について（令和 4 年 1 月 21 日付け総行政第 14 号）」に関する説明が金子
恭之総務大臣（議連幹事長）から行われ、協議会会員にも周知するよう指示があっ
た。前述の座談会の際の話を受けて総務大臣から各都道府県知事及び政令指定都市
の長宛に木材利用促進の通知がなされたものであり、協議会としては会員宛てに、
知事、各市町村長、各議会等に対する一層の働きかけを行う際に活用するよう周知
を図った。 
なお、総務省においては、1 月 24 日に、地方公共団体、地域金融機関及び商工会

議所等の担当者を対象とした「地域経済好循環拡大推進会議」を開催し、上記総務大
臣通知の趣旨に等について紹介された（参考１）。 

 
⑤ 議員連盟令和 4 年第 1 回総会で要望（3 月 23 日：自民党本部） 

吉野正芳会長、金子恭之総務大臣・議連幹事長の挨拶の後、前田直登協議会前会長、
島田泰助新会長からの挨拶があり、続いて、林野庁、国土交通省、環境省から令和 4年
度都市木造化関連予算、木材利用施策の状況等についての説明及び島田協議会会長か
らの「森林（もり）を活かし都市（まち）の木造化を推進するための方策に関する要望」
が行われた（参考２）。 

 
イ 法律説明会及び施行記念講演会・シンポジウムの開催 
① 協議会主催による「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」説明会の開催（7月 14 日：自民党本部） 
吉野正芳議連会長、小島敏文議連事務局長、天羽隆林野庁長官、淡野博久国交省住

宅局長の挨拶・来賓紹介、次いで金子恭之議連幹事長・法案検討ＷＴ座長、鈴木憲和
ＷＴ事務局長、滝波宏文ＷＴ事務局次長から、法律制定までの経過と概要についての
説明及び小島裕章林野庁木材利用課長、前田亮国交省木造住宅振興室長から法律施
行に向けた取組みについての説明があり、予定時間を超える熱心な意見交換が行わ
れた。 

 
② 「『脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用促進に関す
る法律』施行記念講演会・シンポジウム」の開催（10 月 8 日：東京都千代田区有楽
町「朝日ホール（マリオン）」） 
協議会及び多くの協議会会員が参加した講演会・シンポジウム実行委員会主催に

より、法律が令和 3 年 6 月 18 日に公布、同 10 月 1 日に施行されたことを記念した
講演及びシンポジウムが、記念すべき第１回の「木材利用促進の日（10月 8 日）」に
会場参加者約 270 名、ＷＥＢ参加者約 530 名を集めて盛大に行われた（参考 3）。 

 
（２）広報活動 

① リーフレットの配布 
各種会議、戸別訪問、来会者対応等において配布するとともに、会議等の協賛・後

援団体として機会あるごとにアピールすることにより、協議会活動のＰＲ及び入会
促進に努めた。 

② カレンダーの配布 
木材利用優良施設コンクールの受賞施設（内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞、国土

交通大臣賞、環境大臣賞、林野庁長官賞、木材利用推進中央協議会長賞、審査委員会
特別賞）を掲載したカレンダー（2022 年版）を作成。国会議員、協議会会員、関係
団体、来会者等に配布し、木造施設のＰＲ及び入会促進に努めた。 

③ 協議会ホームページのリニューアル 
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」が制定されたことを受け、「木材利用促進条例」や「リンク」を新たに設
定するなどＨＰの大幅な改定を行い、都市の木造化の推進に向けたＰＲに努めた。 
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総 行 政 第 １ ４ 号

令和４年１月２１日

各 都 道 府 県 知 事 殿

（財産管理担当課扱い）

（市区町村担当課扱い）

各 指 定 都 市 の 長 殿

（財産管理担当課扱い）

総 務 大 臣

 （公印省略）

庁舎等の公共建築物等における木材利用の促進について

 各地方公共団体におかれましては、公共建築物における木材利用に努められているこ

とと存じますが、昨年１０月１日付で、「公共建築物等における木材の利用の促進に関

する法律」の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利

用の促進に関する法律」に改正され、法律の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」

が追加されるとともに、木材利用の促進に関する基本理念が新設されました。

 また、木材利用促進の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物

における木材利用を進めるため、国又は地方公共団体と事業者等が建築物木材利用促進

協定を締結できる仕組みを設け、国又は地方公共団体は、協定締結事業者等に対して必

要な支援を行うこととされました。

 さらに、政府における木材利用の推進体制として、農林水産大臣を本部長、総務大臣

等の関係大臣を本部員とする木材利用促進本部が設置され、基本方針の策定や木材利用

の促進に関する施策の実施を推進することとされました。（別添１）

 つきましては、地域の特色を活かし、建築物における木材の利用の取組を効果的に推

進するために、庁舎等の公共建築物や民間建築物における木材利用の促進について、積

極的に御検討いただくようお願いいたします。

 なお、木材利用の促進のため、以下の地方財政措置を活用することが可能となってお

りますので、積極的な活用を御検討いただくようお願いします。（別添２）

地方債 対象事業 充当率 交付税措置

地域活性化事業債
原則全般的に地域木材

を利用した施設の整備

事業費

の 90%

元利償還金の 30%を後年

度基準財政需要額に参入

45
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また、民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進するため、貴職におかれては、

事業者等に対して建築物における木材利用促進のための協定の締結について積極的に働

きかけていただくとともに、協定を締結した事業者等に対する必要な支援をお願いいた

します。

加えて、木材利用促進のための協定については、「建築物木材利用促進協定の運用に

ついて」（令和３年 10月 21日 ３林政利第 110号 林野庁長官通知）において、林野庁

長官から都道府県知事に対してその適切かつ円滑な運用が依頼されておりますので、お

知らせいたします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市区町村に対してもこの旨

周知願います。

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。

総務省地域力創造グループ地域政策課

茂原、酒川

連絡先：03-5253-5523

46
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公共建築物等における木材の利用の
促進に関する法律の一部を改正する法律 概要

○戦後植林された国内の森林資源は本格的な利用期。
○木材の利用は、森林循環（造林→伐採→木材利用→再造林）を通じて、
森林のCO2吸収作用を強化し、脱炭素社会の実現に貢献。

○公共建築物等木材利用促進法の制定から10年が経過。
耐震性能や防耐火性能等の技術革新や、建築基準の合理化により、
木材利用の可能性も拡大。
民間建築物を含む建築物一般で木材利用を促進する法改正が必要

施行期日：令和３年10月１日（附則第１条

２ 建築物における木材の利用の促進に関する施策の拡充等

（新第15条）
○ 国・地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための
協定制度を創設

○国・地方公共団体による協定を締結した事業者等への必要な支援

⑶ 建築物木材利用促進協定

（新第10条～第12条）
○ 基本方針・都道府県方針・市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般
に拡大

⑴ 基本方針等の対象の拡大

（新第13条）
○ 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進、人材の育成、
建築用木材・木造建築物の安全性に関する情報提供等

⑵ 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及の促進等

（新第16条）
○ 強度・耐火性に優れた建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の
開発・普及の促進等

⑷ 強度等に優れた建築用木材の製造技術の開発・普及の促進等

（新第31条）
○ 国・地方公共団体による表彰
⑸ 表彰

○木材利用促進本部を農林水産省に設置
（本部長：農林水産大臣、本部員：総務大臣・文部科学大臣・経済産業大臣・国土交通大臣・環境大臣等）

○ 基本方針の策定、木材利用の促進に関する施策の実施の推進等

３ 木材利用促進本部の設置 （新第25条～第30条）

１ 題名・総則の改正

（新第９条）
○ 木材利用促進の日（10月８日)、木材利用促進月間（10月）を制定
⑷ 木材利用促進の日・月間

（題名、第１条）
○ 題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の
利用の促進に関する法律」に改正

○本法の目的に「脱炭素社会の実現に資すること」を追加

⑴ 題名・目的の改正

（新第３条）
○ 木材利用の促進に関する基本理念を新設
⑵ 基本理念の新設

（新第６条第２項）
○ 林業・木材産業の事業者は建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努める
旨を規定

⑶ 林業・木材産業の事業者の努力

別添１
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地地域域活活性性化化事事業業債債ににつついいてて  

対対 象象 事事 業業：原則全般的に地域木材を利用した施設の整備 

充充  当当  率率：事業費の９０％ 

交交付付税税措措置置：元利償還金の３０％を後年度基準財政需要額に参入 

令令和和３３年年度度地地方方債債同同意意等等基基準準運運用用要要綱綱（（抜抜粋粋））（（令令和和３３年年４４月月１１日日  総総務務副副大大臣臣通通知知）） 

１ 地域活性化事業は、地域の活性化のための基盤整備事業（自然、景観、

文化、再生可能エネルギー、産品等の多様な地域資源等の活用や、地方

公共団体が核となった、産業界、大学等、地域金融機関の連携による事

業化を通じ、地域経済循環を創造することに資する事業（略））を対象

とし、事業内容の例示等は、以下のとおりである。 

（１）地域経済循環の創造

自然、景観、文化、再生可能エネルギー、産品等の多様な地域資源、

伝統的地場産業、科学技術及び情報通信技術（ICT）等を活用し、産業

界、大学等、地域金融機関、自治体（産学金官）の連携・協力関係を

基に、自立した力強い地域経済循環を創造するための基盤整備 

ウ 自然再生・地球温暖化対策事業

（オ）原則全般的に地域木材を利用した施設の整備

別別添添２２  
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（参考２） 

自自由由民民主主党党  

森森林林
も  り 

をを活活かかすす 都都市市
ま  ち 

のの木木造造化化推推進進議議員員連連盟盟  

会会長長  吉吉野野  正正芳芳  殿殿  

会会員員  先先生生  各各位位  
  

森森林林
 も り 

をを活活かかしし 都都市市
 ま ち 

のの木木造造化化をを推推進進すするるたためめのの方方

策策にに関関すするる要要望望書書  

  

我我がが国国のの人人工工林林はは今今ままささにに利利用用期期をを迎迎ええ、、地地球球温温暖暖化化防防止止、、国国

土土強強靭靭化化、、地地方方創創生生等等のの観観点点かからら木木材材のの計計画画的的なな活活用用をを通通じじてて森森

林林をを保保全全しし活活力力をを維維持持ししてていいくくここととがが必必要要ととななっってていいまますす。。  

「「公公共共建建築築物物等等ににおおけけるる木木材材のの利利用用のの促促進進にに関関すするる法法律律」」のの制制

定定をを契契機機にに耐耐火火建建築築部部材材等等のの技技術術革革新新がが進進みみ、、中中高高層層建建築築物物等等のの

木木造造化化のの可可能能性性がが大大ききくく広広ががりり、、ＳＳＤＤＧＧss、、ＥＥＳＳＧＧ投投資資、、22005500 年年

カカーーボボンンニニュューートトララルル等等のの流流れれももああっってて、、民民間間のの中中高高層層建建築築物物のの

木木造造化化・・木木質質化化もも着着実実にに進進みみ始始めめてていいるるととこころろでですす。。  

  

ここううししたた中中、、令令和和３３年年にに先先生生方方ののごご尽尽力力にによよりり、、「「脱脱炭炭素素社社会会

のの実実現現にに資資すするる等等ののたためめのの建建築築物物等等ににおおけけるる木木材材のの利利用用のの促促進進にに

関関すするる法法律律」」がが制制定定・・施施行行さされれままししたた。。  

木木材材はは、、製製造造時時のの二二酸酸化化炭炭素素排排出出量量がが極極めめてて少少ななくく、、かかつつ省省エエ

ネネルルギギーーででああるるととととももにに、、木木造造建建築築物物ととししてて使使用用さされれるるとと二二酸酸化化

炭炭素素をを固固定定・・貯貯蔵蔵すするるななどど、、脱脱炭炭素素社社会会のの実実現現にに確確実実にに貢貢献献でできき

るる優優れれたた素素材材でですす。。そそししてて、、木木材材はは再再生生産産可可能能なな唯唯一一のの資資源源でで

すす。。  

法法律律のの趣趣旨旨にに沿沿っってて、、都都市市（（ままちち））のの木木造造化化をを着着実実にに進進めめてていい

くくたためめににはは、、木木材材のの安安定定供供給給やや需需要要拡拡大大にに向向けけたた各各種種制制度度のの一一段段

のの見見直直しし及及びび再再造造林林等等のの森森林林整整備備かからら都都市市ににおおけけるる建建築築物物のの木木材材

利利用用にに至至るるままででのの多多様様なな施施策策のの創創設設・・実実施施等等がが極極めめてて重重要要ととななっっ

てていいるるとと認認識識ししてておおりりまますす。。  

  

つつききままししててはは、、下下記記のの事事項項ににつついいてて要要望望いいたたししまますす。。  

（参考２）



― 38 ―

（参考２） 

  

  記記  

  

 

１１．． 脱脱炭炭素素社社会会のの実実現現にに向向けけてて、、中中高高層層建建築築物物のの木木造造化化をを行行うう場場

合合、、固固定定資資産産税税、、不不動動産産取取得得税税等等のの減減免免等等税税制制のの見見直直しし、、防防火火

規規定定、、耐耐用用年年数数等等ににつついいてて規規制制緩緩和和等等のの措措置置をを講講ずずるるこことと。。  

    

２２．．木木造造建建築築物物のの魅魅力力をを更更にに引引きき出出ししてていいくくたためめ、、柱柱、、梁梁、、内内・・外外

壁壁面面へへのの「「現現（（ああららわわ））しし」」にによよるる木木材材利利用用をを促促進進すするるたためめのの耐耐

火火性性、、耐耐候候性性等等にに関関すするる技技術術開開発発へへのの支支援援及及びび関関連連すするる制制度度のの見見

直直しし等等をを行行ううこことと。。  

  

３３．．再再造造林林等等のの森森林林整整備備かからら建建築築物物へへのの木木材材利利用用にに至至るるままででののササププ

ラライイチチェェーーンンのの拡拡大大、、地地域域ににおおけけるる建建築築物物木木材材利利用用促促進進協協定定制制度度

のの普普及及促促進進ののたためめのの関関係係省省庁庁のの予予算算のの拡拡充充やや優優遇遇措措置置をを講講ずずるるここ

とと。。  

  

４４．．持持続続可可能能性性のの担担保保さされれたた森森林林かからら生生産産さされれたた木木材材のの優優先先的的利利用用

をを国国民民・・企企業業へへ普普及及・・ＰＰＲＲすするるととととももにに、、「「伐伐っってて、、使使っってて、、植植

ええてて、、育育ててるる」」とといいうう循循環環利利用用をを可可能能ととすするる仕仕組組みみをを構構築築すするるここ

とと。。  

  

  

  

令令和和４４年年３３月月２２３３日日  

  

森森林林
 も り 

をを活活かかすす 都都市市
 ま ち 

のの木木造造化化推推進進協協議議会会  

                            会会  長長    島島  田田  泰泰  助助  
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（参考２） 

  

  記記  

  

 

１１．． 脱脱炭炭素素社社会会のの実実現現にに向向けけてて、、中中高高層層建建築築物物のの木木造造化化をを行行うう場場

合合、、固固定定資資産産税税、、不不動動産産取取得得税税等等のの減減免免等等税税制制のの見見直直しし、、防防火火

規規定定、、耐耐用用年年数数等等ににつついいてて規規制制緩緩和和等等のの措措置置をを講講ずずるるこことと。。  

    

２２．．木木造造建建築築物物のの魅魅力力をを更更にに引引きき出出ししてていいくくたためめ、、柱柱、、梁梁、、内内・・外外

壁壁面面へへのの「「現現（（ああららわわ））しし」」にによよるる木木材材利利用用をを促促進進すするるたためめのの耐耐

火火性性、、耐耐候候性性等等にに関関すするる技技術術開開発発へへのの支支援援及及びび関関連連すするる制制度度のの見見

直直しし等等をを行行ううこことと。。  

  

３３．．再再造造林林等等のの森森林林整整備備かからら建建築築物物へへのの木木材材利利用用にに至至るるままででののササププ

ラライイチチェェーーンンのの拡拡大大、、地地域域ににおおけけるる建建築築物物木木材材利利用用促促進進協協定定制制度度

のの普普及及促促進進ののたためめのの関関係係省省庁庁のの予予算算のの拡拡充充やや優優遇遇措措置置をを講講ずずるるここ

とと。。  

  

４４．．持持続続可可能能性性のの担担保保さされれたた森森林林かからら生生産産さされれたた木木材材のの優優先先的的利利用用

をを国国民民・・企企業業へへ普普及及・・ＰＰＲＲすするるととととももにに、、「「伐伐っってて、、使使っってて、、植植

ええてて、、育育ててるる」」とといいうう循循環環利利用用をを可可能能ととすするる仕仕組組みみをを構構築築すするるここ

とと。。  

  

  

  

令令和和４４年年３３月月２２３３日日  

  

森森林林
 も り 

をを活活かかすす 都都市市
 ま ち 

のの木木造造化化推推進進協協議議会会  

                            会会  長長    島島  田田  泰泰  助助  

『脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の 
促進に関する法律』施行記念講演会・シンポジウムの概要 

 
１ はじめに 

いわゆる、『都市(まち)の木造化推進法』の施行を記念して、第 1 回目の「木材利用促進の日」に開催
された法律施行記念講演会及びシンポジウムの概要は以下のとおり。 

２ 隈研吾氏記念講演 『木が拓く日本の未来』 
冒頭、今回の法律改正の意義とその効果について大きな期待

を寄せている旨を述べた後、自分が設計した数々の建築物の写
真を映しながら、それぞれの特徴や木材利用する際の工夫などに
ついて分かりやすく説明された。特に、木材を使うことで建物に柔ら
かさが加味されたり、音響上も洗練されるなど、木の持つ魅力は
無限大であることが強調された。併せて、昔からの伝統的な継手
や仕口加工を活用すれば、構造的に十分な強度が得られるこ
と、重量が軽くなることで設計上の自由度が増すことなど、科学的なエビデンスも交えながら、もう一度「木の
文化」を取り戻すことの重要性が訴えられた。 
当初の予定が変更され、シンポジウムで発言する予定だったメッセージとして、木の可能性をもっともっと引

き出していくための設計士や大工等の技能者の育成の必要性に言及された。 

３ 記念シンポジウム 
(1)  天羽隆林野庁長官のコーディネートによりシンポジウムが始めら

れ、最初に長官から、我が国の森林資源の現況や木材利用の
実態、利用を促進するための「ウッドチェンジ協議会」の立ち上げ
や基本計画での位置付けの明確化などについて説明がなされ
た。 

（2）  続いて、隅（すみ）相談役から、かつて取りまとめた日本林
業再生のための提言に基づき、まずは川下の需要拡大に取り組
んで来られた実績、木材利用の重要性には理解を示しても中々
実際の行動には移されない実態など、川下需要拡大の難しさに
言及された後、今回の法律改正への大きな期待を述べられた。特に国を挙げて取り組む体制が整備され
ること、山側の供給力の強化が進むことへの期待にも触れられた。 

(3)  次に、伊藤（いとう）消費者庁長官から、国交省住宅局長
や内閣府の地域創生担当官を経験する中で、木材とりわけ国
産材を選択できるような供給体制の整備の重要性と持続可能
な森林資源の管理を進めていくことの重要性について言及された
後、消費者にもエシカル消費をはじめとする「使う責任」の意識を
もっともっと醸成していくことの必要性を主張された。消費者庁とし
ても「賢い消費者」の育成に向けた取り組みを、この法律を契機

（参考３）
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に拡充していきたいと抱負を述べられた。 
(4)  林業漫画家の平田さんからは、林業の現場の感覚として、消費者

ニーズの把握や木材利用の実態に関する情報収集が弱いとともに、
山側の実態を発信する力も足りないこと、もっと分かりやすく一般の消
費者の方に伝えていく工夫が必要と考えて、なじみやすいマンガで発信
することにこだわっていることを述べられた。 

(5)  長官から、それぞれの立場から、法律改正を機に一般国民に向けたメッセージを求められたパネリスト
からは、まず隅相談役から、「燃えるとか折れる、長持ちしない」と言った国民の常識を 180 度変えていく
取組みを続けていくこと、併せて地方創生の観点から森林環境税の一層の活用について提案がなされ
た。続いて伊藤長官から、「今だけ、ここだけ、私だけ」という発想から抜け出し、「未来のため、地域のた
め、みんなのため」という意識の転換が大切であることを強く述べられた。さらに、漫画家の平田さんからは、
森林や林業をもっと身近に感じてもらうためのマンガ作りやマンガを通じた他業種や他分野の方達とのネ
ットワークづくりに励んでいくとの方針が示された。 
最後に長官から、都市ビルでの木造・木質化が当たり前の時代になるよう、法律改正の趣旨を踏まえ

た行政の取組みをさらに強化・拡充していくこと、発信力を高めること、一層川上～川中～川下の連携強
化に取り組む決意が示され、シンポジウムを閉じた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 締めの言葉 
最後に、実行委員会の大野年司（おおのとしじ）副委員長から、本日学んだ示唆や助言を活かして、

業界一丸となって都市の木造化にまい進していく心構えが述べられて、記念講演及びシンポジウムを無事終
了した。 

 
※ 参考情報 
 〇 会場参加者 約 270名（一般 120名程度、森林・林業・建築業界 150名程度、マスコミ関係

5社程度） 
 〇 ＷＥＢ参加者 約 530名程度 
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３．外国人技能実習制度の取組の概要 

  

 令和３年度は、外国人技能実習部会の体制を整備するとともに、技能実習評価試験実施

機関としての認定に向け取り組みました。主な取組は次のとおりです。 

 

○ 4 月 6 日、厚生労働省の外国人技能実習担当部署へ、林野庁木材産業課立会の下で、木

材加工職種（機械製材作業）の職種追加を説明した。 

○ 5月 14日、令和 3年度第 1回部会役員会を開催し、通常総会に諮る「令和 2年度事業報

告」、「令和 2年度収支決算」等を審議し、通常総会を書面で開催した。 

○ 厚生労働省専門家会議へ「業界の概況、製材作業の工程、技能実習の内容、海外ニーズ

等」を内容とする第 1段階の説明を 5月 17日及び 6月 28日に行い、第 1段階は了とな

った。 

○ 第１段階説明了を受け、厚生労働省等が外国人技能実習法施行規則改正（技能実習評価

試験への木材加工職種追加等）のパブリックコメントを実施（6月 30日～7月 29日） 

○ 9 月 14 日、第 2 回役員会を開催し、令和 3 年度入会承認、臨時総会の開催（役員交代）

等を審議し、臨時総会（役員交代）を書面で開催した。 

○ 厚生労働省専門家会議へ「審査基準、試験基準、実技試験概要等」を内容とする第 2段

階説明を 9月 13日、11月 15日及び令和 4年 1月 28日に行い、第 2段階は了となった。 

○ 12 月 10 日、第 3 回役員会を開催し、令和 3 年度業務執行状況、各種規程の改正等を審

議した。 

○ 令和 4 年１月 20 日に「製材作業の基礎」、「木材加工・外国人技能実習 100 問」を発刊

し、販売を開始した。 

○ 2月 1日及び 4日に、20名の評価試験監督者候補に対して説明会（web）を実施した。  

〇 3 月 9 日、第 4 回役員会を開催し、令和 3 年度事業報告及び収支決算見通し、令和 4 年

度事業報告等を審議した。  

〇 木材加工技能実習評価委員会と木材加工技能実習評価試験委員会を、5 月、7 月、8 月、 

10月、11月及び令和 4年 3月の計 6回、開催した。 
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４．国産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会の活動 

～日本の森林を守るため共に行動する企業として新たに２社を認定～ 

  

令和 3年 11月 15日（木）付けで、日本の森林を守るた

め共に行動する企業として、「㈱梅田ハウジング」及び

「モリタインテリア工業㈱」の２社が新たに認定され

た。 

戦後造成された日本の森林の多くが活用期を迎えてい

るが、木材利用の形態の変化や外材との競争等により国産

材の価格は低迷し、「伐って・使って・植えて・育てる」循

環利用のサイクルの維持が難しい状況となっている。こうした状況を打開していくために

は、使えるところには積極的に「国産の木材」を使ってい

くという考えに賛同する「共に行動する企業」等理解者の

輪を広げていく必要がある。 

この運動は、手の届く、身の回りから国産材の利用を拡

大し、日本の森林の再生につなげ 

ていこうというもので、『国産材を活用し日本の森林を守る

運動推進協議会』を平成 29 年 10 月に立ち上げ、これまで

72 社を宣言企業として認定した。 

一方、一昨年末に認定された 52 社の工務店からの要望

で、昨年末にスタートした「国産材の家認定制度」の第１

号に向け、森林所有者、素材生産業者、製材業者を交えた

検討作業を進めている。 

これら 52社のうちの 25社が参加して、「全国一斉木育イ

ベント：森のとびら」を昨年 10 月～11 月に開催し、多く

の来場者を対象に、「木の良さ」、「木造住宅の魅力」、「日本

の森林・林業」についての情報発信を行った。 
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５５．．第第１１３３回回「「新新たたなな木木材材利利用用事事例例発発表表会会」」のの概概要要  

 
 第 13 回「新たな木材利用」事例発表会は、令和４年２月１６日（水）13:30～15:40
において、（一社）全国木材組合連合会の会議室からの WEB 中継方式で開催した。 
 木材関係業界のほか、建築・設計、土木、家具・建具、行政・地方公共団体等、幅広
い業種の方々を含め、３００名近い視聴者が参加した。 
 
１ 開催日等 
日 時 令和４年２月１６日（水） １３時３０分 ～１５時４０分 
場 所 中継：全国木材組合連合会（東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル） 
主 催 一般社団法人 全国木材組合連合会、木材利用推進中央協議会 
後 援 林野庁、国土交通省、（公財）日本住宅・木材技術センター、 

（一財）日本木材総合情報センター 
定 員   ３００名（一般消費者、建築・設計・木材関係者等） 
 

２ 事例発表 
第１部 13 時 30 分～14時 30分 

  「都市ビルの木造・木質化に向けた最新技術及び工法に関する取り組み状況に 
ついて～（株）竹中工務店の挑戦～」 

  （株）竹中工務店木造・木質建築推進本部 部長 
小林 道和（こばやし みちかず）氏 

 
【概 要】 中大規模建築の木造・木質化に積極的に取組んでいる建設会社、（株） 
竹中工務店の担当者として大活躍の小林部長から、木造・木質建築推進本部の「木
のイノベーションで森とまちの未来をつくる」というミッションに基づき、①森林
グランドサイクルの構築と林業の活性化により地域振興に貢献、②まちづくりの中
で木造木質建築の普及に取り組み、社会課題の解決で竹中工務店の企業価値を向上、
③建築分野での木材利用、イノベーションで循環型社会を実現、の３つの目標につ
いて具体的に説明された。 
また、最近の建築事例として、①HULIC & New GINZA ８、②竹中工務店

北海道地区 FM センター、③(仮)水戸市新市民会館の３つの施設での新技術・新素
材・新工法に関する詳細な説明が行われた。 
さらに、喫緊の課題でもあり、多くの関心の的になっている CO2 排出量削減に 

関する世界的な取り組みの方向性とこれを踏まえて企業に求められる対応が必要
な現状が紹介された。森林及び木材の有する炭素吸収・固定機能への期待は大きい
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が、その削減効果を具体的なデータで示していくことが今後の建築分野での木材利
用に当たって必要条件となってきた社会的な背景、潮流の説明とともに、木造木質
建築物に先駆的に取組んできた竹中工務店においても、木材利用に対する建築主の
ご理解にはなお一層の努力が必要との現状分析の説明があった。森林・林業・木材
関係者としても、より積極的な情報収集と適時適切な対応策の検討が不可欠である
と改めて認識させられた。 

 
第２部 14 時 40 分～15 時 40 分 
  『「川上」「川中」「川下」連携の再構築を目指して 

－ウッドショックを繰り返さないために－』 
   アトリエフルカワ一級建築士事務所代表  

古川 泰司（ふるかわ やすし）氏 
 

【概 要】冒頭に、ウッドショックが起こった原因は、「建築が地域＝地場の産業から
離れてしまったから!!」と一言。10 年経てば色が良い感じに変わるのは木材だけ。
我が国は森林率は高いが国民一人当たりにすると極めて小さく大事にしなければ
ならない。 
品質保証には JAS の普及が第 1 だが、①全国 4,800 社の製材工場のうち JAS 材

認定工場は 600 社、そのうち機械等級区分を行っているのは 90社しかない(全国ど
こでも JAS 機械等級材が買えるわけではない)。②市場用語の混乱(「小節」などの
用語の解釈が製材業者と JAS の規定で異なるため、注文したのと違う製品が届く可
能性がある)、③ダブルスタンダード(目視等級と機械等級が両立しているため、ヤ
ング 70 以上を求めると目視等級の無節材が必要になるが、山全体の何割が無節材
か？)。これを解決していくため、木材の品質表示を進めて、より木材を使い易くす
る、木材の価値を高める。それは森(山)の価値も高めることに繋がることを地域の
関係者で共有することが大事＝建築の地場産業化を目指す。 
「森～木～木材～建築のつながり」を”二人船頭方式”で進めよう。日本の木を使

いたいという国民や設計者はたくさんいる。資源データと設計仕様を共有化し、最
新の DX を導入すれば、個々の建築物それぞれに応じた材料供給と設計・施工が可
能な『木材の時代』が到来すると確信している、との力強い締めの言葉に感銘を受
けた。 
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６６．．令令和和３３年年度度  木木材材利利用用推推進進「「全全国国会会議議」」のの概概要要  

 

   令和３年度木材利用推進「全国会議」―木の街づくりの推進に向けてーを、令和３年１０月２９日（金） 

14:00～16:40、木材会館７階ホールにおいて、木材関係業界のほか、建築設計、住宅産業関連等幅広

い業種の方々を含め、オンラインと会場参加あわせて総計 270 名の参加者を得て開催した。 

  ・ 開催月日 令和３年 10 月 29 日（金） 14：00～16：40 

・ 開催場所 木材会館 7 階ホール（新木場） 

・ 主催    木材利用推進中央協議会 

 

第第１１部部  木木材材利利用用優優良良施施設設のの表表彰彰式式  

（１）主催者挨拶 鈴木和雄木材利用推進中央協議会長 

（２）審査講評  三井所清典審査委員会委員長 
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（４）賞状授与 

   内閣総理大臣賞、農林水産大臣賞、国土交通大臣賞、環境大臣賞 林野庁長官賞、木材利用 
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【優秀賞（50 点）】 

• プラウド神田駿河台（東京都千代田区） 

• FLATS WOODS 千石（東京都文京区） 

• 津別町 役場庁舎（北海道網走郡津別町） 

• ラポルテ五泉（新潟県五泉市） 

• 住田町立上有住地区公民館（岩手県気仙郡住田町） 

• 八代市民俗伝統芸能伝承館（愛称：お祭りでんでん館）（熊本県八代市） 

• ミナカ小田原（小田原新城下町）（神奈川県小田原市） 

• 美深町立仁宇布小中学校（北海道中川郡美深町） 

• 大濠テラス～八女茶と日本庭園と。～（福岡県福岡市） 

• 津山信用金庫 勝山支店（岡山県勝山市） 

• 岡山県林業技術研修棟（岡山県勝田郡勝央町） 

• WOOD EGG GARDEN 仙台（宮城県仙台市） 
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• 上松町役場（長野県木曽郡上松町） 

• 学校法人平成学園認定こども園ひまわり（高知県南国市） 

• メルディア高機能木材研究所（福岡県北九州市） 

• 大網白里市子育て交流センター（千葉県大網白里市） 

• ANNEX TSUTENKAKU TOWER（大阪府大阪市） 

• 洋光台南第一住宅集会所・管理事務所（神奈川県横浜市） 

• ㈱イトイグループホールディングス新社屋（北海道士別市） 

• 認定こども園 いなつきれんげ幼稚園（福岡県嘉麻市） 

• 熊谷組福井本店（福井県福井市） 

• みらいく有明園（東京都江東区） 

• グランドセイコースタジオ雫石（岩手県岩手郡雫石町） 

• 流灯ふれあい館（埼玉県北葛飾郡杉戸町） 

• 北海道立北の森づくり専門学院校舎（北海道旭川市） 

• 大分県木材会館（大分県大分市） 

• 道の駅たのはた（岩手県下閉伊郡田野畑村） 

• 澤田建設ＫＡＺＡＧＵＲＵＭＡキャンパス（山口県防府市） 

• 昭和電工武道スポーツセンター（大分県立武道スポーツセンター）（大分県大分市 7） 

• リニモテラス公益施設（愛知県長久手市） 

• 介護老人福祉施設 やまゆりの里（兵庫県丹波篠山市） 

• 芦北町総合コミュニティセンター（熊本県葦北郡芦北町） 

• 岡山県森林組合連合会事務所（岡山県勝田郡勝央町） 

• 粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラス（静岡県掛川市） 

• 徳島ヴォルティスクラブハウス（徳島県板野郡板野町） 

• 福井県立大学あわらキャンパス教育棟（福井県あわら市） 

• 福井銀行今立支店（福井県越前市） 

• 交ゆう館かなみ（宮城県登米市） 

• 高知県心の教育センター（高知県高知市） 

• 沢渡駅待合施設（長野県伊那市） 

• きこうえん（北海道函館市） 

• 隠岐ジオゲートウェイ（島根県隠岐郡隠岐の島町） 

• 福祉型障害児入所施設 まごころ学園（新潟県見附市） 

• 外房線 上総一ノ宮駅（内外装改修）（千葉県長生郡一宮町） 

• 五ヶ瀬町役場新庁舎（宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町） 

• 都立陣場山自然公園（東京都八王子市） 

• 出雲大社広島分祠 神楽殿（広島県安芸郡府中町） 

• たつの市役所新館・多目的ホール（兵庫県たつの市） 

• あそびハウスこどもと森（福井県今立郡池田町） 

• えちぜん鉄道福井駅（福井県福井市） 

•  

第第 22 部部  記記念念講講演演  

『木の建築がつくる森とまちの未来 ～社会を支える木の建築をつくり続けるために～』 

講師：ＮＰＯ法人 サウンドウッズ代表理事 安田 哲也 氏 

 

   ～～～～～～～～～～～ 推進活動宣言 ～～～～～～～～～～～      
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７７．．合合法法木木材材供供給給のの現現状状ととククリリーーンンウウッッドド法法  

１ ガイドラインに基づく合法木材供給の現状 

 林野庁が平成 18 年に作成した、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証

明のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」）に基づく合法証明木材供給

体制については、令和 4 年 3 月 31 日時点で認定団体が 149、認定事業者数は

12,069 となっている。また、ガイドラインに基づいた合法証明木材の供給実績

の推移は下記の通りである。 

 

図 認定事業者による合法性が証明された木材・木材製品の割合の推移 

注１ 全木連の要請に基づいて実績報告を提出した 124 認定団体、10,162 事業体の集計値 

注２ （注国内）＝国内における流通加工業に係るもので一部輸入材も含む 

 

ガイドラインの適切な運用については、引き続き周知徹底を図り、合法木材

供給制度の信頼性を確保していく必要がある。平成 28年に成立したクリーンウ

ッド法（後述）においても、その基本方針の中で合法性の確認にあたってガイ

ドラインに基づいた証明が「活用できる」とされている。そのため、当会でも

クリーンウッド法のセミナー等の機会にあらためて周知に努めている。 
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２ クリーンウッド法の現状 

2.1 法律における事業者の責務 

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（通称：クリーンウッ

ド法）」が平成 29年 5月 20日に施行され、令和 4年 5月で 5年になる。 

この法律では、木材、木材製品を利用する「事業者」の責務として、「木材等

を利用するに当たっては、合法伐採木材等を利用するよう努めなければならな

い。」（第 5 条）とされ、すべての木材関連事業者は、取り扱う木材・木材製品

の合法性を確認することが求められている。 

 

2.2 木材関連事業者の登録の動き 

この法律で新たに創設された木材関連事業者の登録制度については、現在 6

つの登録実施機関が登録業務を実施しており、登録木材関連事業者数は、令和 4

年 2 月末現在で 578（全ての登録実施機関の登録事業者の合計）となっている。

近年、登録者数の増加の鈍化がみられる。 

 

2.3 クリーンウッド法の円滑な運用に向けて 

木材業界の販売先でもある建築・建設関連業者の登録が増加していくに従い、

これらの事業者からクリーンウッド法に基づいた合法伐採木材の需要、未登録

事業者への登録の要望が増えてくることが予想される。 

一方、業界の自主的な取組として進めてきたガイドラインに基づく合法木材

証明書は、クリーンウッド法においても合法性の確認の際に活用できるとされ

ており、認定団体から認定を受けた事業者は、ガイドラインに基づいた取り組

みを適切かつ確実に実行することが求められる。 

 

2.4 クリーンウッド法の見直しについて 

法律では、「政府は、この法律の施行後 5年を目途として、この法律の施行の

状況について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる…」（附則

3）とされている。林野庁では、法律の見直しの検討に向けて、令和 3年 9月か

ら 4 年 3 月にかけて「合法伐採木材等の流通及び利用に係る検討会」を計 8 回

開催した。検討会では、合法伐採木材等の流通及び利用についての現状や課題

等を把握するため、木材関係各種業界団体等からヒアリングを実施した。（令和

3年 10月の第 2回検討会で全木連からも意見を表明。）今後、この検討会の結果

を踏まえ、「中間とりまとめ」として公表される予定である。 

（参考）クリーンウッド・ナビ（林野庁のホームページ内に開設）の URL： 

 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/index.html 
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市町村数
作成済
市町村

市町村数
作成済
市町村

★ 北海道 179 179 ★ 滋賀 19 19

★ 青森 40 40 ★ 京都 26 26

★ 岩手 33 33 大阪 43 32

★ 宮城 35 35 ★ 兵庫 41 41

★ 秋田 25 25 ★ 奈良 39 39

★ 山形 35 35 ★ 和歌山 30 30

福島 59 54 ★ 鳥取 19 19

★ 茨城 44 44 ★ 島根 19 19

★ 栃木 25 25 ★ 岡山 27 27

群馬 35 34 ★ 広島 23 23

★ 埼玉 63 63 ★ 山口 19 19

千葉 54 47 ★ 徳島 24 24

東京 62 25 ★ 香川 17 17

神奈川 33 18 ★ 愛媛 20 20

★ 新潟 30 30 ★ 高知 34 34

★ 富山 15 15 ★ 福岡 60 60

★ 石川 19 19 ★ 佐賀 20 20

★ 福井 17 17 ★ 長崎 21 21

★ 山梨 27 27 ★ 熊本 45 45

★ 長野 77 77 ★ 大分 18 18

★ 岐阜 42 42 ★ 宮崎 26 26

★ 静岡 35 35 ★ 鹿児島 43 43

★ 愛知 54 54 沖縄 41 2

★ 三重 29 29 計 1,741 1,626

令和3年度　建築物における木材利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめの概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/attach/pdf/220401-3.pdf

８．公共建築物等木材利用促進法に基づく市町村方針の策定状況

注：★印の都道府県は、全市町村策定済み（40道府県）

資料：林野庁ホームページ資料より作成。

令和３年1２月末現在
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９９．． 木木材材利利用用促促進進条条例例のの策策定定状状況況（これまで成立した条例の名称、公布月日） 

 

① 徳島県県産材利用促進条例（H24.12.21）、②茨城県県産材利用促進条例（H26.3.26）、 

③秋田県木材利用促進条例（H28.3.15）、④富山県県産材利用促進条例（H28.9.30）、⑤山
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条例（H29.3.21）、⑦高知県県産木材の供給及び利用の促進に関する条例（H29.3.24）、⑧

兵庫県県産木材の利用促進に関する条例（H29.6.12）、⑨みんなでつかおう「ふくいの木」

促進条例（H29.7.14）、⑩栃木県県産木材利用促進条例（H29.10.18）、⑪香川県県産木材の

供給及び利用の促進に関する条例（H29.12.14）、⑫森林資源の循環利用の促進に関するか
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用促進条例（H30.6.25）、⑮広島県県産木材利用促進条例（H30.10.2）、⑯林業県ぐんま県

産木材利用促進条例（H30.12.25）、⑰愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例

（H30.12.25）、⑱新潟県県産木材の供給及び利用の促進に関する条例（H30.12.27）、⑲岩

手県県産木材等利用促進条例（H31.3.26）、⑳山梨県県産木材利用促進条例（H31.3.29）、 

㉑奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例（R2.3.30）、㉒三重の木づかい条例

（R3.3.23）、㉓宮崎県木材利用促進条例（R3.3.24）、㉔愛知県木材利用促進条例、㉕京都府 

府内産木材の利用の促進に関する条例 

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉔

㉒

㉓
㉕
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９９．． 木木材材利利用用促促進進条条例例のの策策定定状状況況（これまで成立した条例の名称、公布月日） 
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③秋田県木材利用促進条例（H28.3.15）、④富山県県産材利用促進条例（H28.9.30）、⑤山

形県の豊かな森林資源を活用した地域活性化条例（H28.12.27）、⑥岡山県県産材利用促進

条例（H29.3.21）、⑦高知県県産木材の供給及び利用の促進に関する条例（H29.3.24）、⑧

兵庫県県産木材の利用促進に関する条例（H29.6.12）、⑨みんなでつかおう「ふくいの木」

促進条例（H29.7.14）、⑩栃木県県産木材利用促進条例（H29.10.18）、⑪香川県県産木材の

供給及び利用の促進に関する条例（H29.12.14）、⑫森林資源の循環利用の促進に関するか

ごしま県民条例（H29.12.26）、⑬みやぎ森と緑の県民条例（H30.3.23）、⑭石川県県産材利

用促進条例（H30.6.25）、⑮広島県県産木材利用促進条例（H30.10.2）、⑯林業県ぐんま県

産木材利用促進条例（H30.12.25）、⑰愛媛県木材の供給及び利用の促進に関する条例

（H30.12.25）、⑱新潟県県産木材の供給及び利用の促進に関する条例（H30.12.27）、⑲岩

手県県産木材等利用促進条例（H31.3.26）、⑳山梨県県産木材利用促進条例（H31.3.29）、 

㉑奈良県県産材の安定供給及び利用の促進に関する条例（R2.3.30）、㉒三重の木づかい条例

（R3.3.23）、㉓宮崎県木材利用促進条例（R3.3.24）、㉔愛知県木材利用促進条例、㉕京都府 

府内産木材の利用の促進に関する条例 
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償
提
供
の
主
な
内
容

滋
賀

1
新

設
：
県

産
木

材
の

利
用

量
に
応

じ
て
助
成

（
３
０
万

円
／

戸
、
４
０
万

円
／

戸
）
、
木
質

化
改
修

：
県
産

木
材
の

利
用
量

に
応
じ

て
助

成
（
@
３
千

円
／

m
2
、
上

限
2
0
万

円
）

京
都

1
1

【
補

助
】
京

都
府

産
認

証
木

材
を
使
用

し
た
建

築
物

を
新

築
・増

改
築

し
た
緑

の
工
務

店
等
に
対

し
、
最

大
4
0
万

円
（
多

子
世
帯

用
の

住
宅

建
設

の
場

合
、
最

大
6
0
万

円
）
を
助
成

【
融

資
】
融

資
額

は
7
0
0
万

円
以

内
（
地
域

優
良
木

造
住
宅

）
、

9
0
0万

円
以
内

（
府

内
産

木
材
使

用
住
宅

）

大
阪

兵
庫

1
1

【
低

利
融

資
】
県

産
木

材
を

5
0
%
以

上
使

用
し
た
木

造
住

宅
の

新
築

・
増

改
築

、
ま
た
は

県
産

木
材

の
内

装
材

を
3
0
m

2
以

上
使

用
す

る
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム

に
対

す
る
低

利
融

資
【
経

費
の

一
部

助
成

】
工

務
店

に
よ
る
兵

庫
県

産
木

材
の

魅
力

を
見

せ
る
木

造
住

宅
（
県

産
木

材
を

5
0
％

以
上

利
用

し
、
県

産
木

材
の

構
造

材
や

内
装

材
を
見

せ
て
い
る
）
の

設
計

を
支

援
（
１
件

あ
た
り

3
0
万

円
）

奈
良

1
「
奈

良
県

地
域

認
証

材
」
又

は
「
奈

良
県

産
材
」
を
一
定

量
（
構
造

材
5㎥

、
内

装
材

2
0
㎡

）以
上

使
用
し
た
住

宅
の

新
築
･増

改
築

･リ
フ
ォ
ー
ム
を
行

っ
た
場

合
に
助

成
（
5万

～
2
5万

円
）

和
歌

山
1

【
新

築
・
増

築
・
改

築
】
乾

燥
紀
州

材
の
使

用
量
に
応

じ
て
助

成
（
上
限

2
0
万
円

／
戸
）
（
5
～

1
0
m

3
未

満
（
6
万

円
）
、

1
0
～

1
5m

3未
満

（
1
3
万

円
）
、

1
5
m

3
以

上
（
2
0
万

円
）
）
、
【
新

築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
の

内
外
装

支
援
】
乾

燥
紀

州
材
を

2
0
m

2
以
上

使
用
し
た
場

合
に

助
成

（
定

額
5
万

円
／

戸
）

鳥
取

1
新

築
：
県

産
材

1
0
m

3
以

上
使

用
す
る
木

造
住

宅
を
建
設

す
る
場

合
、
定

額
1
5
万
円

支
援
他

（
上
限

1
5
0
万
円

）
改

修
：
県

産
材

を
一

定
量

以
上

使
用
し
た
場

合
1
ｍ

3
に
つ
き

2
万

円
支

援
、
内

外
装

材
１
ｍ

2
に
つ
き
２
千
円

支
援
他

（
上

限
5
0
万

円
）

島
根

2

木
造

住
宅

建
築

グ
ル

ー
プ
に
、
木

造
住

宅
の
普

及
・P

R
経

費
と
し
て
、

1
戸

に
つ
き

1
5
万

円
又

は
30
万

円
を
助

成
。
構

造
材
に
県

産
材

を
50
％

以
上

使
用

し
、
住
宅

を
新
築

・
購
入

し
た
場

合
2
万

円
/m

3を
助

成
（上

限
3
0万

円
）
、
最

大
20
万

円
ま
で
加

算
あ
り
。

岡
山

1

①
新

築
(県

産
乾

燥
材

使
用

)：
8
m

3以
上

使
用

し
て
住
宅

を
新
築

す
る
場

合
、
定

額
2
0万

円
助
成

②
新

築
(県

産
森

林
認

証
材

使
用

)：
4
ｍ

3
以

上
使

用
し
て
住
宅

を
新

築
す
る
場

合
、

1
m

3
に
つ
き

3
万

円
助
成

（
上

限
2
4
万

円
）

③
改

修
(県

産
森

林
認

証
材

使
用

)：
2
ｍ

3
以

上
使

用
し
て
、
平
成

3
0
年

7
月

豪
雨
等

に
よ
り
被

災
し
た
住

宅
を
改

修
す
る
場

合
、

1
m

3
に
つ
き

3
万

円
助

成
（
上
限

2
4
万
円

）

広
島

1
県

産
材

を
主

要
構

造
部

材
に
使

用
し
て
建

築
物

を
建
築

す
る
建

築
会

社
等
に
対

し
助
成

（
助

成
金

額
の
上

限
無
し
）

山
口

1
優

良
県

産
木

材
等

を
一

定
量

使
用
し
た
場

合
、
１
戸
に
つ
き

2
5
万
円

の
助
成

徳
島

1
住

宅
等

を
新

築
し
た
り
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
際

に
、
徳

島
県
木

材
認
証

制
度
に
よ
る
産

地
認

証
を
受

け
た
木
材

を
、
一
定

割
合
以

上
使

用
す
る
こ
と
を
条

件
に
、
施

主
に
住

宅
資
金

を
貸

し
出

す
、
県
と
特

定
金

融
機

関
に
よ
る
協

調
融

資
制

度

香
川

1
県

産
ヒ
ノ
キ
材

の
利

用
量

に
応

じ
て
助
成

（
構

造
材

等
1万

円
/
㎥
、
内

装
材

3
千

円
/㎡

、
内

装
材
を
除
き

1
5
㎥

を
超

え
る
と

4
万

円
/
㎥

を
特

別
加

算
、
上

限
5
0万

円
/
軒
）

愛
媛

1
1

3

○
主

要
部

材
の

3
0
%
以

上
に
地

域
材
を
使
用

し
た
住

宅
を
建
設

・
購

入
す
る
者

に
対
し
、
指

定
金

融
機

関
の
融

資
資
金

の
金
利

優
遇

を
行

う
（
金

利
優
遇

の
内
容

は
金
融

機
関
に
よ
り
そ
れ

ぞ
れ

異
な
る
）

○
主

要
部

材
の

5
0
%
以

上
に
地

域
材
を
使
用

し
た
住

宅
を
建
設

・
購

入
し
、
指

定
金

融
機

関
か
ら
融
資

を
受

け
る
場

合
、
最

長
5

年
間

利
子

補
給

（
上

限
８
０
０
万
円

）
○

住
宅

等
を
新

築
す
る
施

主
に
対

し
、
一

戸
あ
た
り

1
4
7
,0

0
0円

を
助
成

○
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行

う
施

主
に
対

し
、
県

産
材

製
品
の

利
用
に
つ
い
て

1件
あ
た
り

1
0
0
～

1
40
千

円
を
助

成
○

外
構

施
設

の
設

置
を
行
う
施
主

に
対

し
、
県

産
材

製
品

の
利
用

に
つ
い
て

1
件

あ
た
り

1
0
0
～

1
4
0
千
円

を
助

成

高
知

1
基

準
に
適

合
す
る
県

内
の

木
造

住
宅

を
対

象
に
、

1
戸

に
つ
き

8
0
万

円
を
上

限
に
助

成

福
岡

1
1

使
用

す
る
木

材
の

う
ち

7
0
％

以
上

を
県

内
加

工
材
と
す
る
こ
と
な
ど
の

基
準
を
満
た
し
た
木
造

住
宅
を
新

築
又

は
購
入

す
る
方

に
対

し
、
助

成
金

を
交

付
（
県

産
材
の

使
用
量

に
応

じ
て
上

乗
せ

が
あ
り
）

佐
賀

1
佐

賀
県

産
木

材
地

産
地

消
の
応

援
団
（
大

工
・
工

務
店
）
が

取
り
扱

う
木
造

住
宅
で
新
築

す
る
場

合
に
経

費
の

一
部
を
助
成

（
新

築
：
3
0
万

円
/
棟

（
定

額
）
）

長
崎

熊
本

1
県

木
連

に
よ
る
県

産
材

無
償

提
供

事
業
（
木

造
住
宅

新
築
・
増

改
築

）
へ

の
補

助

大
分

宮
崎

1
み

や
ざ
き
ス
ギ
を
活

用
し
た
住

宅
を
普
及

さ
せ

る
た
め
の

P
R
活

動
に
要

す
る
経

費
の

一
部
を
助
成

(産
直

団
体
、
工

務
店
等
を
対

象
）

鹿
児

島

沖
縄

事
業

数
6

4
3
7

1
4

都
道

府
県

数
6

4
2
8

1
3
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市
町
村
に
お
け
る
木
造
住
宅
建
設
促
進
に
係
る
助
成
制
度
（令

和
２
年
度

）

注
１
：
林

野
庁

業
務
資

料

注
２
：
新

規
募

集
を
終

了
し
た
制
度

に
つ
い
て
は

掲
上

し
て
い
な
い
。

令
和
２
年
８
月
現
在

都
道

府
県

名
経

費
の

一
部

助
成

地
域

材
の

無
償

提
供

利
子

補
給

合
計

市
町
村
数

（
Ｈ

3
1
）

実
施
市
町
村

三
重

6
6

5
7

松
阪
市
、
尾
鷲
市
、
紀
北
町
、
紀
宝
町
、
熊
野
市

滋
賀

4
4

4
4

高
島
市
、
多
賀
町
、
甲
賀
市
、
長
浜
市

京
都

2
2

2
2

京
都
市
、
綾
部
市

大
阪

1
1

1
1

和
泉
市

兵
庫

6
6

4
3

宍
粟
市
、
丹
波
市
、
丹
波
篠
山
市
、
神
河
町

奈
良

4
4

4
7

桜
井
市
、
宇
陀
市
、
下
市
町
、
川
上
村

和
歌
山

6
6

6
5

新
宮
市
、
日
高
川
町
、
那
智
勝
浦
町
、
古
座
川
町
、
串
本
町
、
北
山
村

鳥
取

4
4

4
4

智
頭
町
、
若
桜
町
、
南
部
町
、
日
南
町

島
根

1
0

1
0

8
8

松
江
市
、
出
雲
市
、
雲
南
市
、
大
田
市
、
浜
田
市
、
津
和
野
町
、
吉
賀
町
、
隠
岐

の
島
町

岡
山

3
3

2
1
1

津
山
市
、
久
米
南
町

広
島

2
2

4
3

3
庄
原
市
、
神
石
高
原
町
、
安
芸
太
田
町

山
口

2
2

2
2

岩
国
市
、
萩
市

徳
島

7
1

8
8

8
美
馬
市
、
三
好
市
、
東
み
よ
し
町
、
那
賀
町
、
海
陽
町
、
阿
波
市
、
吉
野
川
市
、

神
山
町

香
川

1
1

1
1

ま
ん
の
う
町

愛
媛

1
2

1
2

1
2

1
2

西
条
市
、
伊
予
市
、
久
万
高
原
町
、
内
子
町
、
大
洲
市
、
西
予
市
、
伊
方
町
、
八

幡
浜
市
、
宇
和
島
市
、
鬼
北
町
、
松
野
町
、
愛
南
町

高
知

9
9

8
8

四
万
十
市
、
梼
原
町
、
仁
淀
川
町
、
四
万
十
町
、
津
野
町
、
土
佐
清
水
市
、
香

美
市
、
土
佐
町

福
岡

4
4

4
4

う
き
は
市
、
添
田
町
、
八
女
市
、
豊
前
市

佐
賀

長
崎

熊
本

1
0

1
0

1
0

1
0

美
里
町
、
小
国
町
、
八
代
市
、
水
俣
市
、
芦
北
町
、
人
吉
市
、
多
良
木
町
、
山
江

村
、
湯
前
町
、
天
草
市

大
分

3
3

3
3

大
分
市
、
中
津
市
、
日
田
市

宮
崎

1
1

1
1

1
1

1
1

日
南
市
、
高
千
穂
町
、
美
郷
町
、
椎
葉
村
、
五
ヶ
瀬
町
、
日
之
影
町
、
諸
塚
村
、

西
都
市
、
高
原
町
、
宮
崎
市
、
川
南
町

鹿
児
島

4
4

4
5

さ
つ
ま
町
、
出
水
市
、
南
種
子
町

､屋
久
島
町

沖
縄

事
業
数

2
1
4

5
2

2
2
1

2
0
9

2
6
5

都
道

府
県

数
3
8

4
2

3
8

都
道

府
県

名
経

費
の

一
部

助
成

地
域

材
の

無
償

提
供

利
子

補
給

合
計

市
町

村
数

（
Ｈ

3
1
）

実
施

市
町

村

北
海
道

1
7

1
7

1
5

1
8

平
取

町
、
松

前
町

、
知

内
町

、
津

別
町

、
置

戸
町

、
美

幌
町

、
紋

別
市

、
滝

上
町

、
雄

武
町

、
足

寄
町

、
白

糠
町

、
当

麻
町

、
美

深
町

、
下

川
町

、
森

町

青
森

岩
手

1
5

1
5

1
5

1
5

盛
岡

市
、
宮

古
市

、
大

船
渡

市
、
一

関
市

、
陸

前
高

田
市

、
釜

石
市

、
八

幡
平

市
、
雫

石
町

、
葛

巻
町

、
岩

手
町

、
紫

波
町

、
住

田
町

、
大

槌
町

、
岩

泉
町

、
野

田
村

宮
城

4
4

4
5

登
米

市
，
大

崎
市

，
川

崎
町

，
南

三
陸

町

秋
田

3

山
形

1
9

1
2
0

1
6

1
9

山
形

市
、
寒

河
江

市
、
河

北
町

、
朝

日
町

、
大

江
町

、
村

山
市

、
東

根
市

、
米

沢
市

、
小

国
町

、
白

鷹
町

、
飯

豊
町

、
鶴

岡
市

、
酒

田
市

、
金

山
町

、
戸

沢
村

、
西

川
町

福
島

6
1

1
8

8
7

塙
町

、
会

津
若

松
市

、
川

俣
町

、
古

殿
町

、
小

野
町

、
柳

津
町

、
只

見
町

、
南

会
津

町

茨
城

4

栃
木

1
1

2
2

8
大

田
原

市
、
塩

谷
町

群
馬

2

埼
玉

2
2

6
7

飯
能

市
、
秩

父
郡

市
（
秩

父
市

、
横

瀬
町

、
長

瀞
町

、
皆

野
町

、
小

鹿
野

町
）

千
葉

2
2

2
2

香
取

市
、
山
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審 査 月 日 出　品 出品量

展 示 月 日 工場数 （ｍ
３
）

　８月　４日(水)

　８月　５日(木)

　９月　１日(水)

　９月　２日(木)

　９月１６日(木）

　９月１７日(金)

１０月１３日(水）

１０月１４日(木）

１１月１０日(水)

１１月１１日(木)

計 ５会場 47 395

１１．第４９回（令和３年度）JAS製材品普及推進展示会の審査・展示会年月日
　　及び会場等一覧

東京木材市場株式会社 5 60

株式会社 津山綜合木材市場 8 100

審査・展示会場

（株）東海木材相互市場 大口市
場

17 142

肥後木材株式会社 10 66

丸宇木材市売（株）北浜市場 7 27

第４９回（令和３年度）JAS製材品普及推進展示会　受賞者一覧表

賞 県名 会社名 賞 県名 会社名

農林水産大臣 秋田県 株式会社 沓澤製材所　製材工場 全木連会長 熊本県 天草地域森林組合木材流通センター　製材工場

農林水産大臣 岐阜県 株式会社沓澤製材所　製材工場 全木連会長 熊本県 株式会社佐藤林業　製材工場

農林水産大臣 岡山県 山下木材株式会社　製材工場

農林水産大臣 岡山県 牧野木材工業株式会社　本社工場 全市連会長 熊本県 株式会社佐藤製材所　製材工場

全市連会長 岡山県 河井林産株式会社　 鏡野工場

農林水産省大臣官房長 大分県 株式会社日田十条　製材工場

農林水産省大臣官房長 愛媛県 八幡浜官材協同組合　製材工場 全買連会長 熊本県 上球磨森林組合　加工工場

農林水産省大臣官房長 三重県 株式会社オオコーチ　勢和工場 全買連会長 熊本県 株式会社松島木材センター　製材工場

農林水産省大臣官房長 富山県 ウッドリンク株式会社製材事業部　製材工場 全買連会長 岐阜県 株式会社丸七ヒダ川ウッド　製材工場

農林水産省大臣官房長 宮崎県 外山木材株式会社　今町工場

農林水産省大臣官房長 愛知県 株式会社東海木材相互市場　大口工場 優良開催市場 愛知県 株式会社東海木材相互市場　大口市場

農林水産省大臣官房長 岐阜県 伊藤林産有限会社　製材工場 優良開催市場 熊本県 肥後木材株式会社

農林水産省大臣官房長 山口県 大林産業株式会社　製材工場

農林水産省大臣官房長 岩手県 有限会社マルヒ製材　製材工場 優良買方感謝状 東京都 株式会社京和木材

農林水産省大臣官房長 岡山県 鳥越工業株式会社　製材工場 優良買方感謝状 兵庫県 株式会社名田商店

農林水産省大臣官房長 三重県 斎藤木材有限会社　製材工場 優良買方感謝状 愛知県 桑原木材株式会社

農林水産省大臣官房長 兵庫県 協同組合兵庫木材センター　　製材工場 優良買方感謝状 埼玉県 水本木材

優良買方感謝状 熊本県 原田木材株式会社

林野庁長官 茨城県 中国木材株式会社　鹿島工場

林野庁長官 栃木県 二宮木材株式会社　本社工場

林野庁長官 岐阜県 恵那小径木加工協同組合　製材工場

林野庁長官 岡山県 小林製材株式会社　本社工場

林野庁長官 広島県 田村木材工業株式会社　本社工場

林野庁長官 宮崎県 エンジニアウッド宮崎株式会社　加工センター

林野庁長官 福島県 協和木材株式会社　塙工場

林野庁長官 秋田県 東北木材株式会社　製材工場

林野庁長官 岐阜県 飛騨高山森林組合　新宮工場

林野庁長官 岐阜県 桑原木材株式会社　金山工場

林野庁長官 埼玉県 金子製材株式会社　製材工場

林野庁長官 熊本県 ランバーやまと協業組合　高月工場

林野庁長官 宮崎県 宮内林業株式会社　製材工場

林野庁長官 宮城県 株式会社佐藤製材所　製材工場

林野庁長官 岐阜県 東濃ひのき製品流通協同組合　第二工場

林野庁長官 三重県 グリーンウッドタクミ協同組合　ウッドピア工場
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《
注
１
》
：
こ
の
外
に
全
数
検
査
認
証
（
構
造
用
製
材
、
造
作
用
製
材
、
下
地
用
製
材
、
広
葉
樹
製
材
）
の
5工

場
（
山
形
2工

場
、
広
島
県
3工

場
）
及
び
北
海
道
の
素
材
11
工
場
が
あ
る
。
　
《
注
２
》
：
北
海
道
の
（
　
　
）
内
の
数
字
は
、
販
売
業
者
（
保
存
処
理
の
構
造
用
、
造
作
用
、
下
地
用
、
枠

組
）
の
認
証
１
件
を
含
む
。
《
注
３
》
：
北
海
道
は
、
こ
の
ほ
か
に
人
工
乾
燥
広
葉
樹
製
材
14
工
場
が
あ
る
（
全
て
Bタ

イ
プ
）
。
　
《
注
４
》
：
１
工
場
で
、
複
数
の
品
目
の
認
証
を
受
け
て
い
る
工
場
が
あ
る
た
め
、
品
目
毎
の
合
計
の
数
値
は
実
工
場
数
の
合
計
の
数
値
と
一
致
し
な
い
。

１１
２２
．．
令令

和和
３３
年年

度度
末末

製製
材材

等等
ＪＪ
ＡＡ
ＳＳ
認認

証証
工工

場場
一一

覧覧
表表

 区 分

  　 所 在 地

認
　
証
　
の
　
区
　
分

実
工
場
数

構
造
用

造
作
用

下
地
用

広
葉
樹

枠
組
壁
工

法
構
造
用

人
　
工
　
乾
　
燥

機
械
等
級

区
分
製
材

構
造
用

造
作
用

下
地
用

枠
組
壁
工

法
構
造
用

構
造
・
造
作

下
地
用

広
葉
樹

枠
組
壁
工

法
構
造
用

M
S
R

枠
組
材

天
然
乾
燥

保
存
処
理

構
造
用

造
作
用
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13．新設住宅着工戸数、木材価格等 
 
詳細については 

モクレポ～林産物に関するマンスリーレポート～：林野庁 (maff.go.jp) 
 
以下、目次 
   新設住宅着工戸数 
   スギ原木の主要市場価格 
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13．新設住宅着工戸数、木材価格等 
 
詳細については 

モクレポ～林産物に関するマンスリーレポート～：林野庁 (maff.go.jp) 
 
以下、目次 
   新設住宅着工戸数 
   スギ原木の主要市場価格 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ
１ロシアからの木材輸入
２令和２年度の公共建築物の木造率について
３生しいたけの原産地表示の見直しについて
４「新たな森林づくりコンクール2021」受賞者決定
５国有林野における効率的・効果的なシカ捕獲わなの普及・展開
６ EU森林戦略2030

特集1
特集2
特集3
特集4

特
集

令和４年４月号

１スギ・ヒノキ原木の主要市場価格
２木材価格、製品価格 ＜参考＞都道府県別データ

木材価格情報
価格1
価格3

0２

１需要量、供給量、自給率の動向
２地域の木材需給動向（各森林管理局からの報告）
３製材工場の原木入荷、製品生産等の動向
４合板工場の原木入荷、製品生産等の動向
５チップ工場の原木入荷、製品生産等の動向
６間伐材等由来の木質バイオマス燃料利用量、紙品種別生産高
７素材生産量
８木材生産の産出額

木材需給情報
需給1

需給5
需給6
需給7
需給8
需給9
需給10

0３

１林産物輸出額
２木材輸出額
３木材輸入額
４木材輸入量
５製材・構造用集成材・合板の輸入平均単価

林産物輸出入情報
輸出入1
輸出入2
輸出入3
輸出入4
輸出入10

0４

１特用林産物の国内生産量
２特用林産物の産出額
３特用林産物の輸出入量
４特用林産物の輸出額
５きのこ類の卸売量・価格

特用林産情報
特産1
特産2
特産3
特産4
特産7

0５

4月中旬以降の開催情報
セミナー・イベント情報

ｲﾍﾞﾝﾄ1
0６

１新設住宅着工戸数
２新設住宅着工床面積 ＜参考＞非居住用建築物着工床面積
３ 木材産業の業況
４ USドル及びユーロ為替相場
５米国民間新設住宅着工戸数、日本向けコンテナ運賃
６中国の木材輸入量、EUにおける建設活動水準

基礎1

基礎8
基礎9
基礎10
基礎11

基礎的指標0１

需給4

基礎4

特集5
特集6

林産物に関するマンスリーレポート　“モクレポ”
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〇新設住宅着工戸数（構造別）

基礎2

（単位：千戸、％）
木造 戸数

年・月 合計 計 在来軸組 ２×４ ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 非木造　　 木造率 年率季節調整値
　 　 前年 前年 前年 前年 前年 　 前年 　 　 前年 　

比 比 比 比 比 比 比

1 66 87 39 100 29 99 8.6 103 0.9 86 27 73 58.7 856 86
2 69 97 38 97 29 97 8.3 97 1.0 96 31 98 55.5 926 99
3 70 92 40 96 30 96 8.7 96 0.9 96 30 87 57.1 895 91
4 84 100 45 100 34 100 10.2 101 0.9 82 39 101 53.7 992 99
5 80 101 43 97 34 100 8.5 88 0.9 82 36 107 54.6 996 100
6 81 93 46 97 35 98 10.1 93 1.2 93 35 88 56.9 915 91
7 83 99 47 98 36 99 9.8 95 1.1 104 36 100 56.8 958 98
8 82 102 47 100 36 100 10.2 101 1.0 99 35 104 57.4 957 102
9 82 99 48 100 37 102 10.6 95 1.1 93 33 96 59.1 943 99

10 83 100 50 102 38 103 11.3 100 1.3 108 33 97 60.3 950 100
11 84 99 48 96 37 96 10.3 96 1.1 94 36 104 57.1 957 100
12 78 102 47 103 35 103 10.4 104 1.1 98 32 101 59.7 961 103
1 67 101 38 98 29 99 7.9 91 1.0 105 29 106 56.8 872 102
2 72 104 40 104 31 106 8.3 100 0.9 85 32 104 55.6 967 104
3 77 110 41 104 31 104 9.1 105 0.9 95 35 118 54.1 989 110
4 79 94 45 100 35 103 9.0 88 1.1 120 34 88 56.9 931 94
5 73 91 42 97 33 97 8.2 97 1.0 115 30 84 58.2 900 90
6 82 100 48 104 37 105 10.0 99 1.2 104 33 96 59.0 922 101
7 79 96 46 99 36 100 9.4 96 1.1 95 33 92 58.5 910 95
8 76 93 44 93 34 94 9.0 88 1.0 92 32 93 57.4 891 93
9 78 95 44 92 34 91 9.9 93 1.0 95 33 100 57.0 897 95

10 77 93 46 91 35 92 9.9 87 1.1 82 31 95 59.3 879 93
11 74 87 45 94 34 94 9.8 95 1.1 93 28 78 61.6 834 87
12 72 92 43 91 33 92 9.2 89 1.0 89 29 93 59.3 852 89
1 60 90 34 89 26 89 7.0 89 0.8 82 26 91 56.1 813 93
2 63 88 36 90 28 90 7.3 88 0.8 88 27 85 56.8 871 90
3 71 92 40 97 31 97 8.7 95 0.9 102 31 87 56.8 905 92
4 70 88 39 86 30 86 7.7 86 0.8 75 31 90 55.8 801 86
5 64 88 36 84 28 85 6.8 83 0.9 96 28 93 55.8 809 90
6 71 87 41 86 33 90 7.3 73 1.0 79 30 89 58.0 790 86
7 70 89 40 87 32 88 7.8 84 0.9 89 30 91 57.6 828 91
8 69 91 38 88 30 89 7.5 83 1.0 102 31 95 55.6 819 92
9 70 90 40 90 30 91 8.6 87 1.0 92 30 90 56.9 815 91

10 71 92 41 91 32 93 8.2 84 0.9 89 29 93 58.6 802 91
11 71 96 43 96 34 98 8.6 87 1.0 92 27 97 61.3 820 98
12 66 91 40 94 32 97 7.6 82 0.9 92 25 87 61.3 784 92
1 58 97 33 99 27 103 5.9 85 0.6 82 25 95 57.1 801 99
2 61 96 35 99 28 101 6.6 90 0.7 93 25 93 58.3 808 93
3 72 101 39 97 31 102 7.0 81 0.8 93 33 107 54.3 880 97
4 75 107 41 106 32 107 7.8 101 0.8 96 33 109 55.1 883 110
5 70 110 41 115 33 116 7.9 116 0.8 80 29 103 58.6 875 108
6 76 107 46 111 36 109 8.9 122 1.1 111 31 102 60.0 866 110
7 77 110 45 110 36 112 8.3 106 0.8 86 33 109 57.9 926 112
8 74 108 45 116 35 117 8.7 116 1.0 98 30 97 60.0 855 104
9 73 104 45 113 35 115 9.2 108 1.1 117 28 93 61.7 845 104

10 78 110 46 112 36 112 9.4 114 1.1 114 32 108 59.5 892 111
11 73 104 45 103 35 104 8.5 100 1.0 101 29 104 61.1 848 103
12 68 104 41 102 32 102 7.8 103 0.8 91 28 108 59.7 838 107
1 60 102 34 101 27 102 5.9 99 0.6 87 26 104 56.5 820 102
2 65 106 35 100 29 101 6.2 94 0.7 100 29 115 54.8 872 108

2018年計 942 98 539 99 410 99 117 97 13 94 403 96 57.2 942 97
2019年計 905 96 523 97 402 98 110 94 12 97 382 95 57.8 904 96
2020年計 815 90 469 90 365 91 93 85 11 89 346 91 57.6 821 91
2021年計 856 105 502 107 396 108 96 103 11 97 354 102 58.7 860 105

2018年 第１四半期 205 92 117 97 89 97 26 99 2.8 93 88 85 57.1 892 92
第２四半期 245 98 135 98 103 100 29 94 2.9 86 110 98 55.1 968 97
第３四半期 246 100 142 100 108 100 31 97 3.3 98 104 100 57.8 953 100
第４四半期 246 101 145 100 110 101 32 100 3.5 100 101 101 59.0 956 101

2019年 第１四半期 216 105 120 102 92 103 25 99 2.7 94 96 109 55.4 942 106
第２四半期 234 95 135 100 105 102 27 95 3.3 112 98 89 58.0 918 95
第３四半期 233 95 134 94 103 95 28 92 3.1 94 99 95 57.7 899 94
第４四半期 223 91 134 92 102 93 29 90 3.1 88 89 88 60.1 855 89

2020年 第１四半期 194 90 110 92 84 92 23 91 2.4 90 84 88 56.6 863 92
第２四半期 205 88 116 85 91 87 22 80 2.7 83 89 91 56.6 800 87
第３四半期 210 90 119 88 92 89 24 85 2.9 94 91 92 56.7 821 91
第４四半期 207 93 125 93 98 96 24 84 2.8 91 82 92 60.4 802 94

2021年 191 98 108 98 86 102 20 85 2.2 89 83 99 56.5 830 96
221 108 128 111 101 110 25 113 2.6 95 93 105 57.9 875 109
225 107 134 113 105 114 26 110 2.9 100 90 99 59.8 876 107
220 106 132 106 104 106 26 105 2.9 102 88 107 60.1 859 107

資料：国土交通省「住宅着工統計」

2018年

2022年

2019年

第２四半期
第３四半期

2020年

第４四半期

第１四半期

2021年
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第第    ２２  号号  議議  案案  

  

令令  和和  ３３  年年  度度  

  

収収  支支  決決  算算  承承  認認  のの  件件  
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((単単位位：：円円))

科科　　　　　　　　目目 　　　　　　  　　当当年年度度 　　　　      　　前前年年度度 増増　　　　減減

ⅠⅠ　　資資産産のの部部

　　１１．．流流動動資資産産　　

　　　　　　現現金金 5500,,000000 5500,,000000 00

　　　　　　普普通通預預金金 113366,,772266,,448822 226677,,226622,,558844 △△  113300,,553366,,110022

　　　　　　定定期期預預金金 1111,,001100,,662200 1177,,001100,,773388 △△  66,,000000,,111188

　　　　　　有有価価証証券券 11,,000000,,000000 11,,000000,,000000 00

　　　　　　商商品品 00 00 00

　　　　　　未未収収金金 66,,114411,,772222 2288,,229999,,771188 △△  2222,,115577,,999966

　　　　　　短短期期貸貸付付金金 00 115533,,000000 △△  115533,,000000

　　　　　　立立替替金金 779944,,117788 11,,882222,,773366 △△  11,,002288,,555588

　　　　　　前前払払金金 882266,,552299 11,,112211,,779900 △△  229955,,226611

  　　　　流流動動資資産産合合計計 115566,,554499,,553311 331166,,772200,,556666 △△  116600,,117711,,003355

　　２２..  固固定定資資産産

　　　　（（１１））特特定定資資産産

　　　　　　　　機機材材 33 33 00

　　　　　　　　退退職職給給付付引引当当資資産産 2288,,332211,,110044 2277,,999999,,006677 332222,,003377

　　　　　　　　特特定定資資産産合合計計 2288,,332211,,110077 2277,,999999,,007700 332222,,003377

　　　　（（２２））そそのの他他固固定定資資産産

　　　　　　　　電電話話加加入入権権 5500,,330000 5500,,330000 00

　　　　　　　　敷敷金金 88,,550044,,330000 88,,550044,,330000 00   

　　　　　　　　保保証証金金 00 00 00

　　　　　　　　出出資資金金 00 00 00

　　　　　　そそのの他他固固定定資資産産合合計計 88,,555544,,660000 88,,555544,,660000 00

　　　　固固定定資資産産合合計計 3366,,887755,,770077 3366,,555533,,667700 332222,,003377

　　　　資資産産合合計計 119933,,442255,,223388 335533,,227744,,223366 △△  115599,,884488,,999988

ⅠⅠ　　負負債債のの部部

　　１１．．流流動動負負債債

　　　　　　短短期期借借入入金金 00 115533,,000000 △△  115533,,000000

　　　　　　未未払払金金　　 8866,,660088,,667733 224400,,779922,,225599 △△  115544,,118833,,558866

　　　　　　未未払払法法人人税税等等 00 00 00

　　　　　　未未払払消消費費税税 00 00 00

　　　　　　預預りり金金 22,,775599,,331133 66,,110055,,883344 △△  33,,334466,,552211

　　　　　　前前受受金金 440022,,550000 553355,,660000 △△  113333,,110000

　　　　　　未未払払費費用用 11,,001111,,770000 22,,002222,,005500 △△  11,,001100,,335500

  　　　　流流動動負負債債合合計計 9900,,778822,,118866 224499,,660088,,774433 △△  115588,,882266,,555577

　　２２..  固固定定負負債債

　　　　　　退退職職給給付付引引当当金金 2288,,332211,,110044 2277,,999999,,006677 332222,,003377

　　　　　　固固定定負負債債合合計計 2288,,332211,,110044 2277,,999999,,006677 332222,,003377

　　　　負負債債合合計計 111199,,110033,,229900 227777,,660077,,881100 △△  115588,,550044,,552200

ⅢⅢ　　正正味味財財産産のの部部

　　　　正正味味財財産産合合計計 7744,,332211,,994488 7755,,666666,,442266 △△  11,,334444,,447788

負負債債及及びび正正味味財財産産合合計計 119933,,442255,,223388 335533,,227744,,223366 △△  115599,,884488,,999988

貸貸　　借借　　対対　　照照　　表表
令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　正正味味財財産産増増減減計計算算書書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　((令令和和33年年  44月月  11日日かからら令令和和44年年  33月月3311日日ままでで))

科科                    目目
ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部
    １１．．経経常常増増減減のの部部
        ((11))  経経常常収収益益
                ①①受受取取会会費費
                ②②負負担担金金収収入入
                ③③事事業業等等収収入入
                    　　事事　　務務　　収収　　入入
                    　　事事　　業業　　収収　　入入
                        　　出出　　版版　　事事　　業業
                        　　貸貸　　室室　　収収　　  入入
                        　　木木材材製製品品認認定定事事業業
              ④④受受取取補補助助金金等等
                  　　国国庫庫補補助助金金
              　　　　受受託託事事業業収収入入
              ⑤⑤雑雑収収益益
              ⑥⑥引引当当金金取取崩崩収収入入
                経経常常収収益益計計
        ((22))  経経常常費費用用
                ①①事事業業費費
                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬
                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当
                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金
                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費
                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費
                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費
                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費
                  　　減減　　価価　　償償　　却却　　費費
                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費
              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費
                  　　材材            料料            費費
      　　            車車      借借　　　　上上      料料
    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費
    　　              会会            議議            費費
            　　      会会            場場            費費
  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費
    　　              賃賃　　　　　　借借　　　　　　料料
    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費
    　　              諸諸            謝謝            金金
      　　            交交      際際      諸諸        費費
　　                  租租      税税      公公        課課
　　                  支支    払払　　負負    担担    金金
    　　              支支      払払    寄寄  付付    金金
          　　        委委            託託            費費
　　　　　　　　　　  登登            記記            料料
      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金
　　　　　　　　　　  雑雑                            費費
　　　　　　　　　　  退退    職職    金金    支支    払払
                ②②管管理理費費
                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬
                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当
                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金
                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費
                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費
                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費
                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費
              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費
    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費
    　　              会会            議議            費費
            　　      会会            場場            費費
  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費
　　                  賃賃            借借            料料
    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費
    　　              諸諸            謝謝            金金
      　　            交交      際際      諸諸        費費
　　                  租租      税税      公公        課課
　　                  支支    払払　　負負    担担    金金
          　　        委委            託託            費費
            　　      登登            記記            料料
      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金
　　                  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費
　　　　　　　　　　  退退    職職    金金    支支    払払
                経経常常費費用用計計
                    当当期期経経常常増増減減額額

44,,009988,,669933

883399,,449911 00 883399,,449911

88,,116600

1100,,771100 55,,110000 55,,661100

6644,,883333 114499,,553388 △△  8844,,770055
113322,,002255 115544,,664488 △△  2222,,662233
112211,,220022 7711,,664466 4499,,555566

3300,,448844 2200,,889900

1144,,009911,,888822 1133,,117711,,995577 991199,,992255

00
220099,,446622,,558833

00
663322,,882244,,444400

00
△△  442233,,336611,,885577

880055,,552277,,440022

885500,,003377

△△  11,,334444,,447788 44,,112222,,886644

117722,,997777 226633,,559966 △△  9900,,661199
11,,887700 77,,334444 △△  55,,447744

00 77,,001122 △△  77,,001122

3366,,880055 2288,,664455

442244,,777711,,663300 △△  338800,,775555,,777722
△△  55,,446677,,334422

77,,008811 77,,995533 △△  887722

333388,,009966 110055,,005533 223333,,004433
99,,556688 1133,,881188 △△  44,,225500

11,,336600,,003300 △△  550099,,999933

11,,224455,,779966 11,,001144,,333399 223311,,445577

11,,118844,,551155 11,,332299,,440033 △△  114444,,888888

99,,559944

111166,,776633 3333,,888844 8822,,887799
446688,,110033 338833,,224433 8844,,886600

55,,772277,,669999 55,,552222,,009944 220055,,660055
8888,,226611 55,,000066 8833,,225555

11,,993311,,115555 11,,557788,,445533 335522,,770022

44,,009988,,669933 00

4466,,771100 6677,,445599 △△  2200,,774499

884444,,553377 11,,228866,,997700 △△  444422,,443333

44,,115500,,118844 66,,664400,,114455 △△  22,,448899,,996611

221155,,771199 222233,,773377 △△  88,,001188
1155,,115500,,227744 1144,,331122,,770066 883377,,556688

△△  2222,,661100

44,,119944,,225555 22,,778844,,445566 11,,440099,,779999

11,,226600,,338800
5522,,229900 7744,,990000

99,,881111,,777700 1100,,116600,,447788 △△  334488,,770088
559911,,775533 338800,,660044 221111,,114499
998811,,333355 11,,770055,,777788 △△  772244,,444433

993322,,994433 11,,336622,,000000 △△  442299,,005577
66,,990099,,668866 22,,339988,,222288 44,,551111,,445588

00 00 00

1133,,774455,,333344 77,,445588,,337733 66,,228866,,996611
00 2255,,998877 △△  2255,,998877

557700,,007777 116655,,443366 440044,,664411

1100,,221199,,557788 88,,449977,,556666 11,,772222,,001122
66,,995500,,886688 33,,006600,,553388 33,,889900,,333300

8811,,774400 7777,,667700 44,,007700

441100,,667799,,774488 779922,,335555,,444455 △△  338811,,667755,,669977
1122,,000077,,118811 44,,557755,,444433

5511,,335511,,004422 4422,,330055,,001122 99,,004466,,003300
1111,,338866,,666655 22,,997755,,222200 88,,441111,,444455

1166,,558822,,662244

330088,,001133,,445500 770000,,669944,,884411 △△  339922,,668811,,339911

△△  338866,,222233,,111144442233,,442277,,115522 880099,,665500,,226666
44,,993388,,118844 00 44,,993388,,118844

772299,,114488 △△  552255,,551199

66,,002277,,990000 66,,442277,,220000 △△  339999,,330000
550033,,660000 225577,,335500 224466,,225500

331177,,336633,,445500 771100,,004444,,884411 △△  339922,,668811,,339911

（単位:円）
当当年年度度 前前年年度度 増増          減減

2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000 00
33,,222200,,000000 00 33,,222200,,000000

5544,,443333,,887733 5566,,668811,,331100 △△  22,,224477,,443377
6677,,770033,,888899 6688,,887788,,227777 △△  11,,117744,,338888

1133,,227700,,001166 1122,,119966,,996677 11,,007733,,004499
66,,773388,,551166 55,,551122,,441177 11,,222266,,009999

1166,,332200 1166,,33220000

99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00
220033,,662299

11,,990044,,330099 22,,008866,,008844 △△  118811,,777755

3388,,663388,,331122 3399,,334411,,662222 △△  770033,,331100

3399,,557788 3388,,551177 11,,006611

22,,446644,,998800 11,,220044,,660000
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科科                目目
木木材材普普及及・・調調査査
事事業業

認認証証木木材材のの普普及及
事事業業

小小計計 出出版版事事業業 そそのの他他事事業業 小小計計 法法人人会会計計

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１．．経経常常増増減減のの部部

        ((11))  経経常常収収益益

                ①①受受取取会会費費 00 00 00 00 00 00 2299,,999988,,000000

                ②②負負担担金金収収入入 00 00 00 33,,222200,,000000 00 33,,222200,,000000 00

                ③③事事業業等等収収入入 00 550033,,660000 550033,,660000 6677,,220000,,228899 00 6677,,220000,,228899 00

                    　　事事　　務務　　収収　　入入 00 00 00 5544,,443333,,887733 00 5544,,443333,,887733 00

                    　　事事　　業業　　収収　　入入 00 550033,,660000 550033,,660000 1122,,776666,,441166 00 1122,,776666,,441166 00

                        　　出出　　版版　　事事　　業業 00 00 00 66,,773388,,551166 00 66,,773388,,551166 00

                        　　貸貸　　室室　　収収　　  入入 00 00 00 66,,002277,,990000 00 66,,002277,,990000 00

                        　　木木材材製製品品認認定定事事業業 00 550033,,660000 550033,,660000 00 00 00 00

              ④④受受取取補補助助金金等等 00 00 00 00 331177,,336633,,445500 331177,,336633,,445500 00

                  　　国国庫庫補補助助金金 00 00 00 00 330088,,001133,,445500 330088,,001133,,445500 00

              　　　　受受託託事事業業収収入入 00 00 00 00 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

              ⑤⑤雑雑収収益益 00 00 00 00 00 00 220033,,662299

              ⑥⑥引引当当金金取取崩崩収収入入 00 00 00 00 00 00 44,,993388,,118844

                経経常常収収益益計計 00 550033,,660000 550033,,660000 7700,,442200,,228899 331177,,336633,,445500 338877,,778833,,773399 3355,,113399,,881133

        ((22))  経経常常費費用用

                ①①事事業業費費

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬 22,,110044,,112288 774466,,003322 22,,885500,,116600 55,,002255,,005588 88,,770077,,440066 1133,,773322,,446644

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当 55,,669977,,008822 11,,446644,,777711 77,,116611,,885533 2233,,111100,,779999 2211,,007788,,339900 4444,,118899,,118899

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金 6622,,330011 1155,,557755 7777,,887766 335533,,004422 1100,,995555,,774477 1111,,330088,,778899

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費 11,,996611,,116688 442211,,779922 22,,338822,,996600 77,,883366,,661188 00 77,,883366,,661188

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費 112255,,111188 55,,338800 113300,,449988 44,,992266,,444499 11,,889933,,992211 66,,882200,,337700

                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費 33,,000000 00 33,,000000 00 7788,,774400 7788,,774400

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費 337777,,229999 8822,,660066 445599,,990055 11,,995511,,338899 1111,,333344,,004400 1133,,228855,,442299

                  　　減減　　価価　　償償　　却却　　費費 00 00 00 00 00 00

                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費 8822,,442211 2200,,660055 110033,,002266 446677,,005511 00 446677,,005511

              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費 116699,,116655 1111,,444411 118800,,660066 665599,,226644 9933,,007733 775522,,333377

                  　　材材            料料            費費 557788,,001144 00 557788,,001144 660055,,000000 55,,772266,,667722 66,,333311,,667722

      　　            車車      借借　　　　上上      料料 00 00 00 00 00 00

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費 112255,,559944 2233,,229999 114488,,889933 77,,007777,,229933 22,,558855,,558844 99,,666622,,887777

    　　              会会            議議            費費 8855,,555555 2211,,338899 110066,,994444 448844,,880099 00 448844,,880099

            　　      会会            場場            費費 115588,,770000 00 115588,,770000 110055,,993300 771166,,770055 882222,,663355

  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費 2277,,993388 66,,998844 3344,,992222 115588,,331133 2222,,448844 118800,,779977

    　　              賃賃　　　　　　借借　　　　　　料料 11,,334444,,221188 333366,,005544 11,,668800,,227722 77,,661177,,223355 55,,885522,,776677 1133,,447700,,000022

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費 2255,,998800 66,,449955 3322,,447755 114477,,222200 3388,,445588,,661177 3388,,660055,,883377

    　　              諸諸            謝謝            金金 6611,,552200 22,,888800 6644,,440000 6655,,228800 22,,333355,,330000 22,,440000,,558800

      　　            交交      際際      諸諸        費費 77,,556600 11,,889900 99,,445500 4422,,884400 00 4422,,884400

　　　　　　　　　　  租租      税税      公公        課課 112222,,110022 3300,,552255 115522,,662277 669911,,991100 00 669911,,991100

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金 1111,,332200 333300 1111,,665500 44,,118822,,660055 00 44,,118822,,660055

    　　              支支      払払    寄寄  付付    金金 00 00 00 00 00 00

          　　        委委            託託            費費 11,,223388,,665566 221100,,336644 11,,444499,,002200 11,,770000,,778844 220066,,331122,,777799 220088,,001133,,556633

　　　　　　　　　　  登登            記記            料料 66,,775533 11,,668888 88,,444411 3388,,226699 00 3388,,226699

      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金 660000,,002277 115500,,000077 775500,,003344 33,,440000,,115500 00 33,,440000,,115500

　　　　　　　　　　  雑雑                            費費 44,,999988 11,,225500 66,,224488 2288,,332233 11,,221111,,222255 11,,223399,,554488

      　　            退退    職職    金金    支支    払払 559922,,558822 114488,,114466 774400,,772288 33,,335577,,996655 33,,335577,,996655

                ②②管管理理費費 1144,,009911,,888822

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬 11,,118844,,551155

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当 55,,772277,,669999

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金 8888,,226611

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費 11,,993311,,115555

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費 3300,,448844

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費 446688,,110033

                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費 111166,,776633

              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費 6644,,883333

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費 113322,,002255

    　　              会会            議議            費費 112211,,220022

            　　      会会            場場            費費 00

  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費 3399,,557788

　　                  賃賃            借借            料料 11,,990044,,330099

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費 3366,,880055

    　　              諸諸            謝謝            金金 1166,,332200

      　　            交交      際際      諸諸        費費 1100,,771100

　　                  租租      税税      公公        課課 117722,,997777

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金 11,,887700

          　　        委委            託託            費費 333388,,009966

            　　      登登            記記            料料 99,,556688

      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金 885500,,003377

　　                  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費 77,,008811

      　　            退退    職職    金金    支支    払払 883399,,449911

                      経経常常費費用用計計 1155,,557733,,119999 33,,770099,,550033 1199,,228822,,770022 7744,,003333,,559966 331177,,336633,,445500 339911,,339977,,004466 1144,,009911,,888822

                    当当期期経経常常増増減減額額 △△  1155,,557733,,119999 △△  33,,220055,,990033 △△  1188,,777799,,110022 △△  33,,661133,,330077 00 △△  33,,661133,,330077 2211,,004477,,993311

112211,,220022

00

11,,993311,,115555

55,,772277,,669999

8888,,226611

113322,,002255

1100,,771100

117722,,997777

3366,,880055

3399,,557788

11,,990044,,330099

1166,,332200

（（単単位位::円円））

998811,,333355

221155,,771199

1155,,115500,,227744

44,,993388,,118844

1133,,774455,,333344

00

66,,995500,,886688

8811,,774400

99,,335500,,000000

220033,,662299

330088,,001133,,445500

66,,002277,,990000

550033,,660000

22,,446644,,998800

5522,,229900

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　((令令和和33年年  44月月  11日日かからら令令和和44年年  33月月3311日日ままでで))

　　　　　　　　　　　　正正味味財財産産増増減減計計算算書書　　実実施施事事業業別別内内訳訳

実実施施事事業業会会計計 そそのの他他会会計計

1133,,227700,,001166

5544,,443333,,887733

2299,,999988,,000000

33,,222200,,000000

合合計計

6677,,770033,,888899

884444,,553377

6644,,883333

3300,,448844

446688,,110033

220099,,446622,,558833

44,,115500,,118844

4466,,771100

11,,224455,,779966

1144,,009911,,888822

11,,118844,,551155

00

44,,119944,,225555

44,,009988,,669933

111166,,776633

△△  11,,334444,,447788

442244,,777711,,663300

99,,556688

885500,,003377

11,,887700

77,,008811

333388,,009966

883399,,449911

3388,,663388,,331122

99,,881111,,777700

559911,,775533

66,,990099,,668866

993322,,994433

00

66,,773388,,551166

442233,,442277,,115522

1166,,558822,,662244

441100,,667799,,774488

557700,,007777

5511,,335511,,004422

1111,,338866,,666655

331177,,336633,,445500

1100,,221199,,557788
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((単単位位：：円円））

科科                目目 金金　　　　額額 摘摘            要要

（（資資産産のの部部））

　　　　現現金金 5500,,000000

          普普通通預預金金 11,,777733,,442266 三三菱菱UUFFJJ銀銀行行虎虎ノノ門門中中央央支支店店

          普普通通預預金金 4477,,992200,,228811 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店

          普普通通預預金金 11,,220088,,770099 みみずずほほ銀銀行行新新橋橋支支店店

          普普通通預預金金 11,,995555,,224422 三三菱菱UUFFJJ銀銀行行本本店店

          普普通通預預金金 22,,440099 商商工工組組合合中中央央金金庫庫金金新新木木場場支支店店

          普普通通預預金金 550088,,661133 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店合合法法事事業業者者登登録録

          普普通通預預金金 4444,,005577,,000033 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店３３当当都都市市木木

          普普通通預預金金 33,,990066,,117711 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店合合法法普普及及・・啓啓発発

          普普通通預預金金 995533,,990066 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店顔顔見見ええ

          普普通通預預金金 2233,,997722,,554433 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店都都市市木木造造

          普普通通預預金金 22,,772200,,225566 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店２２当当初初JJAASS・・製製材材

          普普通通預預金金 550066,,771100 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店２２当当初初JJAASS・・CCLLTT

          普普通通預預金金 77,,224411,,221133 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店人人工工乾乾燥燥SSDD1155

          定定期期預預金金 66,,000000,,662200 三三菱菱UUFFJJ銀銀行行虎虎ノノ門門中中央央支支店店

          定定期期預預金金 22,,001100,,000000 三三菱菱UUFFJJ銀銀行行本本店店

          定定期期預預金金 33,,000000,,000000 商商工工組組合合中中央央金金庫庫金金新新木木場場支支店店

          有有価価証証券券 11,,000000,,000000 木木構構振振

　　　　  商商品品 00 書書籍籍

　　　　  未未収収金金 66,,114411,,772222 補補助助事事業業費費外外

　　  短短期期貸貸付付金金 00

　　　　  立立替替金金 779944,,117788 補補助助事事業業費費外外

          前前払払金金 882266,,552299 借借室室料料

  　　　　　　退退職職給給付付引引当当資資産産 2288,,332211,,110044 りりそそなな銀銀行行東東京京公公務務部部

　　　　  電電話話加加入入権権 5500,,330000

          敷敷　　金金 88,,550044,,330000 借借室室敷敷金金

          機機　　材材 33

　　　　  保保証証金金 00

　　　　  出出資資金金 00

　　　　合合　　計計 119933,,442255,,223388

（（負負債債のの部部））

　　　　  短短期期借借入入金金 00

          未未払払金金 8866,,660088,,667733 　　

          預預りり金金 22,,775599,,331133 社社会会保保険険料料等等

　　　　  前前受受金金 440022,,550000 借借室室料料

　　　　  未未払払費費用用 11,,001111,,770000 振振込込手手数数料料外外

      退退職職給給付付引引当当金金 2288,,332211,,110044

　　　　小小　　計計 111199,,110033,,229900

　　　　正正味味財財産産 7744,,332211,,994488

　　　　合合　　計計 119933,,442255,,223388

財財            産産            目目            録録

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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１１．．重重要要なな会会計計方方針針
　（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

期末に在庫の確認を行っている。
　（２）消費税に関する会計処理方法

税込方式で行っている。
　（３）固定資産の減価償却の方法

定率法で行っている。
　（４）引当金の計上基準
　 退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

２２．．特特定定資資産産等等のの増増減減及及びびそそのの残残高高

　　流動資産等 (単位：円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　　特定資産

27,999,067 5,260,221 4,938,184 28,321,104

0 0 0 0

1,000,000 0 0 1,000,000

３３．．固固定定資資産産のの取取得得価価額額、、減減価価償償却却累累計計額額及及びび当当期期末末残残高高 　(単位：円)

取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備　　　考

0 0 3
実施事業の資産
外

４４．．補補助助金金等等のの内内訳訳並並びびにに交交付付者者、、当当期期のの増増減減額額及及びび残残高高 　(単位：円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金（林野庁ほか）

0 27,780,294 27,780,294 0

0 50,877,744 50,877,744 0

0 6,391,457 6,391,457 0

0 113,437,997 113,437,997 0

0 46,718,094 46,718,094 0

0 7,469,387 7,469,387 0

0 25,567,829 25,567,829 0

0 9,350,000 9,350,000 0

0 17,011,861 17,011,861 0

0 12,758,787 12,758,787 0

0 317,363,450 317,363,450 0

ＪＡＳ構造材(製材)利用拡大事業(2当初)

都市木質耐火部材等利用拡大事業(2当初)

ＪＡＳ構造材(CLT)利用促進事業(2当初)

財財務務諸諸表表にに対対すするる注注記記

科    　　目

科　　    目

機　　　　材

補助金等の名称

　　　出資金

　　　有価証券

　　　退職給与引当資産

　　固定資産

木材関連事業者登録推進事業

協議会によるCW普及啓発活動事業

都市の木造化促進事業

人工乾燥実態調査事業

合計

クリーンウッド法定着実態調査事業（委
託）

CLT等を活用した建築物の低コスト化検証
等事業

快適空間づくり事業
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一一般般会会計計

（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））

科科　　　　　　　　        目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

　　１１．．経経常常収収益益のの部部

　　　　①①受受取取会会費費等等 ((3333,,221188,,000000)) ((2299,,999988,,000000)) ((33,,222200,,000000))

　　　　　　　　会会費費収収益益 2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000 00

　　　　　　　　振振興興大大会会負負担担金金 33,,222200,,000000 00 33,,222200,,000000

　　　　②②事事務務収収益益 ((5544,,443333,,887733)) ((5566,,668811,,331100)) ((△△22,,224477,,443377))

　　　　　　　　給給与与負負担担金金等等収収益益 5544,,443333,,887733 5566,,668811,,331100 △△  22,,224477,,443377

　　　　③③事事業業収収益益 ((1133,,227700,,001166)) ((1122,,119966,,996677)) ((11,,007733,,004499))

　　　　　　　　出出版版事事業業収収益益 66,,773388,,551166 55,,551122,,441177 11,,222266,,009999

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定事事業業 550033,,660000 225577,,335500 224466,,225500

　　　　　　　　貸貸室室収収入入 66,,002277,,990000 66,,442277,,220000 △△  339999,,330000

　　　　④④補補助助金金等等収収入入 ((331177,,336633,,445500)) ((771100,,004444,,884411)) ((△△339922,,668811,,339911))

　　　　　　　　補補助助金金等等収収益益 330088,,001133,,445500 770000,,669944,,884411 △△  339922,,668811,,339911

　　　　　　　　受受託託事事業業収収益益 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

　　　　⑤⑤そそのの他他のの収収益益 ((220033,,662299)) ((772299,,114488)) ((△△552255,,551199))

　　　　　　    雑雑収収入入 220033,,662299 772299,,114488 △△  552255,,551199

　　　　経経常常収収益益計計 441188,,448888,,996688 880099,,665500,,226666 △△  339911,,116611,,229988

　　　　正正味味財財産産増増減減計計算算表表（（資資金金ベベーースス））

令令和和３３年年４４月月１１日日かからら　　  

                                                                  令令和和４４年年３３月月３３１１日日ままでで
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（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

科科　　　　　　　　      目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

　　２２．．経経常常費費用用

　　　　①①事事業業費費 ((334411,,887788,,220066)) ((772288,,004455,,229944)) ((△△338866,,116677,,008888))

　　　　　　　　木木材材産産業業振振興興活活動動事事業業費費 33,,441111,,771122 33,,330022,,772299 110088,,998833

　　　　　　　　補補助助事事業業費費 330088,,001133,,445500 770000,,669944,,884411 △△  339922,,668811,,339911

　　　　　　　　受受託託事事業業費費 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

　　　　　　　　木木材材普普及及調調査査事事業業費費 44,,117788,,001144 33,,660000,,000000 557788,,001144

　　　　　　　　出出版版事事業業費費 55,,114466,,118855 55,,117777,,551199 △△  3311,,333344

　　　　　　　　ＪＪＡＡＳＳ普普及及事事業業費費 11,,444477,,997744 11,,333333,,334488 111144,,662266

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定普普及及事事業業費費 11,,222222,,770000 11,,110055,,000000 111177,,770000

　　　　　　　　振振興興大大会会費費 33,,226611,,443344 00 33,,226611,,443344

　　　　　　　　旅旅費費交交通通費費 22,,667711,,661122 770077,,227700 11,,996644,,334422

　　　　　　　　会会議議費費 00 00 00

　　　　　　　　負負担担金金 33,,117755,,112255 22,,774488,,660000 442266,,552255

　　　　　　　　機機材材減減価価償償却却費費 00 2255,,998877 △△  2255,,998877

　　　　②②管管理理費費 ((7777,,995555,,224400)) ((7777,,448822,,110088)) ((447733,,113322))

　　　　　　　　役役員員報報酬酬 66,,996677,,773333 77,,882200,,002211 △△  885522,,228888

　　　　　　　　給給与与手手当当 3344,,221111,,553300 3322,,551122,,335544 11,,669999,,117766

　　　　　　　　福福利利厚厚生生費費 1111,,335599,,773333 99,,228855,,001199 22,,007744,,771144

　　　　　　　　事事務務負負担担金金 00 00 00

　　　　　　　　事事務務所所費費 1111,,220011,,881166 1122,,227711,,008800 △△  11,,006699,,226644

　　　　　　　　需需要要費費 77,,887755,,554411 55,,779977,,661122 22,,007777,,992299

　　　　　　　　交交際際費費 6633,,000000 3300,,000000 3333,,000000

　　　　　　　　広広告告費費 221166,,550000 116688,,550000 4488,,000000

　　　　　　　　雑雑費費 4411,,665522 4466,,778811 △△  55,,112299

　　　　　　　　公公租租公公課課 11,,001177,,551144 11,,555500,,556666 △△  553333,,005522

　　　　　　　　特特定定預預金金支支出出 55,,000000,,222211 88,,000000,,117755 △△  22,,999999,,995544

　　　　経経常常費費用用計計 441199,,883333,,444466 880055,,552277,,440022 △△  338855,,669933,,995566

　　　　　　当当期期経経常常増増減減額額 △△  11,,334444,,447788 44,,112222,,886644 △△  55,,446677,,334422

３３．．経経常常外外増増減減のの部部

　　((１１))経経常常外外収収益益

　　　　　　退退職職引引当当資資産産取取崩崩収収入入 44,,993388,,118844 00 44,,993388,,118844

　　　　　　経経常常外外収収益益計計 44,,993388,,118844 00 44,,993388,,118844

　　((２２))経経常常外外費費用用   

　　　　　　退退職職金金 44,,993388,,118844 00 44,,993388,,118844

　　　　　　経経常常外外費費用用計計 44,,993388,,118844 00 44,,993388,,118844

　　　　　　当当期期経経常常外外増増減減額額 00 00 00

　　　　　　当当期期一一般般正正味味財財産産増増減減額額 △△  11,,334444,,447788 44,,112222,,886644 △△  55,,446677,,334422

　　　　　　一一般般正正味味財財産産期期首首残残高高 7755,,666666,,442266 7711,,554433,,556622 44,,112222,,886644

　　　　　　一一般般正正味味財財産産期期末末残残高高 7744,,332211,,994488 7755,,666666,,442266 △△  11,,334444,,447788

ⅡⅡ　　指指定定正正味味財財産産増増減減のの部部

　　　　　　当当期期指指定定正正味味財財産産増増減減額額 00 00 00

　　　　　　指指定定正正味味財財産産期期首首残残高高 00 00 00

　　　　　　指指定定正正味味財財産産期期末末残残高高 00 00 00

ⅢⅢ　　正正味味財財産産期期末末残残高高 7744,,332211,,994488 7755,,666666,,442266 △△  11,,334444,,447788
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一一般般会会計計
（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））

科科　　　　　　　　　　　　目目 予予算算額額 決決算算額額 差差引引増増
△△減減額額

ⅠⅠ　　事事業業活活動動収収支支のの部部

　　１１．．事事業業活活動動収収入入

　　　　①①会会費費等等収収入入 ((3333,,221188,,000000)) ((3333,,221188,,000000)) 00

　　　　　　　　会会費費 2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000 00

　　　　　　　　振振興興大大会会負負担担金金 33,,222200,,000000 33,,222200,,000000 00

　　　　②②事事務務負負担担金金収収入入 ((4444,,882288,,000000)) ((5544,,443333,,887733)) ((99,,660055,,887733))

　　　　　　　　給給与与負負担担金金等等収収入入 4444,,882288,,000000 5544,,443333,,887733 99,,660055,,887733

　　　　③③事事業業収収入入 ((1122,,008888,,000000)) ((1133,,227700,,001166)) ((11,,118822,,001166))

　　　　　　　　出出版版事事業業収収入入 55,,551111,,000000 66,,773388,,551166 11,,222277,,551166

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定収収入入 115500,,000000 550033,,660000 335533,,660000

　　　　　　　　貸貸室室収収入入 66,,442277,,000000 66,,002277,,990000 △△  339999,,110000

　　　　④④補補助助金金等等収収入入 ((664466,,443366,,000000)) ((331177,,336633,,445500)) ((△△332299,,007722,,555500))

　　　　　　　　補補助助金金 663377,,008866,,000000 330088,,001133,,445500 △△  332299,,007722,,555500

　　　　　　　　受受託託事事業業 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

　　　　⑤⑤雑雑収収入入 ((335500,,000000)) ((220033,,662299)) ((△△114466,,337711))

　　　　　　    雑雑収収入入 335500,,000000 220033,,662299 △△  114466,,337711

　　　　事事業業活活動動収収入入計計 773366,,992200,,000000 441188,,448888,,996688 △△  331188,,443311,,003322

　　　　　　収収支支計計算算表表（（資資金金ベベーースス））

          令令和和３３年年４４月月１１日日かからら
              令令和和４４年年３３月月３３１１日日ままでで
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（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

科科　　　　　　　　　　　　目目 予予算算額額 決決算算額額 差差引引増増

△△減減額額

　　２２．．事事業業活活動動支支出出

　　　　①①事事業業費費支支出出 ((667722,,449999,,000000)) ((334411,,887788,,220066)) ((△△333300,,662200,,779944))

　　　　　　　　木木材材産産業業振振興興活活動動費費 33,,000000,,000000 33,,441111,,771122 441111,,771122

　　　　　　　　補補助助事事業業費費 663377,,008866,,000000 330088,,001133,,445500 △△  332299,,007722,,555500

　　　　　　　　受受託託事事業業費費 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

　　　　　　　　木木材材普普及及調調査査事事業業費費 44,,770000,,000000 44,,117788,,001144 △△  552211,,998866

　　　　　　　　出出版版事事業業費費 44,,440000,,000000 55,,114466,,118855 774466,,118855

　　　　　　　　ＪＪＡＡＳＳ普普及及事事業業費費 11,,660000,,000000 11,,444477,,997744 △△  115522,,002266

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定普普及及事事業業費費 11,,008800,,000000 11,,222222,,770000 114422,,770000

　　　　　　　　振振興興大大会会費費 33,,222222,,000000 33,,226611,,443344 3399,,443344

　　　　　　　　旅旅費費交交通通費費 33,,220000,,000000 22,,667711,,661122 △△  552288,,338888

　　　　　　　　会会議議費費 22,,553300,,000000 00 △△  22,,553300,,000000

　　　　　　　　負負担担金金 22,,333311,,000000 33,,117755,,112255 884444,,112255

　　　　　　　　減減価価償償却却費費 00 00 00

　　　　②②管管理理費費支支出出 ((6644,,554400,,000000)) ((7711,,993377,,550055)) ((77,,339977,,550055))

　　　　　　　　役役員員報報酬酬 1111,,119922,,000000 66,,996677,,773333 △△  44,,222244,,226677

　　　　　　　　給給与与手手当当 2288,,119911,,000000 3344,,221111,,553300 66,,002200,,553300

　　　　　　　　福福利利厚厚生生費費 99,,448822,,000000 1111,,335599,,773333 11,,887777,,773333

　　　　　　　　事事務務負負担担金金 220000,,000000 00 △△  220000,,000000

　　　　　　　　事事務務所所費費 1122,,337755,,000000 1111,,220011,,881166 △△  11,,117733,,118844

　　　　　　　　需需要要費費 22,,885500,,000000 77,,887755,,554411 55,,002255,,554411

　　　　　　　　交交際際費費 4400,,000000 6633,,000000 2233,,000000

　　　　　　　　広広告告費費 116600,,000000 221166,,550000 5566,,550000

　　　　　　　　雑雑費費 5500,,000000 4411,,665522 △△  88,,334488

　　　　③③諸諸税税公公課課支支出出 ((664400,,000000)) ((11,,001177,,551144)) ((337777,,551144))

　　　　　　　　諸諸税税公公課課 664400,,000000 11,,001177,,551144 337777,,551144

　　　　　　　　消消費費税税 00 00 00

　　　　④④特特定定預預金金支支出出 ((22,,000000,,000000)) ((55,,000000,,222211)) ((33,,000000,,222211))

　　　　　　　　退退職職給給付付引引当当金金支支出出 22,,000000,,000000 55,,000000,,222211 33,,000000,,222211

　　　　事事業業活活動動支支出出計計 773399,,667799,,000000 441199,,883333,,444466 △△  331199,,884455,,555544

　　　　　　事事業業活活動動収収支支差差額額 △△  22,,775599,,000000 △△  11,,334444,,447788 11,,441144,,552222

ⅡⅡ　　投投資資活活動動収収支支のの部部

　　１１．．投投資資活活動動収収入入

　　　　　　退退職職引引当当資資産産取取崩崩収収入入 00 44,,993388,,118844 44,,993388,,118844

　　　　投投資資活活動動収収入入計計 00 44,,993388,,118844 44,,993388,,118844

　　２２．．投投資資活活動動支支出出

　　　　　　退退職職金金 00 44,,993388,,118844 44,,993388,,118844

　　　　投投資資活活動動支支出出計計 00 44,,993388,,118844 44,,993388,,118844

　　　　　　投投資資活活動動収収支支差差額額 00 00 00

ⅢⅢ　　予予備備費費支支出出 00 00 00

　　　　　　　　当当期期収収支支差差額額 △△  22,,775599,,000000 △△  11,,334444,,447788 11,,441144,,552222

　　　　　　　　前前期期繰繰越越収収支支差差額額 00 00 00

　　　　　　　　次次期期繰繰越越収収支支差差額額 △△  22,,775599,,000000 △△  11,,334444,,447788 11,,441144,,552222
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（（単単位位：：円円））

　　　　　　　　科科　　　　　　　　目目 　　　　当当年年度度 　　　　前前年年度度 　　増増　　　　減減

ⅠⅠ　　資資産産のの部部

　　１１　　流流動動資資産産　　

　　　　　　普普通通預預金金 334444,,666600,,226688 33,,114411,,552200,,440000 △△  22,,779966,,886600,,113322

　　　　　　未未収収金金 00 110033,,118800 △△  110033,,118800

  　　　　流流動動資資産産合合計計 334444,,666600,,226688 33,,114411,,662233,,558800 △△  22,,779966,,996633,,331122

　　２２　　固固定定資資産産

　　　　固固定定資資産産合合計計 00

　　　　資資産産合合計計 334444,,666600,,226688 33,,114411,,662233,,558800 △△  22,,779966,,996633,,331122

ⅡⅡ　　負負債債のの部部

　　１１　　流流動動負負債債

　　　　　　借借入入金金 00

　　　　　　未未払払金金 334444,,666600,,226688 33,,114411,,660044,,444400 △△  22,,779966,,994444,,117722

　　　　　　未未払払費費用用 1199,,114400 △△  1199,,114400

  　　　　流流動動負負債債合合計計 334444,,666600,,226688 33,,114411,,662233,,558800 △△  22,,779966,,996633,,331122

　　２２　　固固定定負負債債

　　　　　　固固定定負負債債合合計計 00

　　　　負負債債合合計計 334444,,666600,,226688 33,,114411,,662233,,558800 △△  22,,779966,,996633,,331122

ⅢⅢ　　正正味味財財産産のの部部

　　　　正正味味財財産産合合計計 00 00 00

負負債債及及びび正正味味財財産産合合計計 334444,,666600,,226688 33,,114411,,662233,,558800 △△  22,,779966,,996633,,331122

（（対対象象事事業業））

　　令令和和３３年年度度補補正正補補助助事事業業

　　令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在

　　　　貸貸  借借  対対  照照  表表（（特特別別会会計計））

令令和和２２年年度度補補正正　　ＪＪＡＡＳＳ構構造造材材消消費費拡拡大大対対策策事事業業
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　　　　　　　　　　　　科科                目目

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部
    １１．．経経常常増増減減のの部部
        ((11))  経経常常収収益益
              ④④受受取取補補助助金金等等
                  　　国国庫庫補補助助金金

                経経常常収収益益計計

        ((22))  経経常常費費用用
                ①①事事業業費費
                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬
                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当
                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金
                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費
                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費
              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費
    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費
            　　      会会            場場            費費
　　                  賃賃            借借            料料
    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費
    　　              諸諸            謝謝            金金
          　　        委委            託託            費費

                経経常常費費用用計計

                    当当期期経経常常増増減減額額

11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

00 00 00

11,,331100,,115511,,556699 88,,770066,,007744,,220066 △△  77,,339955,,992222,,663377

2233,,335522,,222211 2222,,226677,,883322 11,,008844,,338899
110077,,553388,,996699 550011,,882266,,002255 △△  339944,,228877,,005566

8899,,770000 7788,,000000 1111,,770000

7744,,880000 00 7744,,880000
1111,,221122,,115533 66,,666699,,223300 44,,554422,,992233

227733,,667722 336666,,009911 △△  9922,,441199

11,,333366,,997799 33,,220088,,558800 △△  11,,887711,,660011
88,,221177,,000088 8877,,558833,,661100 △△  7799,,336666,,660022

66,,446644,,440099 44,,996666,,779922 11,,449977,,661177

△△  77,,885555,,442277,,882288

8822,,111188,,888800 6688,,443366,,994400 1133,,668811,,994400

11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

1144,,550099,,337722 1199,,229900,,225544 △△  44,,778800,,888822

11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288
11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600

　　正正味味財財産産増増減減計計算算書書

　　　　　　　　((令令和和33年年  44月月  11日日かからら令令和和44年年  33月月3311日日ままでで))
（（単単位位::円円））

当当年年度度 前前年年度度 増増    減減
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（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））

　　　　　　　　　　科科　　　　　　　　目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

　　１１　　経経常常収収益益のの部部

　　　　①①補補助助金金等等収収入入 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

　　　　　　　　補補助助金金等等収収益益 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

　　　　経経常常収収益益計計 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

　　　　　　　　　　科科　　　　　　　　目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

　　２２　　経経常常費費用用

　　　　①①事事業業費費 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

　　　　　　　　補補助助事事業業費費 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

　　　　経経常常外外費費用用計計 11,,556655,,333399,,773322 99,,442200,,776677,,556600 △△  77,,885555,,442277,,882288

　　　　　　当当期期経経常常増増減減額額 00 00 00

((令令和和33年年  44月月  11日日かからら令令和和44年年  33月月3311日日ままでで))

正正味味財財産産増増減減計計算算表表（（資資金金ベベーースス））
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（（単単位位：：円円））

科科                目目 金金　　　　額額 摘摘            要要

（（資資産産のの部部））

          普普通通預預金金 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店

　　　　ＪＪＡＡＳＳ構構造造材材消消費費拡拡大大対対策策事事業業 334444,,666600,,226688

　　　　合合　　計計 334444,,666600,,226688

（（負負債債のの部部））

          未未払払金金 334444,,666600,,226688 　　

　　　　小小　　計計 334444,,666600,,226688

　　　　　　正正味味財財産産 00

　　　　合合　　計計 334444,,666600,,226688

財財            産産            目目            録録

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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（（単単位位：：円円））
　　　　　　　　科科　　　　　　　　目目 　　　　  当当年年度度 　　　　  前前年年度度 増増　　　　減減

ⅠⅠ　　資資産産のの部部

　　１１　　流流動動資資産産　　

　　　　　　普普通通預預金金 443322,,888822 442222,,887788 1100,,000044

　　　　　　定定期期預預金金 22,,440000,,885577 22,,440000,,881166 4411

  　　　　流流動動資資産産合合計計 22,,883333,,773399 22,,882233,,669944 1100,,004455

　　２２　　固固定定資資産産

　　　　固固定定資資産産合合計計 00

　　　　資資産産合合計計 22,,883333,,773399 22,,882233,,669944 1100,,004455

ⅡⅡ　　負負債債のの部部

　　１１　　流流動動負負債債

　　　　　　預預　　　　りり　　　　金金 22,,440000,,000000 22,,440000,,000000 00

  　　　　流流動動負負債債合合計計 22,,440000,,000000 22,,440000,,000000 00

　　２２　　固固定定負負債債

　　　　　　固固定定負負債債合合計計 00

　　　　負負債債合合計計 22,,440000,,000000 22,,440000,,000000 00

ⅢⅢ　　正正味味財財産産のの部部

　　　　正正味味財財産産合合計計 443333,,773399 442233,,669944 1100,,004455

負負債債及及びび正正味味財財産産合合計計 22,,883333,,773399 22,,882233,,669944 1100,,004455

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在

貸貸　　借借　　対対　　照照　　表表

国国産産材材ママーークク事事務務局局事事業業
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　　　　　　　　科科                目目

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１．．経経常常増増減減のの部部

        ((11))  経経常常収収益益

　　　　　　　　　　事事業業収収益益

              　　　　　　事事業業収収入入

                  　　　　　　国国産産材材ママーークク収収入入

　　　　　　　　　　雑雑収収益益

　　　　　　　　　　　　　　受受取取利利息息

　　　　　　　　　　引引当当金金取取崩崩収収入入

                経経常常収収益益計計

        ((22))  経経常常費費用用

                ①①事事業業費費

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金

                      事事　　務務　　負負　　担担　　金金

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費

                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費

                  　　減減　　価価　　償償　　却却　　費費

                  　　消消  耗耗  什什  器器  備備品品費費

              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費

                  　　材材            料料            費費

      　　            車車      借借　　　　上上      料料

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費

    　　              会会          議議              費費

            　　      会会            場場            費費

  　　                光光      熱熱      水水        料料

　　                  賃賃            借借            料料

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費

    　　              諸諸            謝謝            金金

　　                  租租      税税      公公        課課

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金

    　　              支支      払払    寄寄  付付    金金

          　　        委委            託託            費費

                経経常常費費用用計計

                    当当期期経経常常増増減減額額

00 00 00

00 00 00

00 3366 △△  3366

00 3366 △△  3366

00 00 00

1100,,004455 2200,,220088 △△  1100,,116633

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 00 00

00 3366 △△  3366

00 00 00

00 00 00

00 00 00

1100,,004455 2200,,224444 △△  1100,,119999

　　正正味味財財産産増増減減計計算算書書

　　　　　　　　((令令和和33年年  44月月  11日日かからら令令和和44年年  33月月3311日日ままでで))

（（単単位位::円円））

当当年年度度 前前年年度度 増増    減減

△△  1100,,000000

△△  1100,,000000

△△  119999

△△  119999

2200,,0000001100,,000000

1100,,000000 2200,,000000

4455

4455

224444

224444

1100,,000000 2200,,000000 △△  1100,,000000
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特特別別会会計計
（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））
　　        　　科科　　　　　　　　目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

　　１１．．経経常常収収益益のの部部

　　　　①①事事業業収収益益 1100,,004455 2200,,224444 △△  1100,,119999

　　　　　　　　事事業業収収入入 1100,,000000 2200,,000000 △△  1100,,000000

　　　　　　　　　　国国産産材材ママーークク収収入入 1100,,000000 2200,,000000 △△  1100,,000000

　　　　　　　　雑雑収収益益 4455 224444 △△  119999

　　　　　　　　　　受受取取利利息息 4455 224444 △△  119999

　　　　　　　　引引当当金金取取崩崩収収入入 00 00 00

　　　　経経常常収収益益計計 1100,,004455 2200,,224444 △△  1100,,119999

（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

　　        　　科科　　　　　　　　目目 当当年年度度 前前年年度度 差差引引増増

△△減減額額

　　２２．．経経常常費費用用

　　　　①①事事業業費費 00 3366 △△  3366

　　　　　　　　事事業業費費 00 00 00

　　　　　　　　租租税税公公課課 00 3366 △△  3366

　　　　経経常常費費用用計計 00 3366 △△  3366

　　　　　　当当期期経経常常増増減減額額 1100,,004455 2200,,220088 △△  1100,,116633

正正味味財財産産増増減減計計算算表表（（資資金金ベベーースス））

    令令和和４４年年３３月月３３１１日日ままでで
令令和和３３年年４４月月１１日日かからら
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（（単単位位：：円円））

科科                目目 場場所所・・物物量量等等 金金　　　　額額 摘摘            要要

（（流流動動資資産産のの部部））

預預金金 普普通通預預金金 443322,,888822

国国産産材材ママーークク事事業業収収入入口口座座 443322,,888822

定定期期預預金金 22,,440000,,885577

国国産産材材ママーークク事事業業収収入入口口座座 22,,440000,,885577

　　　　流流動動資資産産合合計計 22,,883333,,773399

　　　　資資産産合合計計 22,,883333,,773399

（（流流動動負負債債のの部部））

預預りり金金 預預りり金金 22,,440000,,000000 　　

国国産産材材ママーークク 22,,440000,,000000

　　流流動動負負債債合合計計 22,,440000,,000000

負負債債合合計計 22,,440000,,000000

　　　　  正正味味財財産産 443333,,773399

財財        産産        目目        録録

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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((単単位位：：円円))

科科　　　　　　　　目目 　　　　　　  当当年年度度 　　　　      前前年年度度 増増　　　　減減

ⅠⅠ　　資資産産のの部部

　　１１．．流流動動資資産産　　

　　　　　　現現金金 00 00 00

　　　　　　普普通通預預金金 774499,,888833 662233,,992233 112255,,996600

　　　　　　定定期期預預金金 00 00 00

  　　　　流流動動資資産産合合計計 774499,,888833 662233,,992233 112255,,996600

　　２２..  固固定定資資産産

固固定定資資産産合合計計 00 00 00

　　　　資資産産合合計計 774499,,888833 662233,,992233 112255,,996600

ⅡⅡ　　負負債債のの部部

　　１１．．流流動動負負債債

　　　　　　未未払払金金　　 33,,550000,,000000 33,,111188,,003399 338811,,996611

  　　　　流流動動負負債債合合計計 33,,550000,,000000 33,,111188,,003399 338811,,996611

　　２２..  固固定定負負債債

　　　　　　固固定定負負債債合合計計 00 00 00

　　　　負負債債合合計計 33,,550000,,000000 33,,111188,,003399 338811,,996611

ⅢⅢ　　正正味味財財産産のの部部

　　　　正正味味財財産産合合計計 △△  22,,775500,,111177 △△  22,,449944,,111166 △△  225566,,000011

　　　　負負債債及及びび正正味味財財産産合合計計 774499,,888833 662233,,992233 112255,,996600

外外　　国国　　人人　　技技　　能能　　実実　　習習

貸貸　　借借　　対対　　照照　　表表

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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科          目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

  １．経常増減の部

    (1) 経常収益

        ①受取入会金

        ②受取会費

        ③受検料収入

        ④出版収入

    　　⑤雑収益

        経常収益計

    (2) 経常費用

        ①事業費

　         給  与　負  担  金

         　旅　費　交　通　費

           委　員　等　旅　費

         　通　信　運　搬　費

       　　消　　耗　品　　費

  　       印  刷  製 本   費

  　       会      議      費

  　       諸      謝      金

　         支  払　負  担  金

     　    委      託      費

        経常費用計

          当期経常増減額

0

1,110,000 0 1,110,000

正正味味財財産産増増減減計計算算書書

((令令和和３３年年４４月月１１日日かからら令令和和４４年年３３月月３３１１日日ままでで))

0 0

860,000 4,860,000 △ 4,000,000

5,595,000 2,640,000 2,955,000

（単位:円）

当年度

895,017 240,517 654,500

20 7

0

5,200,000 2,000,000 3,200,000

251,746

前年度 増     減

27

65,0077,565,027 7,500,020

21,290 5,170 16,120

174,577 304,807 △ 130,230

48,550 140,860 △ 92,310

518,298 2,400 515,898

0 251,746

11,550 0 11,550

700,000 700,000 0

7,821,028 △ 2,173,108

0 6,600,382 △ 6,600,382

9,994,136

2,238,115△ 256,001 △ 2,494,116
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（（収収入入のの部部））

科科                    目目

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１　　経経常常収収益益のの部部

                ①①受受取取入入会会金金

                ②②受受取取会会費費

                ③③受受検検料料収収入入

                ④④出出版版収収入入

                ⑤⑤雑雑収収益益

　　    経経常常収収益益計計

（（支支出出のの部部））

科科                    目目

    22　　  経経常常費費用用のの部部

                ①①事事業業費費

　　                  給給    与与　　負負    担担    金金

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費

                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費

              　　　　消消　　　　耗耗　　品品　　　　費費

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費

    　　              会会            議議            費費

    　　              諸諸            謝謝            金金

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金

          　　        委委            託託            費費

                経経常常費費用用計計

    当当期期経経常常増増減減額額

117744,,557777 330044,,880077 △△  113300,,223300

4488,,555500 114400,,886600 △△  9922,,331100

11,,111100,,000000 00 11,,111100,,000000

55,,220000,,000000 22,,000000,,000000 33,,220000,,000000

00

△△  22,,449944,,111166 22,,223388,,111155

77,,556655,,002277 77,,550000,,002200 6655,,000077

77,,882211,,002288 99,,999944,,113366 △△  22,,117733,,110088

△△  225566,,000011

00 66,,660000,,338822 △△  66,,660000,,338822

889955,,001177 224400,,551177 665544,,550000

770000,,000000

正正味味財財産産増増減減計計算算書書（（資資金金ベベーースス））

((令令和和３３年年４４月月１１日日かからら令令和和４４年年３３月月３３１１日日ままでで))

当当年年度度 前前年年度度 増増          減減

（（単単位位::円円））

2277 2200 77

886600,,000000 44,,886600,,000000 △△  44,,000000,,000000

00 00 00

770000,,000000 00

551188,,229988 22,,440000 551155,,889988

1111,,555500 00 1111,,555500

2211,,229900 55,,117700 1166,,112200

225511,,774466 00 225511,,774466

55,,559955,,000000 22,,664400,,000000 22,,995555,,000000

（（単単位位::円円））

当当年年度度 前前年年度度 増増          減減
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（（単単位位：：円円））

科科　　　　　　　　目目 金金　　　　額額 摘摘　　　　要要

（（資資産産のの部部））

　　　　　　普普通通預預金金 774499,,888833 りりそそなな銀銀行行赤赤坂坂支支店店

　　　　　　合合　　計計 774499,,888833

（（負負債債のの部部））

　　　　　　未未払払金金　　 33,,550000,,000000

　　　　　　合合　　計計 33,,550000,,000000

  正正味味財財産産 △△  22,,775500,,111177

  負負債債及及びび正正味味財財産産合合計計 774499,,888833

財財　　産産　　目目　　録録

令令和和４４年年３３月月３３１１日日現現在在
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上記のとおり報告します。 

令和４年４月２１日 

 

一般社団法人 全国木材組合連合会   

会 長 鈴 木 和 雄  

 
 
 
 
 
 

上記について監査したところ正確であることを認めます。 

 
 

令和４年４月２１日 

 
 

監 事  庄 司 良 雄 ㊞ 

 

             監 事    近 藤 藤 嗣 ㊞ 

 

             監 事  海老原 光 男 ㊞ 
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上記のとおり報告します。 

令和４年４月２１日 

 

一般社団法人 全国木材組合連合会   

会 長 鈴 木 和 雄  

 
 
 
 
 
 

上記について監査したところ正確であることを認めます。 

 
 

令和４年４月２１日 

 
 

監 事  庄 司 良 雄 ㊞ 

 

             監 事    近 藤 藤 嗣 ㊞ 

 

             監 事  海老原 光 男 ㊞ 

 
 
 
 
 

  

  

第第    ３３  号号  議議  案案  

  

令令  和和  ４４  年年  度度  

  

会会  費費  等等  決決  定定  のの  件件  
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１．会　費

（１）都道府県木連会員 （単位：千円）
都道府県木連 金　額 備　考 都道府県木連 金　額 備　考

北海道 1,819 滋　賀 285
青　森 561 京　都 433
岩　手 529 大　阪 1,000
宮　城 456 兵　庫 681
秋　田 782 奈　良 489
山　形 403 和歌山 531
福　島 595 鳥　取 272
茨　城 410 島　根 328
栃　木 433 岡　山 451
群　馬 465 広　島 737
埼　玉 456 山　口 400
千　葉 529 徳　島 355
神奈川 626 香　川 243
山　梨 248 愛　媛 473
東　京 1,725 高　知 437
新　潟 627 福　岡 487
富　山 377 佐　賀 183
石　川 406 長　崎 212
福　井 279 熊　本 484
長　野 660 大　分 484
岐　阜 581 宮　崎 484
静　岡 1,000 鹿児島 484
愛　知 1,030 沖　縄 90
三　重 598

計 25,618

（２）業種別会員 （単位：千円）
金　額

168
50

168
84
84

168
84
84
84
50
84

168
84
84
84
84

168
1,780計

備　　　考

(一社)全国木材検査・研究協会

  令令和和４４年年度度会会費費等等

団　　体　　名
(一社)全日本木材市場連盟
全国木材チップ工業連合会

日本木材防腐工業組合

(一社)全国木材市売買方組合連盟
全国素材生産業協同組合連合会

(一社)日本特殊加工化粧板協会
ＮＰＯ法人日本バーク堆肥協会

(一社)木材産業退職金共済会
全国木材防虫ＪＡＳ協議会
日本集成材工業協同組合
(一社)日本フローリング工業会
日本複合・防音床板工業会
日本ツーバイフォーランバーＪＡＳ協議会
(一社)全国木造住宅機械プレカット協会

全国銘木連合会
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
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（３）賛助会員 （単位：千円）
金　額

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
600

2,000
2,000
2,600

会費合計 29,998 千円

２．全国木材産業振興大会負担金

都道府県木連会員 47団体 40千円（１団体）
業種別会員 17団体 20千円（　〃　）
全木協連

  計　　1,880千円
  計　　　340千円
  計　　1,000千円
合計    3,220千円

計

備　　　考

(株)一条工務店
ニューハウス工業(株)
木構造振興(株)
(株)久我
庄司木材(株)

(一社)林道安全協会
兼松日産農林(株)
住友林業(株)
(株)ケー・エイチ・ケー

小計

(一社)日本林業土木連合協会

団　体　・　企　業　名
日本合板工業組合連合会
日本木材輸入協会
日本製紙連合会
林業・木材製造業労働災害防止協会

(一社)木のいえ一番協会
(一社)林業機械化協会

ナイス（株）

小計
全国木材協同組合連合会

宮川工機(株)
大日本木材防腐(株)

(一社)日本ＣＬＴ協会
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第第  ４４  号号  議議  案案  

  
  

第第  ５５  号号  議議  案案  
  

  

第第  ６６  号号  議議  案案  
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第４号議案 令和４年度借入金最高限度額決定の件 

 

借入金最高限度額は、3 千万円とする。 

 
 
 

第５号議案 令和４年度役員報酬決定の件 
 
 

役員の報酬は、年額 2,000 万円以内とする。 
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第６号議案 役員改選の件 
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（（報報告告））  

１１．．令令和和４４年年度度  事事業業計計画画  

２２．．令令和和４４年年度度  収収支支予予算算  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第６号議案 役員改選の件 
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１１．．  令令和和４４年年度度  事事業業計計画画  

第第１１  事事業業のの方方針針  

１１  経経済済社社会会のの動動向向  

令和４年度においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による経済

全体への影響について見通しが困難な中ではあるが、追い風が吹いている国

産材利用拡大、非住宅建築物等の木造・木質化などの動きを減速させないた

めの活動が最も緊急、重要となっている。 

このような環境の中、非住宅、中高層建築、外構など今まであまり使われてこな

かった分野への木材需要拡大策を含む令和３年度補正予算、令和４年度予算・

税制改正等が効果的に機能し、木材需要拡大の加速化が期待されている。 

森林・林業・木材産業関連では、平成28年６月に発表された「日本再興戦略

2016」において、「林業の成長産業化」が位置づけられ、再生可能資源である森

林資源を持続的に循環利用し、森林の多面的機能を発揮させつつ、国産材の安

定供給体制の構築と新たな木材利用の創出を図り、林業の成長産業化を実現す

ることが重要な課題であるとされており、国内森林の「伐って、使って、植えて、育

てる」循環利用の達成に向けた取組の中で、木材利用拡大が林業の成長産業化

に欠くべからざる要素であることへの認識が定着しつつある。また、平成30年度税

制改正において認められた森林環境税・譲与税の創設と、平成30年４月に成立し

た森林経営管理法による市町村が主体となっての効果的、効率的な森林施業の

実現に向けた施策が開始されている。 

令和３年６月に閣議決定された「森林・林業基本計画」で、令和７年の総需要量

を87百万m3、国産材の利用量を40百万m3とされ、脱炭素社会を構築する上で、

エネルギー利用も含めた木材利用に対する期待は大きなものがあり、さらに令和

３年10月には「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の

利用の促進に関する法律」が施行され、公共建築物のみならず民間の建築物に

おいても木造化、木質化が政府を挙げて推進することとされた。 

このような施策が相まって、国産材の安定供給体制の確立と木材需要拡大のた

めの施策によって「伐って、使って、植えて、育てる」という森林の循環利用へ向け

た具体的な取組の促進が期待される。 

 

２２  木木材材利利用用・・木木材材産産業業のの動動向向とと課課題題  

（１） 令和３年の新設住宅着工は、世界的な新型コロナウィルス感染症の感染拡大

による貿易の停滞がもたらした木材を含む各種資機材の不足、価格高騰などの

影響下にありながら、在宅勤務の拡大等住宅の見直しなどの影響もあり、昨年か

ら約１割増となる856千戸、うち木造住宅は5０2千戸となり、木造率は5９％と平成

21年以降50％台が続く実績となった。 
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令和４年度についても引き続き感染症の影響が懸念される中、林野庁補助

事業を最大限に活用し、非住宅、特に都市での木材需要拡大とともに木材需

要構造の変化に柔軟に対応できる産業構造の確立等に取り組むことが必要

となっている。 

都市での木材需要拡大のためには、木材利用が環境に貢献することや地域

経済活性化の重要なファクターであることへの理解を広めるための具体的

なデータの収集、分析を行うとともに耐火性能の向上等技術的課題を克服し、

戦後永く続いてきた街づくりにおける非木材化の流れを「木材を優先する

（ウッドファースト）街づくり」へと変えていくことが必要である。 

 

（２） 住宅部門においては、地域材の活用に対する助成措置の定着などにより「木

造」への関心が広まりをみせてはいるものの、今後、少子化等により住宅着工の

伸びが期待し難いと見込まれる情勢の中、住宅部門におけるリフォーム事業での

木材利用の拡大、公共建築物、商工業施設等非住宅部門、外構、身の回り製品

等多様な分野での木材利用を進めて、住宅以外への依存率を高めていくことが

喫緊の課題となっている。 

 

（３） 公共建築物等における木材利用については、法制度に基づく市町村方針は

全体の93％の市町村で策定が行われており（令和３年12月末現在）、学校の木造

３階建て建築に関連した建築基準改正などの流れを受け、民間の公共施設を含

め木造・内外装木質化への指向は高まってきている。また、新たな木製耐火資材

など工法・部材の開発も次々に進められている。これらの部門における木造化・木

質化は、林野庁の非住宅向け助成事業の効果もあり、各地での街づくり、商工業

施設等への木材利用にも大きく波及していくことが期待され、さらなる取り組みが

求められている。 

 

（４） 木材を使う街づくりへの取り組み、すなわち低層の高齢者介護施設、学校、図

書館などの木造・木質化をはじめ、中高層建築、商工業施設の木造・木質化、大

阪北部地震の際に危険性が指摘されたブロック塀から木塀への転換など、公園・

道路・歩道等街角のあらゆる空間において木材利用を推進するとともに、それら

への利用技術の開発・提案、普及 PR 等も推進していく必要がある。 

また、急速に拡大している木質バイオマス利用や原木の木材輸出に対しては、

「伐って、使って、植えて、育てる」森林の循環利用を推進する観点から、適切な

対応が課題となってきている。 

 

（５） 気候変動など地球規模での環境問題については、2015年末にパリで合意され

た 2020 年以降の温暖化対策の中で森林整備が引き続き、位置づけられており、

すでに気候変動緩和への貢献が認められている伐採された後の木材が炭素を貯
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令和４年度についても引き続き感染症の影響が懸念される中、林野庁補助

事業を最大限に活用し、非住宅、特に都市での木材需要拡大とともに木材需

要構造の変化に柔軟に対応できる産業構造の確立等に取り組むことが必要

となっている。 

都市での木材需要拡大のためには、木材利用が環境に貢献することや地域

経済活性化の重要なファクターであることへの理解を広めるための具体的

なデータの収集、分析を行うとともに耐火性能の向上等技術的課題を克服し、

戦後永く続いてきた街づくりにおける非木材化の流れを「木材を優先する

（ウッドファースト）街づくり」へと変えていくことが必要である。 

 

（２） 住宅部門においては、地域材の活用に対する助成措置の定着などにより「木

造」への関心が広まりをみせてはいるものの、今後、少子化等により住宅着工の

伸びが期待し難いと見込まれる情勢の中、住宅部門におけるリフォーム事業での

木材利用の拡大、公共建築物、商工業施設等非住宅部門、外構、身の回り製品

等多様な分野での木材利用を進めて、住宅以外への依存率を高めていくことが

喫緊の課題となっている。 

 

（３） 公共建築物等における木材利用については、法制度に基づく市町村方針は

全体の93％の市町村で策定が行われており（令和３年12月末現在）、学校の木造

３階建て建築に関連した建築基準改正などの流れを受け、民間の公共施設を含

め木造・内外装木質化への指向は高まってきている。また、新たな木製耐火資材

など工法・部材の開発も次々に進められている。これらの部門における木造化・木

質化は、林野庁の非住宅向け助成事業の効果もあり、各地での街づくり、商工業

施設等への木材利用にも大きく波及していくことが期待され、さらなる取り組みが

求められている。 

 

（４） 木材を使う街づくりへの取り組み、すなわち低層の高齢者介護施設、学校、図

書館などの木造・木質化をはじめ、中高層建築、商工業施設の木造・木質化、大

阪北部地震の際に危険性が指摘されたブロック塀から木塀への転換など、公園・

道路・歩道等街角のあらゆる空間において木材利用を推進するとともに、それら

への利用技術の開発・提案、普及 PR 等も推進していく必要がある。 

また、急速に拡大している木質バイオマス利用や原木の木材輸出に対しては、

「伐って、使って、植えて、育てる」森林の循環利用を推進する観点から、適切な

対応が課題となってきている。 

 

（５） 気候変動など地球規模での環境問題については、2015年末にパリで合意され

た 2020 年以降の温暖化対策の中で森林整備が引き続き、位置づけられており、

すでに気候変動緩和への貢献が認められている伐採された後の木材が炭素を貯

蔵する能力についての国民の理解を深め、木材を積極的に活用していく社会づ

くりを進めるためのアピールを一層幅広く展開することが重要となっている。 

また、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」は、環境への貢献だけでなく、今

後の社会、企業活動の規範として定着しつつあり、持続可能な循環型資源として

の木材、地域型資源としての国産材の価値の再評価につながってきている。 

また、公共建築物への木材利用や 2020 年東京オリンピック・パラリンピック施設

等での木材利用等を通じて、違法伐採対策推進のための合法性・持続可能性が

証明された木材・木製品、森林認証材の使用への関心が高まるとともに、国際的

な違法伐採対策強化の動きがいっそう高まってきている。 

そのような中で、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（クリ

ーンウッド法）」については、施行後５年目の見直しが予定されており、効果的、効

率的な運用に向けて注視する必要がある。 

クリーンウッド法で新たに木材関連事業者となった建築関係者等の川下の関係

者との連携を強化するとともに、主伐時代を迎えた国産材についても伐採時点か

ら合法性の連鎖を確立することで信頼性を確保し、利用者、消費者に対して合法

伐採木材の利用拡大を一層進めていく必要がある。 

  

（６） 国内の木材産業は、大型化、機械設備の高度化が進展してきているが、一方

では後継者不在等による事業撤退の動きが進行しており、地域における木材の

利用・加工の担い手の弱体化が懸念されている。国内木材産業の再興のために

は、木材産業が地方創生に果たす役割をアピールするとともに、加工・流通の一

層の効率化、事業活動の維持発展のための製材品需要拡大への取組が期待さ

れている。そのため、木材関連事業者の連携による安定した生産・加工、製品供

給の体制の構築とともに、製材・加工工場にとって不可欠な原木安定確保のため

の体制の確立が重要である。 

また、高齢化、働き方改革、東京一極集中が進む中で、特に地方の労働力不

足は、製造、輸送、販売などあらゆる部門に影響してきている。一方、東南アジア

諸国には我が国の製材部門への外国人技能実習制度の導入へのニーズも見ら

れる。 

 

（７） 木材貿易関連については、ＴＰＰ１１、日ＥＵ経済連携協定、日米貿易協定が

発効し、新たな国際貿易の枠組みへの対応が求められており、国産材の安定供

給体制の整備とともに木材産業の国際競争力強化が重要な課題となっている。 

また、木材輸出については、令和元年の輸出額は前年に比べて１割弱増加し

たが、米中貿易摩擦、中国の経済成長鈍化の動きにより、中国への木材輸出は

減少し始めており、米国へのスギ板材の輸出の増加など、新たな輸出先国の開拓、

丸太輸出から付加価値の高い製材加工品の輸出あるいは米国、欧州、東南アジ

ア諸国等で始まっている合法性の確認などに対応した木材供給など体制の整備
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を図っていくことが重要である。 

そのような中で、昨年からの輸入材の不足、価格高騰、ロシアに対する経済制

裁に伴う動きなど、急激な変化に対応するために関係機関、団体等との情報共有

に努め、会員に対して適切な発信が求められている。 

 

（８） 建築物や家具に使用される木材については、品質性能の確かなＪＡＳ製品に

加え、産地の証明された木材、未利用樹種や早生樹の使用への関心が高まって

きており、これらにきちんと対応できる木材の供給体制の構築および大径化する

国産材への技術的な対応が早急に求められている。 

  

３３  事事業業計計画画のの重重点点  

木材利用を優先する社会（ウッドファースト社会）の実現をめざし、地球温暖化

防止、地域社会の活性化に大きく貢献する木材の利用を拡大するため次の事業

を重点事項として取り組むものとする。 

ア 温暖化防止、地域社会の活性化に貢献する木材利用の推進 

イ 住空間、街づくりへの総合的な木材利用拡大への取組 

ウ 木材産業の経営安定化に向けた産業構造の確立 

エ 安全・安心の木材利用・供給の推進 

オ 組織活動の活性化等 

 

 

第第２２  事事業業計計画画  

ⅠⅠ    温温暖暖化化防防止止・・地地域域活活性性化化にに貢貢献献すするる木木材材利利用用のの推推進進  

地球温暖化防止、地方創生、人々の健康的な暮らしに不可欠な木材利用の

積極的な普及活動、施策提案等に取り組む。 

 

１１  ウウッッドドフファァーースストト社社会会実実現現にに向向けけててのの取取組組  

ア 国民の間に、木材利用の地球温暖化防止対策、地方創生にはたす役割につ

いて理解が醸成されつつある中、ウッドファースト社会実現のために森林・林

業・木材産業関係者が率先して行動を展開する体制の強化に努める。 

イ 森林・林業・木材産業関係者が木材利用拡大を進める上での課題について

共有し、国、地方自治体に対して、木材利用を優先する社会実現への理解と

支援策の構築を働き掛ける。 
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を図っていくことが重要である。 

そのような中で、昨年からの輸入材の不足、価格高騰、ロシアに対する経済制

裁に伴う動きなど、急激な変化に対応するために関係機関、団体等との情報共有

に努め、会員に対して適切な発信が求められている。 

 

（８） 建築物や家具に使用される木材については、品質性能の確かなＪＡＳ製品に

加え、産地の証明された木材、未利用樹種や早生樹の使用への関心が高まって

きており、これらにきちんと対応できる木材の供給体制の構築および大径化する

国産材への技術的な対応が早急に求められている。 

  

３３  事事業業計計画画のの重重点点  

木材利用を優先する社会（ウッドファースト社会）の実現をめざし、地球温暖化

防止、地域社会の活性化に大きく貢献する木材の利用を拡大するため次の事業

を重点事項として取り組むものとする。 

ア 温暖化防止、地域社会の活性化に貢献する木材利用の推進 

イ 住空間、街づくりへの総合的な木材利用拡大への取組 

ウ 木材産業の経営安定化に向けた産業構造の確立 

エ 安全・安心の木材利用・供給の推進 

オ 組織活動の活性化等 

 

 

第第２２  事事業業計計画画  

ⅠⅠ    温温暖暖化化防防止止・・地地域域活活性性化化にに貢貢献献すするる木木材材利利用用のの推推進進  

地球温暖化防止、地方創生、人々の健康的な暮らしに不可欠な木材利用の

積極的な普及活動、施策提案等に取り組む。 

 

１１  ウウッッドドフファァーースストト社社会会実実現現にに向向けけててのの取取組組  

ア 国民の間に、木材利用の地球温暖化防止対策、地方創生にはたす役割につ

いて理解が醸成されつつある中、ウッドファースト社会実現のために森林・林

業・木材産業関係者が率先して行動を展開する体制の強化に努める。 

イ 森林・林業・木材産業関係者が木材利用拡大を進める上での課題について

共有し、国、地方自治体に対して、木材利用を優先する社会実現への理解と

支援策の構築を働き掛ける。 

  

  

  

２２  消消費費者者、、需需要要者者へへのの普普及及活活動動    

ア 普及活動の実施 

（ア） 規模の大きい展示会、全木連 HP 等において、木材の特質や住宅・街づ

くり等における木材利用などに関する各種知識・情報の提供、普及啓発に取

り組む。 

（イ） 建築関係団体、消費者・需要者などと幅広く連携を図るとともに、木材PR

ポスター、カレンダー、リーフレットの作成配布、補助事業を活用したマスコミ

への PR などにより、効果的な木材利用の普及に努める。 

イ 木材利用に関する教育活動等の推進 

（ア） 小・中・高校生の木材利用普及のため、木材を使用した「ものづくり」、「木

工・工作」コンクールへの協力などにより、児童生徒はもとより、教職員、保護

者も含めた「木育」活動を推進する。 

 

３３  地地球球温温暖暖化化防防止止対対策策ととししててのの木木材材利利用用  

  （（１１））  木木質質ババイイオオママスス利利用用等等のの促促進進  

ア  化石燃料の使用削減への貢献や未利用材・間伐材の有効活用のため、木

質バイオマスについて法制度に基づく発電利用のほか、くらし、農業・水産業、

木材加工施設等における発電、熱利用等の促進に取り組む。 

その場合、地域の木材需要の動向に配慮しつつ、林野庁の「発電利用に供

する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に即した適切な供給体制構

築などの推進に取り組む。 

また、地域の森林資源が総体として最大の価値を生み出すよう、間伐材、林

地残材、木くず・バーク等工場残材、建築解体材等の木質バイオマスの効果

的なカスケード利用のための手法の開発を推進する。 

イ  併せて低コストかつ安定的な供給体制の構築のため、路網整備、機械化、担

い手の確保等を推進する。 

（（２２））  気気候候変変動動問問題題等等へへのの対対処処  

     気候変動問題への取組の中に森林整備、伐採後の木材利用が正式に位置

付けられたことを受け止め、非住宅を含む建築物の木造化、内装、外構の木質

化が企業のＣＳＲ活動の一環として評価されるような仕組みの構築及びそのた

めに必要なデータの収集等に向けた取組を推進する。 

また、国民の間に浸透してきている SDGs の取組を活用し、循環型資源、地

域型資源である国産材の需要拡大への理解を一層深める活動を幅広く展開す

る。 

（（３３））  違違法法伐伐採採対対策策のの推推進進等等  

  ア  違法伐採対策に関しては、平成 29 年５月に施行されたクリ―ンウッド法に対

応して、輸入国として先進的な取組を導入してきた経緯に鑑み、政府や国際的

な動きに協調した上で、新たに木材関連事業者として位置付けられた工務店
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等川下への働きかけを行い、効果的な施策の推進を図るとともに、合法性等の

証明された木材・木材製品の利用普及、供給体制整備、信頼性向上のための

取組を強化する。 

イ クリ―ンウッド法の施行５年後見直しに対しては、グリーン購入法・林野庁ガイ

ドラインに基づく取組との整理を含めて、効果的、効率的な運用となるよう働き

かけを強化する。 

  ウ  また、海外の林業・木材関係機関等と連携、協調して必要な情報の収集に努

める。 

 

 

ⅡⅡ  住住空空間間、、街街づづくくりりへへのの総総合合的的なな木木材材利利用用のの取取組組  

住宅、公共・商工業施設、身の回りの日常用品等への木材・国産材の利用促

進活動を積極的に推進するとともに、これらに関する施策・税制などの充実強化

に取り組む。 

 

11  住住空空間間へへのの取取組組  

（（１１））  木木造造住住宅宅等等のの取取組組  

ア 住宅部門における木材利用は、極めて重要で、その拡大のための消費者・需

要者に対する多様な普及ＰＲや部材・製品開発等を推進する。また、地域住宅

のブランド化、木造建築の技術先導、木造住宅施工能力向上・継承などの地域

材利用の木造住宅づくり対策に積極的な参画を推進する。 

イ 木材を使った住宅の耐震化や省エネ住宅リフォーム、工法・製品開発等を推

進する。 

（（２２））  建建築築関関係係諸諸制制度度へへのの対対応応  

建築関係諸制度については、木材利用促進が図られることを基本として引続

き適切な対応に取り組むこととし、必要な規制見直し、制度・対策の普及、設計

仕様等基準の充実・税制改正等に取り組む。 

また、改正される建築基準法、住宅品質確保促進制度等に適切に対応する

ため、品質性能が明確な「安心」「信頼」の JAS 製材品、乾燥材の生産、供給の

促進に取り組む。 

((３３））  建建築築関関係係者者ととのの連連携携促促進進等等  

木材の利用拡大のため、これまで強化してきた各地域における建築・設計関

係団体等との連携の枠組みの強化に取り組む。 

また、地域の木材関連事業者や工務店等の連携による地域型住宅づくり、顔

の見える木材での家づくり、消費者へのサービス提供等を効果的に推進する。 
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等川下への働きかけを行い、効果的な施策の推進を図るとともに、合法性等の

証明された木材・木材製品の利用普及、供給体制整備、信頼性向上のための

取組を強化する。 

イ クリ―ンウッド法の施行５年後見直しに対しては、グリーン購入法・林野庁ガイ

ドラインに基づく取組との整理を含めて、効果的、効率的な運用となるよう働き

かけを強化する。 

  ウ  また、海外の林業・木材関係機関等と連携、協調して必要な情報の収集に努

める。 

 

 

ⅡⅡ  住住空空間間、、街街づづくくりりへへのの総総合合的的なな木木材材利利用用のの取取組組  

住宅、公共・商工業施設、身の回りの日常用品等への木材・国産材の利用促

進活動を積極的に推進するとともに、これらに関する施策・税制などの充実強化

に取り組む。 

 

11  住住空空間間へへのの取取組組  

（（１１））  木木造造住住宅宅等等のの取取組組  

ア 住宅部門における木材利用は、極めて重要で、その拡大のための消費者・需

要者に対する多様な普及ＰＲや部材・製品開発等を推進する。また、地域住宅

のブランド化、木造建築の技術先導、木造住宅施工能力向上・継承などの地域

材利用の木造住宅づくり対策に積極的な参画を推進する。 

イ 木材を使った住宅の耐震化や省エネ住宅リフォーム、工法・製品開発等を推

進する。 

（（２２））  建建築築関関係係諸諸制制度度へへのの対対応応  

建築関係諸制度については、木材利用促進が図られることを基本として引続

き適切な対応に取り組むこととし、必要な規制見直し、制度・対策の普及、設計

仕様等基準の充実・税制改正等に取り組む。 

また、改正される建築基準法、住宅品質確保促進制度等に適切に対応する

ため、品質性能が明確な「安心」「信頼」の JAS 製材品、乾燥材の生産、供給の

促進に取り組む。 

((３３））  建建築築関関係係者者ととのの連連携携促促進進等等  

木材の利用拡大のため、これまで強化してきた各地域における建築・設計関

係団体等との連携の枠組みの強化に取り組む。 

また、地域の木材関連事業者や工務店等の連携による地域型住宅づくり、顔

の見える木材での家づくり、消費者へのサービス提供等を効果的に推進する。 

 

 

２２    街街づづくくりり・・公公共共建建築築物物等等へへのの木木材材利利用用    

住宅のほか、公共建築物、商工業施設などを含め街づくり全体への木材利用

の推進に取り組む。 

（１） 公共建築物にあっては法制度に基づく国等施設の着実な木造化、木質化、

市町村方針策定の一層の拡大とそれに基づく実効性確保の推進活動に取り

組むとともに、公共建築物から民間建築物へ拡大するための取組を具体化す

る。 

また、木材利用推進中央協議会と連携し制度・基準、国等の整備支援対策

や建築事例などの普及、情報提供に取り組むとともに、部材・工法開発等を推

進する。   

（２） 林野庁補助事業も活用し、非住宅、中高層建築物の木造化・木質化を推進

するとともに外構における木材利用など、商工業施設、公園・道路・歩道等街

角のあらゆる空間において、木造化、内装材利用、遮熱材利用、ルーバー・デ

ッキ等での利用などを拡大するとともに、それらへの利用技術の開発・提案、普

及 PR 等の強化に取り組む。 

（３） また、身の回りの日常用品、机、椅子等家具への一層の木材利用推進に取

り組む。 

 

３３  地地域域材材・・国国産産材材のの利利用用拡拡大大    

森林・林業基本計画における木材供給量の目標の実現に向け、地域材・国産

材の利用拡大に１及び２のほか次の事項に取り組む。 

（１） ホームページを活用し、「木材利用推進中央協議会」、「国産材マーク」、「国

産材を活用し日本の森林を守る運動推進協議会」、「森林（もり）を活かす都市

（まち）の木造化推進協議会」等、中央・地方の木材・建築関係団体、消費者団

体、ＮＰＯ等との連携による取組に努める。 

（２） 木材利用推進計画等関係機関の取組に対応し、施設・ 事務所等への地域

材利用の推進、着実な木材供給の推進に取り組む。 

（３） 地域材製品・部材等の安定的な供給、製品開発、特に製材品(ムク材)の利用

の促進に取り組む。 

 

 

ⅢⅢ  木木材材産産業業のの成成長長産産業業化化にに向向けけたた産産業業構構造造のの確確立立  

 

  １１  木木材材産産業業のの経経営営安安定定化化のの取取組組  

（（１１））  経経営営のの安安定定化化対対策策  

木材産業の経営安定・振興のため、融資・保証制度、税制の積極的な有効活

用の推進と制度充実に取り組む。 
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ア 設備・運転資金の円滑な確保のための、日本政策金融公庫の林業・木材関

係資金、木材産業等高度化推進資金、セ－フティネット保証等中小企業及び農

林漁業信用基金制度、地域材利用促進のための緊急利子助成制度などの有

効活用と制度充実、中小企業信用補完制度の見直しに対応する。 

イ 経営革新等中小企業対策、事業再生・ものづくりなどの支援対策の有効活用

と制度充実する。 

ウ 消費税の適正な転嫁を推進する。 

（（２２））  雇雇用用対対策策等等  

ア 雇用調整助成金や雇用創出に係る関係事業などの有効活用を推進する。 

イ 働き方改革を進める中で、企業経営に係る諸制度や環境、厚生労働等諸制

度・施策の遵守（コンプライアンス）に係る制度等を普及推進する。 

ウ 東南アジア諸国のニーズや現場の実態、要望を踏まえ、木材加工職種（機械

製材作業）を外国人技能実習の移行職種とするとともに、技能実習評価試験実

施機関として早期に認定されるように厚生労働省等へ説明する。その後、厚生

労働省等の了解が得られた時点で、速やかに認定申請書を厚生労働省に提出

する。認定後は安全規範確認業務及び試験実施業務を開始する。 

（（３３））  労労働働安安全全対対策策等等  

労働安全対策の推進は重要であり、木材・木製品製造業のゼロ災・労働安全

の確保活動に積極的に取り組むとともに、政府の働き方改革への対応を進め、

魅力ある木材産業となるよう環境整備に努める。 

（（４４））  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策  

未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症については、貿易の

縮小、人・モノの動きの阻害による経済活動の停滞、消費意欲の減退など深刻

な影響が出始めており、収束が見通せない中ではあるが、セーフティネット保証

制度、雇用調整助成金、農林漁業信用基金制度などを活用し、当面の資金手

当ての確保を図るとともに、状況に応じた対策について関係機関等への要請、

要望を実施する。 

 

２２  効効率率的的なな加加工工・・流流通通体体制制のの確確立立  

木材の需要構造に的確に対応できる効率的な加工・流通体制の確立の促進

に取り組む。 

（（１１））  中中小小工工場場のの有有機機的的連連携携とと原原料料転転換換  

中小製材工場等が有機的に連携して品質管理、乾燥材等品質性能の確かな

製品づくり、丸太輸入環境の変化に対応して国産丸太への原料転換などを推進

する。 

（（２２））  高高度度なな木木材材加加工工・・流流通通構構造造のの確確立立  

ア 地域木材産業の実情を踏まえつつ、機械施設の高度化等による効率的な木

材の加工・流通体制の構築、木材製品の高付加価値化への取り組みを推進す
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ア 設備・運転資金の円滑な確保のための、日本政策金融公庫の林業・木材関

係資金、木材産業等高度化推進資金、セ－フティネット保証等中小企業及び農

林漁業信用基金制度、地域材利用促進のための緊急利子助成制度などの有

効活用と制度充実、中小企業信用補完制度の見直しに対応する。 

イ 経営革新等中小企業対策、事業再生・ものづくりなどの支援対策の有効活用

と制度充実する。 

ウ 消費税の適正な転嫁を推進する。 

（（２２））  雇雇用用対対策策等等  

ア 雇用調整助成金や雇用創出に係る関係事業などの有効活用を推進する。 

イ 働き方改革を進める中で、企業経営に係る諸制度や環境、厚生労働等諸制

度・施策の遵守（コンプライアンス）に係る制度等を普及推進する。 

ウ 東南アジア諸国のニーズや現場の実態、要望を踏まえ、木材加工職種（機械

製材作業）を外国人技能実習の移行職種とするとともに、技能実習評価試験実

施機関として早期に認定されるように厚生労働省等へ説明する。その後、厚生

労働省等の了解が得られた時点で、速やかに認定申請書を厚生労働省に提出

する。認定後は安全規範確認業務及び試験実施業務を開始する。 

（（３３））  労労働働安安全全対対策策等等  

労働安全対策の推進は重要であり、木材・木製品製造業のゼロ災・労働安全

の確保活動に積極的に取り組むとともに、政府の働き方改革への対応を進め、

魅力ある木材産業となるよう環境整備に努める。 

（（４４））  新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症対対策策  

未だに収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症については、貿易の

縮小、人・モノの動きの阻害による経済活動の停滞、消費意欲の減退など深刻

な影響が出始めており、収束が見通せない中ではあるが、セーフティネット保証

制度、雇用調整助成金、農林漁業信用基金制度などを活用し、当面の資金手

当ての確保を図るとともに、状況に応じた対策について関係機関等への要請、

要望を実施する。 

 

２２  効効率率的的なな加加工工・・流流通通体体制制のの確確立立  

木材の需要構造に的確に対応できる効率的な加工・流通体制の確立の促進

に取り組む。 

（（１１））  中中小小工工場場のの有有機機的的連連携携とと原原料料転転換換  

中小製材工場等が有機的に連携して品質管理、乾燥材等品質性能の確かな

製品づくり、丸太輸入環境の変化に対応して国産丸太への原料転換などを推進

する。 

（（２２））  高高度度なな木木材材加加工工・・流流通通構構造造のの確確立立  

ア 地域木材産業の実情を踏まえつつ、機械施設の高度化等による効率的な木

材の加工・流通体制の構築、木材製品の高付加価値化への取り組みを推進す

る。特に品質の安定した乾燥材生産・供給の大幅拡大を強力に推進する。 

イ 木材産業関連助成・交付金、林業・木材産業改善資金、日本政策金融公庫

の林業・木材関係資金、木材産業等高度化推進資金、地域材利用促進のため

の緊急利子助成制度、素材生産・木材加工等機械施設のリース・利子助成制度、

農林漁業信用基金制度などの有効活用と制度の充実に取り組む。 

ウ また、農林漁業成長産業化ファンド（株式会社農林漁業成長産業化支援機構

法に基づくもの）、農商工等産業連携施策などの有効活用と制度充実に取り組

む。 

エ  住宅工法、公共・商工業施設、公共工事など多様なニーズに応じた安定的

な製品加工・供給の推進並びに木材流通の変化等への的確な対応を推進する。 

（（３３））  地地域域材材丸丸太太のの安安定定供供給給・・確確保保体体制制へへのの取取組組  

ア 原木の安定供給・確保体制の構築のため、①需給動向に応じて弾力的に供

給できる計画伐採体制、関係者間の広域的な情報交換等、②施業の集約化や 

路網・高性能機械の整備による低コスト生産システムの展開や高度技能担い手

の確保の推進、③ストックヤード・輸送の大型化等による流通の効率化・コスト低

減の推進などについて、全素協、全森連、全市連等と連携して推進する。 

イ 製材、合板、チップ、バイオマス利用等森林資源の最大限の活用を推進する。 

ウ 素材生産の規模拡大、生産性向上等のために必要な機械施設整備に係る助

成・交付金、リース・融資等制度、さらに運転資金関係制度の有効活用と制度充

実に取り組む。  

（（４４))    技技術術・・製製品品開開発発のの取取組組  

ア 効率的で原木の大径化にも対応する製材加工システム、一層の効率的な乾

燥技術など木材加工機械等の技術開発促進と産・学・官の連携体制強化を推

進する。 

イ  木造住宅の振興のための工法、性能、維持管理に関する技術開発を推進す

る。また、消費者・需要者ニーズに即応した内装材、壁材、リフォーム・耐震改修

用部材、木製フェンス等部材・利用技術開発を推進する。特に、地域材・国産材

の利用が低位な梁、桁、2×4 工法への利用開発を推進する。 

ウ 中高層の建築物の木造化・木質化促進のため、部材、工法等の開発を推進

する。 

（（５５））  木木材材貿貿易易・・海海外外ととのの交交流流  

ア 国産材の海外への輸出促進 

木材輸出振興協議会等と連携して、家具等を含めた国産材製品の輸出拡大、

特に付加価値が期待できる輸出の拡大に向けての取組を引続き推進する。 

イ 木材貿易問題への対応 

（ア） 関係団体等との連携の下に、既に発効したＴＰＰ11、日ＥＵ経済連携協定、

日米貿易協定による木材貿易の動向に重大な関心をもって見守るとともに国

内対策の一層の充実、効果的な実施に努める。 
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（イ） 米国、ＥＵ各国、インドネシア、マレーシア等の木材関連団体などとの意

見交換を引続き実施する。 

（ウ） 輸入木材、木材製品のクリーンウッド法への対応について、合法木材認

定事業者への情報提供等に努める。 

  

３３  東東日日本本大大震震災災及及びび平平成成 2288 年年熊熊本本地地震震のの復復興興・・復復旧旧とと木木材材需需給給安安定定のの取取組組  

木材関連被災事業者の再建・事業振興のための機械施設整備、運転資金確

保等支援対策、原発事故関連の被災事業者の再建、放射能汚染に関連する木

材製品、バーク等の適切な処理対策などに引き続き取り組む。 

 

 

ⅥⅥ  安安全全・・安安心心のの木木材材利利用用・・供供給給のの推推進進  

 

11  品品質質のの確確かかなな木木材材製製品品、、認認証証木木材材等等のの普普及及    

非住宅、中高層建築物においては構造計算に耐えられる品質性能の明確な

木材製品の供給が不可欠であり、ＪＡＳ製材品の利用・供給、製材品のホルムア

ルデヒド放散量等級表示並びに産地等の証明のある木材・国産材使用への関

心の高まりに対応して、産地認証材・合法性証明木材の供給体制整備を引き続

き促進する。 

（（１１））  ＪＪＡＡＳＳ制制度度、、ＪＪＡＡＳＳ製製品品のの利利用用・・供供給給のの促促進進  

ア  一般消費者・需要者建築関係者並びに木材の加工・流通事業者に対して、

全市連、全買連と共同してＪＡＳ製材品普及推進展示会を引続き開催するとと

もに、ホームページ、木材利用イベント、マスコミ等を通じて「信頼できるＪＡＳ製

材品」の利用普及と供給促進に取り組む。 

イ   国、独立行政法人、都道府県、市町村などの公共建築物へのＪＡＳ製材品

の率先使用を推進する。 

ウ   都市部における木材利用拡大のためにはゼネコン等の要求に応えられる部

材供給を図る必要があり、その手段としてのＪＡＳ構造材の重要性について木

材産業関係者への普及を促進する。 

また、そのために林野庁補助事業を最大限に活用し、非住宅、中高層分野

でのＪＡＳ構造材の利用拡大について、施主、設計者、施工者、材料供給者が

連携を強化する幅広い取組を展開する。 

エ  林野庁補助事業を活用し、都道府県公設林試の研究員等による人工乾燥

技術に関する試験調査事業を継続するとともに、引き続き必要な調査を行う。 

オ  製材 JAS 規格の見直しに関する検討会において、必要な規格の見直し等に

ついての提言をとりまとめる。 
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（イ） 米国、ＥＵ各国、インドネシア、マレーシア等の木材関連団体などとの意

見交換を引続き実施する。 

（ウ） 輸入木材、木材製品のクリーンウッド法への対応について、合法木材認

定事業者への情報提供等に努める。 

  

３３  東東日日本本大大震震災災及及びび平平成成 2288 年年熊熊本本地地震震のの復復興興・・復復旧旧とと木木材材需需給給安安定定のの取取組組  

木材関連被災事業者の再建・事業振興のための機械施設整備、運転資金確

保等支援対策、原発事故関連の被災事業者の再建、放射能汚染に関連する木

材製品、バーク等の適切な処理対策などに引き続き取り組む。 

 

 

ⅥⅥ  安安全全・・安安心心のの木木材材利利用用・・供供給給のの推推進進  

 

11  品品質質のの確確かかなな木木材材製製品品、、認認証証木木材材等等のの普普及及    

非住宅、中高層建築物においては構造計算に耐えられる品質性能の明確な

木材製品の供給が不可欠であり、ＪＡＳ製材品の利用・供給、製材品のホルムア

ルデヒド放散量等級表示並びに産地等の証明のある木材・国産材使用への関

心の高まりに対応して、産地認証材・合法性証明木材の供給体制整備を引き続

き促進する。 

（（１１））  ＪＪＡＡＳＳ制制度度、、ＪＪＡＡＳＳ製製品品のの利利用用・・供供給給のの促促進進  

ア  一般消費者・需要者建築関係者並びに木材の加工・流通事業者に対して、

全市連、全買連と共同してＪＡＳ製材品普及推進展示会を引続き開催するとと

もに、ホームページ、木材利用イベント、マスコミ等を通じて「信頼できるＪＡＳ製

材品」の利用普及と供給促進に取り組む。 

イ   国、独立行政法人、都道府県、市町村などの公共建築物へのＪＡＳ製材品

の率先使用を推進する。 

ウ   都市部における木材利用拡大のためにはゼネコン等の要求に応えられる部

材供給を図る必要があり、その手段としてのＪＡＳ構造材の重要性について木

材産業関係者への普及を促進する。 

また、そのために林野庁補助事業を最大限に活用し、非住宅、中高層分野

でのＪＡＳ構造材の利用拡大について、施主、設計者、施工者、材料供給者が

連携を強化する幅広い取組を展開する。 

エ  林野庁補助事業を活用し、都道府県公設林試の研究員等による人工乾燥

技術に関する試験調査事業を継続するとともに、引き続き必要な調査を行う。 

オ  製材 JAS 規格の見直しに関する検討会において、必要な規格の見直し等に

ついての提言をとりまとめる。 

 

((２２））  製製材材品品ののホホルルムムアアルルデデヒヒドド放放散散量量等等級級表表示示制制度度のの適適切切なな実実施施  

シックハウス対策として不可欠な木材製品ホルムアルデヒド放散量等級表

示について、ＪＡＳ制度では基準化されていない木材製品に係る表示登録制度

を引続き適切に実施する。  

((３３))    合合法法木木材材・・都都道道府府県県産産認認証証材材のの取取りり組組みみ  

ア   平成 29 年５月に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関

する法律（クリーンウッド法）」に対応して、認定供給事業者が信頼できる供給

者であることを広く発信し、違法伐採対策への需要者、消費者の理解を進め、

民間需要における合法木材利用拡大を図るため、展示会等への出展、各種

メディアを活用した普及活動を展開する。 

イ   クリーンウッド法に基づく制度への円滑な移行と認定制度の信頼性の確保

のため、認定団体、認定供給事業者等を対象とした研修会、シンポジウム等

を開催する。 

ウ   都道府県産材認証制度、木材表示制度の一層の充実及びそれに基づく製

品供給の推進に取り組むとともに都道府県の枠を超えた取組の在り方につい

ても検討する。 

  

２２  木木材材のの健健康康・・安安全全対対策策  

        木木材材のの健健康康性性能能のの普普及及  

ア  木材が含んでいるテルペン類等の健康面への効用など、木材が優れた資材

であることの普及に引続き取り組む。 

イ  アセトアルデヒドや T－VOC の規制等の動きについては、木材利用促進に

支障がないよう引続き適切に対応する。 

ウ  自然素材（ムク材）は、健康に影響のある化学物質を放散しないことを PR し、

内装材などへの一層の利用促進に取り組む。 

 

 

ⅤⅤ  組組織織活活動動のの活活性性化化等等  

 

１１  全全国国木木材材産産業業振振興興大大会会のの開開催催  

第 56 回全国木材産業振興大会を、10 月 27 日に福島県において東北支部、福

島県木連の協力の下に開催する。 

  

  ２２  団団体体活活動動のの活活性性化化等等  

（（１１））  制制度度・・施施策策のの提提言言等等  

国・地方の行政機関や林業・木材産業、木造住宅等関係団体、試験研究機

関との意見交換、木材利用拡大を通じた木材・木材産業振興のための提言活
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動等を積極的に実施する。  

（（２２））  関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

木材利用推進の飛躍的な拡大を図るため、「森林を活かす都市の木造化推

進協議会」を中心に、森林・林業・木材、建築、中小企業・消費者の関係団体

等との連携強化を推進する。 

（（３３））  活活動動のの活活性性化化ののたためめのの広広報報活活動動、、施施策策情情報報提提供供等等のの取取組組  

ア  全木連ホームページ、全木連時報を充実し、木材の特質・利用推進、木材 

利用・木材産業関連諸制度、金融税制、販売、技術情報等を幅広く適時適切 

に提供・普及する。 

イ  会員間の各種情報の共有化を推進する。 

（（４４））  各各種種委委員員会会のの開開催催  

木材利用推進、木材産業振興の政策提言等のために委員会の開催を実

施する。 

 

 

科科                目目

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１．．経経常常増増減減のの部部

        ((11))  経経常常収収益益

                ①①受受取取会会費費

                ②②負負担担金金収収入入

                ③③事事業業等等収収入入

                    　　事事　　務務　　収収　　入入

                    　　事事　　業業　　収収　　入入

                        　　出出　　版版　　事事　　業業

　　　　　　　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定収収入入

                        　　貸貸　　室室　　収収　　  入入

                ④④受受取取補補助助金金等等

                  　　  国国庫庫補補助助金金

              　　　　  受受託託事事業業収収入入

                ⑤⑤雑雑収収益益

                経経  常常  収収  益益  計計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　((令令和和44年年  44月月  11日日かからら令令和和55年年  33月月3311日日ままでで))

220000,,000000 335500,,000000

551133,,558866,,000000 773366,,992200,,000000

441122,,995577,,000000 663377,,008866,,000000

99,,335500,,000000 99,,335500,,000000

442222,,330077,,000000 664466,,443366,,000000

44,,883300,,000000 66,,442277,,000000

1111,,668800,,000000 1122,,008888,,000000

66,,770000,,000000 55,,551111,,000000

33,,222200,,000000

4466,,118811,,000000 4444,,882288,,000000

（（単単位位::円円））

当当年年度度 前前年年度度 摘摘　　　　要要

5577,,886611,,000000 5566,,991166,,000000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令令和和４４年年度度収収支支予予算算書書総総括括表表

33,,222200,,000000

2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000

２２．．令令和和４４年年度度収収支支予予算算

115500,,000000 115500,,000000
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動等を積極的に実施する。  

（（２２））  関関係係団団体体ととのの連連携携強強化化  

木材利用推進の飛躍的な拡大を図るため、「森林を活かす都市の木造化推

進協議会」を中心に、森林・林業・木材、建築、中小企業・消費者の関係団体

等との連携強化を推進する。 

（（３３））  活活動動のの活活性性化化ののたためめのの広広報報活活動動、、施施策策情情報報提提供供等等のの取取組組  

ア  全木連ホームページ、全木連時報を充実し、木材の特質・利用推進、木材 

利用・木材産業関連諸制度、金融税制、販売、技術情報等を幅広く適時適切 

に提供・普及する。 

イ  会員間の各種情報の共有化を推進する。 

（（４４））  各各種種委委員員会会のの開開催催  

木材利用推進、木材産業振興の政策提言等のために委員会の開催を実

施する。 

 

 

科科                目目

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１．．経経常常増増減減のの部部

        ((11))  経経常常収収益益

                ①①受受取取会会費費

                ②②負負担担金金収収入入

                ③③事事業業等等収収入入

                    　　事事　　務務　　収収　　入入

                    　　事事　　業業　　収収　　入入

                        　　出出　　版版　　事事　　業業

　　　　　　　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定収収入入

                        　　貸貸　　室室　　収収　　  入入

                ④④受受取取補補助助金金等等

                  　　  国国庫庫補補助助金金

              　　　　  受受託託事事業業収収入入

                ⑤⑤雑雑収収益益

                経経  常常  収収  益益  計計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　((令令和和44年年  44月月  11日日かからら令令和和55年年  33月月3311日日ままでで))

220000,,000000 335500,,000000

551133,,558866,,000000 773366,,992200,,000000

441122,,995577,,000000 663377,,008866,,000000

99,,335500,,000000 99,,335500,,000000

442222,,330077,,000000 664466,,443366,,000000

44,,883300,,000000 66,,442277,,000000

1111,,668800,,000000 1122,,008888,,000000

66,,770000,,000000 55,,551111,,000000

33,,222200,,000000

4466,,118811,,000000 4444,,882288,,000000

（（単単位位::円円））

当当年年度度 前前年年度度 摘摘　　　　要要

5577,,886611,,000000 5566,,991166,,000000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令令和和４４年年度度収収支支予予算算書書総総括括表表

33,,222200,,000000

2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000

２２．．令令和和４４年年度度収収支支予予算算

115500,,000000 115500,,000000
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科科                目目

        ((22))  経経常常費費用用

                ①①事事業業費費

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金

                      事事　　務務　　負負　　担担　　金金

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費

                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費

                  　　減減　　価価　　償償　　却却　　費費

                  　　消消  耗耗  什什  器器  備備品品費費

              　　　　消消　　  耗耗    　　品品  　　費費

                  　　材材            料料            費費

      　　            車車      借借　　　　上上      料料

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費

    　　              会会            議議            費費

            　　      会会            場場            費費

  　　                光光      熱熱      水水        料料

　　                  賃賃            借借            料料

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費

    　　              諸諸            謝謝            金金

　　                  租租      税税      公公        課課

　　　　　　　　　　  交交　　  際際　　  諸諸　　    費費

　　　　　　　　　　  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金

    　　              支支      払払    寄寄  付付    金金

          　　        委委            託託            費費

      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金

                ②②管管理理費費

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金

                      事事　　務務　　負負　　担担　　金金

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費

                  　　消消  耗耗  什什  器器  備備品品費費

              　　　　消消　　  耗耗　　  品品　　　　費費

                  　　材材            料料            費費

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費

    　　              会会            議議            費費

            　　      会会            場場            費費

  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費

　　                  賃賃            借借            料料

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費

    　　              諸諸            謝謝            金金

      　　            交交      際際      諸諸        費費

　　                  租租      税税      公公        課課

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金

　　                  委委　　　　　　託託　　　　　　費費

　　　　　　　　　　  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費

            　　      登登            記記            料料

      　　            退退職職金金引引当当  金金繰繰  入入

                経経  常常  費費  用用  計計

                      当当期期経経常常増増減減額額

222200,,000000

00

4400,,000000

11,,001100,,000000

110000,,000000

110000,,000000

44,,000000

111188,,000000

3300,,000000

5500,,000000

116600,,000000

00

551166,,113366,,000000 773399,,667799,,000000

△△  22,,555500,,000000 △△  22,,775599,,000000

4455,,000000 4455,,000000

440000,,000000 440000,,000000

44,,000000

110000,,000000

4400,,000000

664400,,000000

（（単単位位::円円））

4477,,000000 4477,,000000

11,,552299,,000000 22,,008866,,000000

00

225500,,000000 225500,,000000

00 00

110000,,000000 110000,,000000

00

11,,556666,,000000 11,,661122,,000000

220000,,000000 220000,,000000

332200,,000000 332200,,000000

11,,886677,,000000 11,,886677,,000000

44,,113300,,000000 44,,778800,,000000

550055,,000000 443322,,000000

1144,,222277,,000000 1155,,115533,,000000

11,,660000,,000000

11,,667777,,000000 11,,990033,,000000

226600,,000000 226600,,000000

1155,,880088,,000000

331177,,443300,,000000 449911,,116666,,000000

112255,,000000 112255,,000000

44,,553377,,000000 44,,553377,,000000

885555,,000000

88,,555588,,000000

00

111188,,000000

11,,669900,,000000 11,,669900,,000000

884400,,000000 884400,,000000

00 00

99,,558899,,000000 1100,,113311,,000000

22,,115588,,000000 77,,998833,,000000

55,,887766,,000000 330000,,000000

00 5500,,000000

557700,,000000 00

00 33,,884455,,000000

55,,000099,,000000 3300,,223333,,000000

88,,443355,,000000 77,,887700,,000000

1133,,667777,,000000 1122,,445500,,000000

2299,,007777,,000000 1177,,889977,,000000

00 00

1100,,228822,,000000 99,,228899,,000000

4444,,002200,,000000 5522,,338844,,000000

当当年年度度 前前年年度度 摘摘　　　　要要

550011,,990099,,000000 772244,,552266,,000000

4433,,334411,,000000

11,,660000,,000000

00

66,,334455,,000000

3399,,000000 3399,,000000

7788,,000000 7788,,000000

1155,,990055,,000000 2277,,553322,,000000
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（（単単位位::円円））

科科                目目
木木材材普普及及・・調調査査
事事業業

認認証証木木材材のの普普
及及事事業業

小小計計 出出版版事事業業 そそのの他他事事業業 小小計計 法法人人会会計計

ⅠⅠ　　一一般般正正味味財財産産増増減減のの部部

    １１．．経経常常増増減減のの部部

        ((11))  経経常常収収益益

                ①①受受取取会会費費 00 00 00 00 00 00 2299,,999988,,000000

                ②②負負担担金金収収入入 00 00 00 33,,222200,,000000 00 33,,222200,,000000 00

                ③③事事業業等等収収入入 00 115500,,000000 115500,,000000 5577,,771111,,000000 00 5577,,771111,,000000 　　

                    　　事事　　務務　　収収　　入入 00 00 00 4466,,118811,,000000 00 4466,,118811,,000000 00

                    　　事事　　業業　　収収　　入入 00 115500,,000000 115500,,000000 1111,,553300,,000000 00 1111,,553300,,000000 00

                        　　出出　　版版　　事事　　業業 00 00 00 66,,770000,,000000 00 66,,770000,,000000 00

                        　　木木材材製製品品認認定定事事業業 00 115500,,000000 115500,,000000 00 00 00 00

                        　　貸貸　　室室　　収収　　  入入 00 00 00 44,,883300,,000000 00 44,,883300,,000000 00

              ④④受受取取補補助助金金等等 00 00 00 00 442222,,330077,,000000 442222,,330077,,000000 00

                  　　国国庫庫補補助助金金 00 00 00 00 441122,,995577,,000000 441122,,995577,,000000 00

              　　　　受受託託事事業業収収入入 00 00 00 00 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000 00

              ⑤⑤雑雑収収益益 00 00 00 00 00 00 220000,,000000

                経経常常収収益益計計 00 115500,,000000 115500,,000000 6600,,993311,,000000 442222,,330077,,000000 448833,,223388,,000000 3300,,119988,,000000

        ((22))  経経常常費費用用

                ①①事事業業費費

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬 22,,225511,,000000 778833,,000000 33,,003344,,000000 77,,224488,,000000 00 77,,224488,,000000

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当 44,,007733,,000000 11,,005599,,000000 55,,113322,,000000 1177,,333377,,000000 2211,,555511,,000000 3388,,888888,,000000

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金 229966,,000000 7744,,000000 337700,,000000 22,,009966,,000000 2266,,661111,,000000 2288,,770077,,000000

                      事事　　務務　　負負　　担担　　金金 00 00 00 00 00 00

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費 11,,551155,,000000 331100,,000000 11,,882255,,000000 66,,661100,,000000 00 66,,661100,,000000

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費 775555,,000000 66,,000000 776611,,000000 33,,333399,,000000 99,,557777,,000000 1122,,991166,,000000

                      委委　　員員　　等等　　旅旅　　費費 00 00 00 00 00 00

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費 115500,,000000 6622,,000000 221122,,000000 22,,551133,,000000 22,,228844,,000000 44,,779977,,000000

                  　　減減　　価価　　償償　　却却　　費費 00 00 00 00 00 00

                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費 8822,,000000 2211,,000000 110033,,000000 446677,,000000 00 446677,,000000

              　　　　消消　　  耗耗    　　品品  　　費費 44,,000000 1155,,000000 1199,,000000 11,,116699,,000000 997700,,000000 22,,113399,,000000

                  　　材材            料料            費費 339944,,000000 00 339944,,000000 00 55,,448822,,000000 55,,448822,,000000

      　　            車車      借借　　　　上上      料料 00 00 00 00 00 00

    　　              印印    刷刷    製製    本本    費費 113300,,000000 8833,,000000 221133,,000000 66,,008899,,000000 33,,228877,,000000 99,,337766,,000000

    　　              会会            議議            費費 3388,,000000 2299,,000000 6677,,000000 11,,662233,,000000 00 11,,662233,,000000

            　　      会会            場場            費費 5500,,000000 3300,,000000 8800,,000000 776600,,000000 00 776600,,000000

  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費 2222,,000000 55,,000000 2277,,000000 9988,,000000 00 9988,,000000

    　　              賃賃　　　　　　借借　　　　　　料料 11,,007799,,000000 227700,,000000 11,,334499,,000000 66,,111166,,000000 88,,444400,,000000 1144,,555566,,000000

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費 99,,000000 1111,,000000 2200,,000000 113388,,000000 88,,440000,,000000 88,,553388,,000000

    　　              諸諸            謝謝            金金 00 00 00 00 66,,334455,,000000 66,,334455,,000000

　　                  租租      税税      公公        課課 00 00 00 00 00 00

      　　            交交      際際      諸諸        費費 2200,,000000 3399,,000000 5599,,000000 5599,,000000 00 5599,,000000

　　                  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費 11,,000000 22,,000000 33,,000000 2277,,000000 1155,,777788,,000000 1155,,880055,,000000

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金 111199,,000000 9900,,000000 220099,,000000 44,,332288,,000000 00 44,,332288,,000000

    　　              支支      払払    寄寄  付付    金金 118800,,000000 8800,,000000 226600,,000000 00 00 00

          　　        委委            託託            費費 11,,003300,,000000 8800,,000000 11,,111100,,000000 22,,773388,,000000 331133,,558822,,000000 331166,,332200,,000000

      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金 118855,,000000 5555,,000000 224400,,000000 11,,336600,,000000 00 11,,336600,,000000

                ②②管管理理費費 1144,,222277,,000000

                  　　役役　　　　員員　　　　報報　　酬酬 11,,667777,,000000

                  　　給給　　　　料料　　　　手手　　当当 44,,113300,,000000

                      賃賃　　　　　　　　　　　　　　金金 550055,,000000

                      事事　　務務　　負負　　担担　　金金 220000,,000000

                  　　福福　　利利　　厚厚　　生生　　費費 11,,556666,,000000

                  　　旅旅　　費費　　交交　　通通　　費費 11,,886677,,000000

                  　　通通　　信信　　運運　　搬搬　　費費 332200,,000000

                  　　消消  耗耗什什器器  備備  品品  費費 00

              　　　　消消　　  耗耗　　  品品　　　　費費 110000,,000000

                  　　材材　　　　　　料料　　　　　　費費 00

    　　              印印    刷刷    製製  本本      費費 225500,,000000

    　　              会会          議議              費費 3399,,000000

            　　      会会            場場            費費 7788,,000000

  　　                光光    熱熱    水水    料料    費費 4477,,000000

　　                  賃賃            借借            料料 11,,552299,,000000

    　　              広広    告告    宣宣    伝伝    費費 222200,,000000

    　　              諸諸            謝謝            金金 00

      　　            交交      際際      諸諸        費費 4400,,000000

　　                  租租      税税      公公        課課 11,,001100,,000000

　　                  支支    払払　　負負    担担    金金 44,,000000

          　　        委委            託託            費費 110000,,000000

　　                  雑雑　　　　　　　　　　　　　　費費 110000,,000000

            　　      登登            記記            料料 4455,,000000

      　　            退退  職職  金金  引引  当当    金金 440000,,000000

                経経常常費費用用計計 1122,,338833,,000000 33,,110044,,000000 1155,,448877,,000000 6644,,111155,,000000 442222,,330077,,000000 448866,,442222,,000000 1144,,222277,,000000

                    当当期期経経常常増増減減額額 △△  1122,,338833,,000000 △△  22,,995544,,000000 △△  1155,,333377,,000000 △△  33,,118844,,000000 00 △△  33,,118844,,000000 1155,,997711,,000000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　((令令和和44年年  44月月  11日日かからら令令和和55年年  33月月3311日日ままでで))

　　　　　　　　　　　　令令和和４４年年度度正正味味財財産産増増減減計計算算書書実実施施事事業業内内訳訳

実実施施事事業業会会計計 そそのの他他会会計計

合合計計

5577,,886611,,000000

4466,,118811,,000000

2299,,999988,,000000

11,,556666,,000000

00

220000,,000000

33,,222200,,000000

1133,,667777,,000000

00

1111,,668800,,000000

66,,770000,,000000

551133,,558866,,000000

99,,335500,,000000

220000,,000000

442222,,330077,,000000

441122,,995577,,000000

44,,883300,,000000

00

88,,443355,,000000

4444,,002200,,000000

2299,,007777,,000000

1100,,228822,,000000

550011,,990099,,000000

55,,887766,,000000

00

557700,,000000

22,,115588,,000000

55,,000099,,000000

00

884400,,000000

112255,,000000

1155,,990055,,000000

88,,555588,,000000

99,,558899,,000000

11,,669900,,000000

226600,,000000

331177,,443300,,000000

11,,660000,,000000

1155,,880088,,000000

44,,553377,,000000

66,,334455,,000000

111188,,000000

550055,,000000

1144,,222277,,000000

11,,667777,,000000

3399,,000000

7788,,000000

11,,886677,,000000

△△  22,,555500,,000000

551166,,113366,,000000

4455,,000000

440000,,000000

44,,000000

00

225500,,000000

110000,,000000

110000,,000000

4400,,000000

115500,,000000

11,,001100,,000000

222200,,000000

00

4477,,000000

11,,552299,,000000

00

110000,,000000

332200,,000000

44,,113300,,000000
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  令令和和４４年年４４月月１１日日かからら

  令令和和５５年年３３月月３３１１日日ままでで

（（収収入入のの部部）） ((単単位位：：円円))

科科　　　　　　　　目目 予予算算額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　考考

ⅠⅠ　　事事業業活活動動収収支支のの部部

　　１１．．事事業業活活動動収収入入

　　　　①①会会費費等等収収入入 ((3333,,221188,,000000)) ((3333,,221188,,000000))

　　　　　　　　会会費費 2299,,999988,,000000 2299,,999988,,000000

　　　　　　　　振振興興大大会会負負担担金金 33,,222200,,000000 33,,222200,,000000

　　　　②②事事務務負負担担金金収収入入 ((4466,,118811,,000000)) ((4444,,882288,,000000))

　　　　　　　　給給与与負負担担金金等等収収入入 4466,,118811,,000000 4444,,882288,,000000

　　　　③③事事業業収収入入 ((1111,,668800,,000000)) ((1122,,008888,,000000))

　　　　　　　　出出版版事事業業収収入入 66,,770000,,000000 55,,551111,,000000

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定収収入入 115500,,000000 115500,,000000

　　　　　　　　貸貸室室収収入入 44,,883300,,000000 66,,442277,,000000

　　　　④④補補助助金金等等収収入入 ((442222,,330077,,000000)) ((664466,,443366,,000000))

　　　　　　　　補補助助金金 441122,,995577,,000000 663377,,008866,,000000

　　　　　　　　受受託託事事業業 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000

　　　　⑤⑤雑雑収収入入 ((220000,,000000)) ((335500,,000000))

　　　　　　    雑雑収収入入 220000,,000000 335500,,000000

　　　　事事業業活活動動収収入入計計 551133,,558866,,000000 773366,,992200,,000000

　　　　令令和和４４年年度度収収支支予予算算（（参参考考：：資資金金ベベーースス））
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（（支支出出のの部部）） ((単単位位：：円円))

科科　　　　　　　　目目 予予算算額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　考考

　　２２．．事事業業活活動動支支出出

　　　　①①事事業業費費支支出出 ((445522,,000033,,000000)) ((667722,,449999,,000000))

　　　　　　　　木木材材産産業業振振興興活活動動費費 44,,220066,,000000 33,,000000,,000000

　　　　　　　　補補助助事事業業費費 441122,,995577,,000000 663377,,008866,,000000

　　　　　　　　受受託託事事業業費費 99,,335500,,000000 99,,335500,,000000

　　　　　　　　木木材材普普及及調調査査事事業業費費 55,,330000,,000000 44,,770000,,000000

　　　　　　　　出出版版事事業業費費 55,,110000,,000000 44,,440000,,000000

　　　　　　　　ＪＪＡＡＳＳ普普及及事事業業費費 11,,660000,,000000 11,,660000,,000000

　　　　　　　　木木材材製製品品認認定定普普及及事事業業費費 11,,008800,,000000 11,,008800,,000000

　　　　　　　　振振興興大大会会費費 33,,222200,,000000 33,,222222,,000000

　　　　　　　　旅旅費費交交通通費費 44,,110000,,000000 33,,220000,,000000

　　　　　　　　会会議議費費 22,,553300,,000000 22,,553300,,000000

　　　　　　　　負負担担金金 22,,556600,,000000 22,,333311,,000000

　　　　　　　　減減価価償償却却費費 00 00

　　　　②②管管理理費費支支出出 ((6611,,112233,,000000)) ((6644,,554400,,000000))

　　　　　　　　役役員員報報酬酬 99,,886666,,000000 1111,,119922,,000000

　　　　　　　　給給与与手手当当 2277,,226622,,000000 2288,,119911,,000000

　　　　　　　　福福利利厚厚生生費費 99,,221111,,000000 99,,448822,,000000

　　　　　　　　事事務務負負担担金金 220000,,000000 220000,,000000

　　　　　　　　事事務務所所費費 88,,999944,,000000 1122,,337755,,000000

　　　　　　　　需需要要費費 55,,117700,,000000 22,,885500,,000000

　　　　　　　　交交際際費費 110000,,000000 4400,,000000

　　　　　　　　広広告告費費 222200,,000000 116600,,000000

　　　　　　　　雑雑費費 110000,,000000 5500,,000000

　　　　③③諸諸税税公公課課支支出出 ((11,,001100,,000000)) ((664400,,000000))

　　　　　　　　諸諸税税公公課課 112244,,000000 664400,,000000

　　　　　　　　消消費費税税 888866,,000000 00

　　　　④④特特定定預預金金支支出出 ((22,,000000,,000000)) ((22,,000000,,000000))

　　　　　　　　退退職職給給付付引引当当金金支支出出 22,,000000,,000000 22,,000000,,000000

　　　　事事業業活活動動支支出出計計 551166,,113366,,000000 773399,,667799,,000000

　　　　　　事事業業活活動動収収支支差差額額 △△  22,,555500,,000000 △△  22,,775599,,000000

ⅡⅡ　　投投資資活活動動収収支支のの部部

　　１１．．投投資資活活動動収収入入

　　　　　　退退職職引引当当資資産産取取崩崩収収入入 00 00

　　　　投投資資活活動動収収入入計計 00 00

　　２２．．投投資資活活動動支支出出

　　　　　　退退職職金金 00 00

　　　　投投資資活活動動支支出出計計 00 00

　　　　　　投投資資活活動動収収支支差差額額 00 00

ⅢⅢ　　予予備備費費支支出出

　　　　　　　　当当期期収収支支差差額額 △△  22,,555500,,000000 △△  22,,775599,,000000

　　　　　　　　前前期期繰繰越越収収支支差差額額 4477,,667755,,994400 5500,,443344,,994400

　　　　　　　　次次期期繰繰越越収収支支差差額額 4455,,112255,,994400 4477,,667755,,994400
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（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））

予予　　算算　　額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　　　考考

ⅠⅠ 事事業業活活動動収収入入のの部部

11 事事業業活活動動収収入入

①①　　補補助助金金等等収収入入 22,,774400,,000000,,000000 11,,991100,,000000,,000000

JJAASS構構造造材材利利用用実実証証支支援援事事業業 00 11,,991100,,000000,,000000 令令和和２２年年度度補補正正

JJAASS構構造造材材利利用用拡拡大大事事業業 22,,774400,,000000,,000000 00 令令和和３３年年度度補補正正

22,,774400,,000000,,000000 11,,991100,,000000,,000000

（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

予予　　算算　　額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　　　考考

ⅡⅡ 事事業業活活動動支支出出のの部部

11 事事業業費費支支出出

①①補補助助事事業業費費 22,,774400,,000000,,000000 11,,991100,,000000,,000000

JJAASS構構造造材材利利用用実実証証支支援援事事業業 00 11,,991100,,000000,,000000 令令和和２２年年度度補補正正

JJAASS構構造造材材利利用用拡拡大大事事業業 22,,774400,,000000,,000000 00 令令和和３３年年度度補補正正

22,,774400,,000000,,000000 11,,991100,,000000,,000000

00 00

事事業業活活動動支支出出計計

事事業業活活動動収収支支差差

令令和和４４年年度度収収支支予予算算（（資資金金ベベーースス））

科科　　　　　　　　　　　　目目

事事業業活活動動収収入入計計

科科　　　　　　　　　　　　目目

特特　　別別　　会会　　計計
（（令令和和44年年44月月11日日かからら令令和和55年年33月月3311日日））
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（（収収入入のの部部）） （（単単位位：：円円））

予予　　算算　　額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　　　考考

ⅠⅠ 事事業業活活動動収収入入のの部部

11 事事業業活活動動収収入入 2200,,000000 2200,,000000

①①　　国国産産材材ママーークク収収入入 2200,,000000 2200,,000000

国国産産材材ママーークク収収入入 2200,,000000 2200,,000000

2200,,000000 2200,,000000

（（支支出出のの部部）） （（単単位位：：円円））

予予　　算算　　額額 前前年年度度予予算算額額 備備　　　　　　考考

ⅡⅡ 事事業業活活動動収収入入のの部部

11 事事業業費費支支出出

2200,,000000 2200,,000000 ホホーームムペペーージジ更更新新等等

国国産産材材ママーークク事事業業費費 2200,,000000 2200,,000000

2200,,000000 2200,,000000

00 00事事業業活活動動収収支支差差

科科　　　　　　　　　　　　目目

事事業業活活動動収収入入計計

特特　　別別　　会会　　計計

　　　　　　令令和和４４年年度度収収支支予予算算（（資資金金ベベーースス））

　　　　　　　　（（令令和和44年年44月月11日日かからら令令和和55年年33月月3311日日））

科科　　　　　　　　　　　　目目

①①国国産産材材ママーークク事事業業費費

事事業業活活動動支支出出計計
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（（収収入入のの部部）） （単位：円）

予　算　額 前年度予算額 備　　　考

Ⅰ 事業活動収入の部

Ⅰ 事業活動収入

①　受取入会金 500,000 500,000

② 受取会費 6,360,000 5,530,000

③ 認定料収入 2,000,000 0

④ 受検料収入 2,000,000 800,000

⑤ 出版収入 250,000 325,000

⑥ 雑収入 10,000 5,000

11,120,000 7,160,000

（（支支出出のの部部）） （単位：円）

予　算　額 前年度予算額 備　　　考

Ⅱ 事業活動収入の部

① 事業費支出

給与負担金 9,200,000 8,600,000

賃金 900,000 300,000

旅費交通費 1,291,000 700,000

委員等旅費 467,000 545,000

通信運搬費 650,000 375,000

消耗品費 130,000 40,000

印刷製本費 60,000 350,000

会議費 100,000 150,000

諸謝金 834,000 700,000

支払負担金 700,000 700,000

14,332,000 12,460,000

△ 3,212,000 △ 5,300,000

（（令令和和44年年44月月11日日かからら令令和和55年年33月月3311日日））

令令和和４４年年度度収収支支予予算算　　（（参参考考：：資資金金ベベーースス））

事業活動支出計

事業活動収支差

科　　　　　　目

事業活動収入計

科　　　　　　目

特特別別会会計計　　（（外外国国人人技技能能実実習習））
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会会  員員  名名  簿簿  
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１） 　都道府県木連会員

名　　　　　　　　　　称 代　 表　者　

北海道木材産業協同組合連合会 松 原 正 和

青森県木材協同組合 齋 藤 渉

岩手県木材産業協同組合 日 當 和 孝

宮城県木材協同組合 千 葉 基

秋田県木材産業協同組合連合会 大 坂 真 一

山形県木材産業協同組合 松 田 賢

福島県木材協同組合連合会 鈴 木 裕 一

茨城県木材協同組合連合会 野 上 満 正

栃木県木材業協同組合連合会 東 泉 清 壽

（一社）群馬県木材組合連合会 平 方 宏

 (一社）埼玉県木材協会 島 﨑 政 敏

（一社）千葉県木材振興協会                　　　　　　　　　　田 渕 和 正

神奈川県木材業協同組合連合会 栗 林 一 郎

（一社）山梨県木材協会 天 野 公 夫

（一社）東京都木材団体連合会 渡 辺 昭

新潟県木材組合連合会 重 川 隆 廣

富山県木材組合連合会 米 澤 政 幸

(公社)石川県木材産業振興協会 通 善 一 洋

福井県木材組合連合会 谷 﨑 信 雄

長野県木材協同組合連合会 宮 崎 正 毅

岐阜県木材協同組合連合会 吉 田 芳 治

静岡県木材協同組合連合会 伊 藤 晴 康

 (一社）愛知県木材組合連合会 西 垣 洋 一

三重県木材組合連合会 野 地 洋 正

滋賀県木材協会 髙 橋 文 夫

 (一社)京都府木材組合連合会 辻 井 重

会　　員　　名　　簿
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名　　　　　　　　　称 代　表　者　

(一社)大阪府木材連合会 津 田 潮

兵庫県木材業協同組合連合会 谷 口 幸 三

奈良県木材協同組合連合会 谷 奥 忠 嗣

和歌山県木材協同組合連合会 榎 本 長 治

鳥取県木材協同組合連合会 前 田 八 壽 彦

（一社）島根県木材協会 三 吉 庸 善

（一社）岡山県木材組合連合会 田 中 信 行

（一社）広島県木材組合連合会 菅 野 康 則

一般社団法人山口県木材協会 林 克 彦

徳島県木材協同組合連合会 松 田 功

（一社）香川県木材協会 樋 口 浩 良

（一社）愛媛県木材協会 菊 池 正

（一社）高知県木材協会 小 川 康 夫

（一社）福岡県木材組合連合会 平 川 辰 男

 (一社) 佐賀県木材協会 山 口 誠 二

（一社）長崎県木材組合連合会 鶴 田 修

（一社）熊本県木材協会連合会 鍬 本 行 廣

大分県木材協同組合連合会 安 部 省 祐

宮崎県木材協同組合連合会 高 嶺 清 二

（一社）鹿児島県林材協会連合会 柴 立 鉄 彦

（一社）沖縄県木材協会 長 堂 昌 太 郎
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２）　業種別団体会員

名　　　　　　　　　称 代　表　者

（一社）全日本木材市場連盟 西 垣 泰 幸

全国木材チップ工業連合会 佐 合 隆 治

(一社)全国木材市売買方組合連盟 早 川 金 光

全国素材生産業協同組合連合会 日 髙 勝 三 郎

日本木材防腐工業組合 越 井 潤

日本集成材工業協同組合 佐 々 木 幸 久

（一社）日本フローリング工業会 田 伏 大 伸

日本複合・防音床材工業会 金 田 正 樹

日本ツーバイフォーランバーＪＡＳ協議会 高 田 伸

（一社）全国木造住宅機械プレカット協会 原 田 実 生

全国銘木連合会 吉 田 芳 治

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合
会

松 尾 和 俊

（一社）日本特殊加工化粧板協議会 荒 浪 力 也

特定非営利活動法人　日本バーク堆肥協会 大 原 寛 信

（一社）全国木材検査・研究協会 島 田 泰 助

全国木材防虫ＪＡＳ協議会 長 谷 川 健 治

（一社）木材産業退職金共済会 鈴 木 和 雄
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３）　賛助会員

（一社）日本ＣＬＴ協会

ナイス（株）

（一社）木のいえ一番協会

（一社）林業機械化協会

全国木材協同組合連合会

林業・木材製造業労働災害防止協会

（一社）日本林業土木連合協会

（一社）林道安全協会

ニューハウス工業（株）

木構造振興（株）

（株）久我

庄司木材（株）

日本合板工業組合連合会

日本製紙連合会

（株）一条工務店

日本木材輸入協会

名　　　　　　　　　　　称

兼松サステック（株）

住友林業（株）

（株）ケー・エイチ・ケー

宮川工機（株）

大日本木材防腐（株）
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定定          款款  
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一般社団法人全国木材組合連合会定款 

昭和 29 年３月 10 日任意団体として発足 
昭和 31 年５月 25 日第三回通常総会に 
         おいて法人に組織変更 
昭和 31 年７月 24 日社団法人認可 
平成 25 年４月１日一般社団法人設立登記 
平成 26 年 11 月 27 日一部変更 
令和元年 10 月８日一部変更 

                令和２年５月 13日一部変更 

                令和２年 11月 18日一部変更 

令和３年５月 12日一部変更 

 

第１章  総  則 

 

（名称） 

第 1条 この法人は、一般社団法人全国木材組合連合会（以下「本会」という。）

と称する。 

（事務所） 

第２条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

（目的） 

第３条 本会は、木材の利用及び木材産業に関する調査分析、知識及び技術の

普及等を行うことにより、低炭素社会構築に貢献する木材利用の推進や木材

関連産業の健全な発展を図りもって社会経済の発展に寄与することを目的と

する。 

（事業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(１) 木材利用に関する調査研究、技術発展、普及 

(２) 木材産業の振興に関する調査研究、普及 

(３) 木材利用及び木材産業に関する諸制度の調査研究、普及、関係団体との

意見調整並びに提言 

(４) 木材産業に関する技術、技能、労働安全に関する調査研究及び普及 

(５) 木材貿易振興のための調査、交流 

(６) 木材・木製品の品質、認証の調査研究、普及 

(７）外国人技能実習制度に基づく技能実習評価試験の実施 

（８）その他本会の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、日本全国において行う。 
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第２章  会  員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、次のとおりとする。 

(１) 正会員   木材利用及び木材産業の振興の活動を行う都道府県の区域

団体又は全国団体 

   (２) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する木材関係団体等 

  （３）特別会員 本会とともに木材利用拡大活動に参画する団体又は企業等 

２  前項第１号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（以下「一般社団等法人法」という。）上の社員とする。 

（入会） 

第６条 本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長

に提出し理事会の承認を得なければならない。 

２ 会員は、その名称又は代表者の氏名、住所に変更があったときは遅滞なく

本会に届けなければならない。 

（会費） 

第７条 会員は総会において別に定めるところにより会費を納入しなければな

らない。 

（任意退会） 

第８条  会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出し、任意にいつでも

退会することができる。 

（除名） 

第９条 本会は会員が次の各号に該当する場合には、総会の決議により除名す

ることができる。この場合、その会員に対して総会において弁明する機会を

与えなければならない。 

(１) 本会の定款又は規則に違反したとき 

(２) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的遂行に反する行為を行ったとき 

(３) その除名すべき正当な事由があるとき  

（会員の資格喪失） 

第１０条 会員は、前２条の場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そ

の資格を喪失する。 

(１) 解散したとき 

(２) 会費を２年以上滞納したとき 

(３) 総正会員が同意したとき 

２ 会員の資格喪失の場合において、既に納入した会費は返還しない 

                 

第３章  総   会 

（総会の開催） 



― 125 ―
 

 

 

第２章  会  員 

（会員） 

第５条 本会の会員は、次のとおりとする。 

(１) 正会員   木材利用及び木材産業の振興の活動を行う都道府県の区域

団体又は全国団体 

   (２) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する木材関係団体等 

  （３）特別会員 本会とともに木材利用拡大活動に参画する団体又は企業等 

２  前項第１号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（以下「一般社団等法人法」という。）上の社員とする。 

（入会） 

第６条 本会に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長

に提出し理事会の承認を得なければならない。 

２ 会員は、その名称又は代表者の氏名、住所に変更があったときは遅滞なく

本会に届けなければならない。 

（会費） 

第７条 会員は総会において別に定めるところにより会費を納入しなければな

らない。 

（任意退会） 

第８条  会員は、理事会が別に定める退会届を会長に提出し、任意にいつでも

退会することができる。 

（除名） 

第９条 本会は会員が次の各号に該当する場合には、総会の決議により除名す

ることができる。この場合、その会員に対して総会において弁明する機会を

与えなければならない。 

(１) 本会の定款又は規則に違反したとき 

(２) 本会の名誉を傷つけ又は本会の目的遂行に反する行為を行ったとき 

(３) その除名すべき正当な事由があるとき  

（会員の資格喪失） 

第１０条 会員は、前２条の場合のほか、次のいずれかに該当するときは、そ

の資格を喪失する。 

(１) 解散したとき 

(２) 会費を２年以上滞納したとき 

(３) 総正会員が同意したとき 

２ 会員の資格喪失の場合において、既に納入した会費は返還しない 

                 

第３章  総   会 

（総会の開催） 

 
 

第１１条 総会は、すべての正会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とす

る。 

２ 前項の総会をもって一般社団等法人法上の社員総会とする。 

３ 通常総会は毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。 

４ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

 (１) 理事会の決議により必要と認めるとき 

 (２) 正会員の５分の１以上の同意をもって、会議の目的たる事項及び招集

の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したとき 

（招集） 

第１２条 総会は、法令で別段の定めがある場合や前条第３項の場合を除き、

理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 総会の招集は会日の１０日前までに正会員に対し会議の目的たる事項、日

時及び場所につき通知しなければならない。 

３ 前条第４項第２号に掲げる場合は、請求があった日から３０日以内に総会

を招集するものとする。 

（決議事項） 

第１３条 総会は、次の事項を決議する。 

(１) 定款の変更 

(２) 理事又は監事の選任又は解任 

(３) 会員の除名 

(４) 理事又は監事の報酬等の額及び報酬等の支給基準 

(５) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びその附属明細書の承認 

(６) 会費及びその徴収方法の決定 

(７) 解散及び残余財産の処分 

(８) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（議長） 

第１４条 総会の議長は、総会において出席正会員の中から選出する。 

（決議） 

第１５条 総会は、正会員の有する議決権の半数を有する正会員の出席で成立

し、総会の決議は出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。 

２  前項にかかわらず、次の決議事項については、総正会員の半数以上であっ

て総正会員の議決権の３分の２以上の議決を必要とする。 

 (１) 会員の除名 

 (２) 監事の解任 

 (３) 定款の変更 

 (４) 解散及び残余財産の処分 

 (５) その他法令及びこの定款で定められた事項 

（議決権）   

第１６条 正会員は、総会において、おのおの一個の議決権を有する。 
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２  総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使

し、又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、当該会

員又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。 

（総会の決議の省略） 

第１７条 総会の決議の目的である事項について、理事又は正会員から提案が

あった場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議が

あったものとみなすものとする。 

（報告の省略） 

第１８条 会長が正会員全員に対し総会に報告すべき事項を通知した場合にお

いて、その報告を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総

会への報告があったものとみなす。 

（議事録） 

第１９条 総会の議事録は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人２

名が署名又は記名押印しなければならない。 

 

第４章  役 員 等 

（役員） 

第２０条 本会に次の役員を置く。 

（１）理事  ５３名以上６０名以内 

（２）監事  ２名以上３名以内 

２  理事のうち１名を会長、９名以内を副会長、１名を専務理事、３名以内を

業務担当理事とすることができる。 

３  前項の会長を一般社団等法人法上の代表理事とし、専務理事及び業務担当

理事を一般社団等法人法第９１条第１項第２号に基づく業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、正会員である団体の代表者又は構成員の中から総

会において選任する。ただし、正会員である団体の代表者又は構成員以外で

あっても総会の決議を経て選定することができるものとする。 

２  会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によ

り理事の中から選定する。 

３  監事は、理事若しくは職員を兼ねることができない。 

４ 理事のうち同一親族(３親等以内の親族及びこのものと特別な関係にある

者をいう。)又は他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人であ

るものその他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、

それぞれ理事現在数の３分の１を超えてはならない。 
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２  総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使

し、又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合、当該会

員又は代理人は代理権を証明する書面を総会ごとに提出しなければならない。 

（総会の決議の省略） 

第１７条 総会の決議の目的である事項について、理事又は正会員から提案が

あった場合において、その提案について正会員の全員が書面又は電磁的記録

により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議が

あったものとみなすものとする。 

（報告の省略） 

第１８条 会長が正会員全員に対し総会に報告すべき事項を通知した場合にお

いて、その報告を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全

員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総

会への報告があったものとみなす。 

（議事録） 

第１９条 総会の議事録は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、議長及び出席した正会員の中から選出された議事録署名人２

名が署名又は記名押印しなければならない。 

 

第４章  役 員 等 

（役員） 

第２０条 本会に次の役員を置く。 

（１）理事  ５３名以上６０名以内 

（２）監事  ２名以上３名以内 

２  理事のうち１名を会長、９名以内を副会長、１名を専務理事、３名以内を

業務担当理事とすることができる。 

３  前項の会長を一般社団等法人法上の代表理事とし、専務理事及び業務担当

理事を一般社団等法人法第９１条第１項第２号に基づく業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第２１条 理事及び監事は、正会員である団体の代表者又は構成員の中から総

会において選任する。ただし、正会員である団体の代表者又は構成員以外で

あっても総会の決議を経て選定することができるものとする。 

２  会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事は、理事会の決議によ

り理事の中から選定する。 

３  監事は、理事若しくは職員を兼ねることができない。 

４ 理事のうち同一親族(３親等以内の親族及びこのものと特別な関係にある

者をいう。)又は他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人であ

るものその他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、

それぞれ理事現在数の３分の１を超えてはならない。 

 
 

 

（理事の職務） 

第２２条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、

職務を執行する。 

２ 会長は、本会を代表しその業務を執行する。 

３ 副会長は会長を補佐する。 

４ 専務理事は会長を補佐して本会の業務を執行する。また、専務理事以外の業

務執行理事は本会の業務を分担執行する。 

５ 会長、専務理事及びその他の業務執行理事は毎事業年度に４箇月を超える

間隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第２３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監

査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも理事、使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務、

財産の状況を調査することができる。 

（役員の任期） 

第２４条 役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終の

ものに関する通常総会の終結の時までとする。 

２  役員は、任期満了又は辞任により退任した場合において第２０条第１項の

定数に足りなくなるときは、後任者が就任するまで、なお役員としての権利

義務を有する。 

３ 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の理事の残任

期間とする。また、補欠の監事の場合も同様とする。 

（解任） 

第２５条 役員は、総会の議決を経て解任することができる。 

（報酬等） 

第２６条  役員の報酬は無報酬とする。ただし、常勤役員に対しては、総会に

おいて定める総額の範囲内で、総会で別に定める報酬等の支給基準に従って

算定した額により支給することができる。 

（顧問） 

第２７条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、当会運営上の重要事項について意見を述べることができるものと

する。 

３ 顧問は、理事会の決議に基づき、会長が任命する。 

４ 顧問の報酬は無報酬とする。 

 

第５章  理事会 

（理事会の構成） 
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第２８条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会はすべての理事をもって構成する。 

（理事会の権能） 

第２９条 理事会は次の職務を行う。 

（１）本会の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職 

（４）その他法令及びこの定款で定める事項 

（理事会の開催） 

第３０条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(１) 会長が必要と認めたとき 

(２) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会

長に招集の請求があったとき 

(３) 法令上の規定により、監事から招集の請求があったとき 

（理事会の招集）         

第３１条 理事会は会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは専務理事又はその他の業務

執行理事が理事会を招集する。 

３ 理事会の招集は開催日の一週間前までに書面をもって、日時、場所、会議

目的の事項につき通知しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手

続きを経ることなく理事会を開催することができる。 
（議長） 

第３２条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（理事会の決議） 

第３３条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席

により成立する。 
２ 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。 
（決議の省略） 

第３４条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に

おいて、その提案について理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ

なすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。 

（報告の省略） 

第３５条 理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告す

べき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要

しない。ただし、第２２条第５項の規定による報告は適用しない。 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
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第２８条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会はすべての理事をもって構成する。 

（理事会の権能） 

第２９条 理事会は次の職務を行う。 

（１）本会の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）会長、副会長、専務理事及びその他の業務執行理事の選定及び解職 

（４）その他法令及びこの定款で定める事項 

（理事会の開催） 

第３０条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(１) 会長が必要と認めたとき 

(２) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会

長に招集の請求があったとき 

(３) 法令上の規定により、監事から招集の請求があったとき 

（理事会の招集）         

第３１条 理事会は会長が招集する。 

２ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは専務理事又はその他の業務

執行理事が理事会を招集する。 

３ 理事会の招集は開催日の一週間前までに書面をもって、日時、場所、会議

目的の事項につき通知しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手

続きを経ることなく理事会を開催することができる。 
（議長） 

第３２条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（理事会の決議） 

第３３条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席

により成立する。 
２ 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。 
（決議の省略） 

第３４条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に

おいて、その提案について理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思

表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみ

なすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。 

（報告の省略） 

第３５条 理事若しくは監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告す

べき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要

しない。ただし、第２２条第５項の規定による報告は適用しない。 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作

 
 

成する。 

２ 出席した会長及び監事は前項の議事録に記名押印しなければならない。 

 

第６章事務局 

（事務局） 

第３７条 本会に事務局を置き、業務処理するために必要な職員を置く。 

２ 職員の任免は、会長が行う。 

３  事務局に関する必要事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。 

 

第７章   資産及び会計 

（事業年度） 

第３８条  本会の事業年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるも

のとする。 

 (資産) 

第３９条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成し、会長が管理

する。 

(１) 会費 

(２) 寄附金品 

（３）事業に伴う収入 

(４) その他の収入 

（経費の支弁） 

第４０条 本会の経費は、本会の資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算) 

第４１条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに事業計画書及び収支予

算書の案を作成し理事会の決議を経て総会に報告する。これを変更するとき

も同様とする。 

（事業報告及び決算） 

第４２条 会長は毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、監事の

監査を受けた上で理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第 1 号及び第２

号はその内容の報告、第３号から第５号は承認を得なければならない。 

(１) 事業報告 

(２) 事業報告の附属明細書 

(３）貸借対照表 

(４) 正味財産増減計算書 

(５) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

２ 第 1 項の書類及び監査報告については、主たる事務所に５年間備え置くと

ともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 
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第８章   定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第４３条 この定款は総会の決議により変更することができる。 

（解散） 

第４４条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。  

（残余財産処分等） 

第４５条 本会が清算する場合において、有する残余財産は総会の決議を経て

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げ

る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

（剰余金の分配） 

第４６条 本会は、剰余金の分配は行うことができない。 

 

第９章   公告の方法 

（公告の方法） 

第４７条 本会の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法

で行う。 

 

第１０章   委   任 

（委任） 

第４８条 この定款に定めるもののほか、当会の運営に関し必要事項は理事会

の決議を経て会長が別に定める。 

 

附   則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第

１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 本会の最初の代表理事（会長）は、吉条良明とする。 

３ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に

定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の登記を行ったときは、第３

８条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設

立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

４ この定款は、令和３年５月１２日から施行する。 
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